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新 年 の ご 挨 拶 
 

（公社）緑の安全推進協会 
会長 根岸 寛光 

 
 

新年を迎え、年頭のご挨拶を申し上げます。 

緑の安全管理士の、「農薬を正しく理解し安全、適正な使用を指導・監督

する。」という社会的な責務に対する期待が益々膨らんできていると考えて

いるところです。 

当協会は、農薬の適正使用の推進と正しい知識の普及啓発を活動の柱に平

成７年に社団法人として発足し、さらに同 25 年度からは公益社団法人とし

て、より一層の社会的責任を果たすべく活動を進めてきています。 

我が国で使用される農薬は、農薬取締法に基づく登録制度により厳格な検

査の上でその安全性が科学的に担保されております。 

そこでは、農薬使用に当たって農薬のラベルに記載された使用基準や注意

事項を守ることが、農産物の消費者や農薬の使用者、更には周辺環境への安

全を確保する前提となっています。 

したがって、いかに「農薬の適正使用」を徹底するかが農薬の安全確保に

とっての重要課題であります。 

昨年は、久方ぶりに農薬取締法の一部改正が行われました。改正のポイン

トはいくつかありますが、農薬の使用者に対する安全性の理解や適正使用等

の法令遵守がこれまで以上に強く求められるようになったことは間違いあ

りません。 

このことは、農薬に関する専門的知識を持ち、農薬使用の現場で、実践的

な指導監督を行いうる専門家として「緑の安全管理士」の責任ある活躍がよ

り一層求められるようになったということであり、「緑の安全管理士」の皆

様には更なる自覚が求められるということでもあります。 

法令改正の一方で、農薬をめぐる技術は日進月歩であり、管理士資格を認

定(取得)されたといえども、常に新しい知識や情報を吸収し資質の継続的な
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向上に努めなければ、専門家としての社会的使命に応えられなくなります。 

常日頃より必要な最新の技術情報を収集して、これを身に付けて現場で活

用して頂けるように、当協会では「緑の安全管理士」の皆様に向けて定期的

に情報提供を行っています。 

また、「緑の安全管理士」の方々には５年毎の資格更新研修制度を設けて

いますが、支部大会(兼更新研修)に可能な限り積極的に参加するなどの自発

的な研鑽・努力も必要と考えます。 

我が国の農業現場では、就農者の高齢化や就農人口の減少が進む一方で、

ＩＴ化、農協改革、ＴＰＰ１１の締結等、農業をめぐる情勢はめまぐるしく

変化しており、これによる農業生産体制・耕作体系への影響は無視できない

状況です。 

このことは、「緑の安全管理士」の現場における活動にも少なからぬ影響

を与えるものであり、状況の変化に適切に対処していく努力が必要です。 

現在、全国におられる 3,000 名あまりの「緑の安全管理士」の皆様の自覚

と使命感に大いに期待するところです。 

当協会としては、緑の安全管理士制度の更なる普及と定着を実現し、社会

の期待に応えるべく、「緑の安全管理士」各位の積極的な参画を得て、地域

活動の強化と組織の活性化を図るため、役職員一同、気持ちを一つにして精

いっぱい努力してまいる所存です。 

会員各位のご支援を心からお願い申し上げる次第です。 

Ⅰ 行政情報

ハイライト

農薬取締法の一部を改正する法律の施行について（平成 年 月１日）

平成 年 月 日に公布された「農薬取締法の一部を改正する法律」は、平成 年 月 日

に施行されました（一部は 年４月１日施行）。

これに伴い、関係政省令が同日付けで公布され｢農薬取締法施行規則｣、｢農薬を使用する者が遵

守すべき基準を定める省令平成 年農水省 環境省令第５号｣などの一部が改正されました。

今般の農薬取締法改正に伴う対応事項８項目については、「平成 年度植物防疫地区協議会資

料」として本編に掲載しています。 （本編 頁へ）

２．農薬を使用する者に対する農薬使用計画書の提出依頼について 平成 年 月 日

農薬取締法改正に伴う｢農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令平成 年農水省 環境

省令第５号の一部改正｣により、農薬を使用する者が、農林水産大臣あてに提出していました「農薬使

用計画書」の様式が一部改正されたこと。農林水産大臣と環境大臣に提出することとなりましたが、ゴ

ルフ場に係る｢農薬使用計画書様式２号 ｣は、正本一通を従前どおり地方農政局北海道農政事務所、

沖縄総合事務局含へ提出すること。について当協会長あてに提出依頼がありました。

緑安協 ： 本文 頁へ

３ 平成 年度森林病害虫被害量について 平成 年 月 日

農林水産省は、松くい虫被害及びナラ枯れ被害について、平成 年度の都道府県の発生状況を

取りまとめ公表しました。

【概要】 松くい虫被害量

北海道を除く 都府県で被害が発生。被害量は約 万㎥対前年比、約 万 千㎥減。

最多被害年度昭和 年の約 の水準。

ナラ枯れ被害量

県で発生し、被害量は約 万 千㎥対前年比、約 千㎥増。平成 年度から 年

連続で増加となっています。

農水省 ： 本文 頁へ

４ ゴルフ場で使用される農薬に係る平成 年度水質調査結果 平成 年 月 日公表

環境省は、ゴルフ場で使用される農薬について、平成 年度に地方自治体等が実施したゴルフ場

排出水等の水質調査の結果を取りまとめ公表しました。

【調査概要】 ゴルフ場数： ゴルフ場 都道府県

総検体数 ： 検体

検出状況 ：水濁指針値超過検体数： 検体

水産指針値超過検体数： 検体

（ポイント：水濁指針値に比べて水産指針値が極端に小さい農薬もあるので注意が必要です。なお、

今後は水産動植物が対象動植物の範囲を広げた生活環境動植物とすることが検討され

ています。詳しくは植物防疫 第 巻 第 号 ～ を参照下さい。）

環境省 ： 本文 頁へ

５ 農業競争力強化支援法に基づく施行１年後調査の公表について 平成 年 月 日公表

農林水産省は、昨年 月 日に施行された農業競争力強化支援法に基づき施策を推進しています

が、法律の施行後おおむね 年以内に国内外における農業資材の供給の状況に関する調査を行うこ

ととされており、今般、当該調査の結果を公表しました。

農水省 ：

６．規制改革推進に関する第４次答申 平成 年 月 日公表

内閣府 規制改革推進会議は、 月 日に｢規制改革に関する第４次答申」を公表しました。

内閣府：
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３．平成 年度森林病害虫被害量について

農水省 ：

４．ゴルフ場で使用される農薬に係る平成 年度水質調査結果

環境省 ：
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３．平成 年度森林病害虫被害量について

農水省 ：

４．ゴルフ場で使用される農薬に係る平成 年度水質調査結果

環境省 ：

（別表１）都道府県別の水質調査結果注１

水濁 水産
北海道 85 64 918 281 0 0 38

青森県 15 60 365 194 0 0 0

岩手県 24 73 207 40 0 0 0

宮城県 22 38 325 23 0 0 0

秋田県 17 38 108 13 0 0 0

山形県 1 5 10 0 － － －
福島県 17 59 633 286 0 0 0

茨城県 110 129 2,387 1,066 0 0 23

栃木県 109 132 2,992 1,053 0 0 4

群馬県 64 102 1,139 139 0 0 12

埼玉県 82 121 2,276 849 0 0 88

千葉県 7 44 150 62 0 0 0

東京都 19 88 505 337 0 0 3

神奈川県 63 101 1,227 403 0 0 2

山梨県 0 0 0 0 － － －
長野県 66 128 3,096 183 0 0 141

新潟県 46 79 1,406 484 0 0 26

富山県 15 71 662 662 0 1 41

石川県 24 68 245 45 0 0 0

福井県 2 21 50 5 0 0 0

岐阜県 43 65 503 56 0 0 5

静岡県 15 89 450 342 0 0 0

愛知県 26 111 338 77 0 0 0

三重県 3 6 16 0 － － －
滋賀県 44 68 782 131 0 0 0

京都府 29 135 1,273 834 0 0 24

大阪府 38 107 1,603 246 0 0 5

兵庫県 142 150 7,948 535 0 0 0

奈良県 24 39 779 363 0 0 61

和歌山県 3 40 360 0 － － －
鳥取県 3 29 34 0 － － －
島根県 7 34 197 3 0 0 0

岡山県 35 94 1,313 177 0 0 8
※

広島県 8 53 392 392 0 1 0

山口県 1 11 11 0 － － －
徳島県 14 21 122 39 0 0 0
香川県 19 34 260 16 0 0 2

愛媛県 26 32 55 0 － － －
高知県 11 27 125 3 0 0 0
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６．平成 年病害虫発生予察情報発表状況一覧

この一覧表は、農林水産省が発表する病害虫発生予報に掲載しているものを取りまとめ

たもので、都道府県が発表している発生予察情報と作物名・病害虫名の表記が一部異なる

場合があります。 までは、既報 みどりのたより 号

【特殊報】 平成 年 月 日現在

発表月日 都道府県名 対象作物名 対象病害虫名

月 日 新潟県 小麦 コムギふ枯病

月 日 大分県 ローズマリー ヨ コ バ イ 科 の 一 種

月 日 大分県 ねぎ ネギ黒腐菌核病

月 日 宮城県 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病

月 日 島根県 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病

月 日 栃木県 ぶどう ブドウミタマバエ（仮称）

月 日 新潟県 西洋なし ニセナシサビダニ

月 日 和歌山県 メロン メロン退緑黄化病

月 日 香川県 にんにく イモグサレセンチュウ

月 日 宮崎県 ライチ

ハンエンカタカイガラムシ属の一種、

ミカンコナカイガラムシ、ヒラタカタカ

イガラムシ属の一種

月 日 神奈川県 きゅうり ナスコナカイガラムシ

月 日 長野県 とちゅう トチュウウスクモヨトウ

月 日 茨城県 トマト トマトフザリウム株腐病

月 日 新潟県 ブロッコリー、キャベツ、なす トビイロシワアリ

月 日 沖縄県（石垣市） さとうきび サトウキビ芯腐細菌病

月 日 沖縄県（沖縄本島） マンゴー オオセンダンヒメハマキ

月 日 栃木県 トマト ミツユビナミハダニ

月 日 栃木県 いちご オウトウショウジョウバエ

月 日 千葉県 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病

月 日 高知県 なし サクセスキクイムシ

月 日 長崎県 野菜類 ヨトウムシ類、タバコガ類

月 日 東京都 キャベツ トビイロシワアリ

月 日 岡山県 トルコギキョウ トルコギキョウ斑点病

月 日 岡山県 りんどう キオビトガリメイガ

月 日 香川県 オリーブ

月 日 新潟県 なす タバコノミハムシ

７．平成 年度 ゴルフ場・緑地分野の農薬出荷実績 速報値

ゴルフ場・緑地分野での農薬出荷実績は、数量では ･kℓ（前年比 ）

と前年並みであったが、金額では 百万円（前年比 、 百万円減）と減

少した。

種別では、殺虫剤は数量 減（金額 ％減）、殺菌剤は数量 減（金額

減）、除草剤は数量 増（金額 減）、植物成長調整剤は数量 減（金額

減）、また、その他（忌避剤）は数量 減（金額 減）となった。

用途別でみると、芝は数量 減（金額 減）、樹木は数量 減（金額

減）、緑地は数量 増（金額 増）となった。 （報告会社： 社）

① 出荷数量（平成 年 月～ 年 月）

種別 用途別販売数量（ ℓ）

芝 前年比 樹木 前年比 緑地 前年比 合計 前年比

殺虫剤

殺菌剤

除草剤

植調剤

農薬肥

料

その他

－ － － － － － － －

合計

② 出荷金額（平成 年 月～ 年 月）

種別 用途別販売金額（百万円）

芝 前年比 樹木 前年比 緑地 前年比 合計 前年比

殺虫剤

殺菌剤

除草剤

植調剤

農薬肥

料

その他

－ － － － － － － －

合計

注）合計値は四捨五入の関係で若干の差異があります。
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Ⅱ 緑の安全管理士会 月末現在  
１「緑の安全管理士会」支部大会 兼更新研修会

月 日 木 の北海道支部から開催しており､

年１月 日 木 の関東・甲信越支部②をもっ

て終了の予定です｡

支部大会では、支部長から管理士会役員会報告

と収支予算などの概要について説明しています。

度更新研修のテーマ

農薬行政の動向 －農取法の一部改正など最近の訂を重点－ 農水省

農薬の環境影響に係るリスクの評価と管理

－住宅地等通知の再周知の背景など－ 環境省

農薬の登録状況を巡る話題

－｢農薬登録情報｣の実務的な詳細検索の手順など－ 、

事例に学ぶ～樹木の病害

－樹木の病害と各種障害の初期診断での見分け方－

（法政大学 植物医科学センター 堀江 博道 副センター長）

参加された管理士の方々の意見や要望はアンケート形式で把握することで、

次年度の研修会への反映に努めていますのでご協力をお願いします。

２ 事務局からの連絡とお願い

会報に 年度植物防疫地区協議会資料 抜粋 を掲載

年 月 日から 月 日の間、農林水産省は各農政局に都道府県

の植物防疫関係者を参集した「平成 年度植物防疫地区協議会」を開催し

て､ 農薬取締法の一部改正に係る指導内容など最近の情勢について情報提供､

各都道府県からは病害虫発生状況、農薬の適正使用に係る県主催の研修会等

の取り組みについて、また、蜜蜂の被害防止に係る取組については畜産部局

の担当者を交えての情報交換が行われました。

会議では、 年 月に埼玉県下で小学校における薬剤散布作業におい

て、学校側と防除作業者との情報共有の不備などから６名の児童が体調不良

を訴え病院に搬送される事案が発生したこと。

このため『住宅地等における農薬使用についての再周知・指導の徹底につ

いて」を各都道府県 農薬指導主幹部長 と文部科学省初等中等教育局あてに

依頼したこと、文科省からは各都道府県の教育委員会等へ通知されているこ

との情報提供があった。

会報｢みどりのたより｣へのご意見、ご投稿をお待ちしています

｢みどりのたより｣には、緑の安全管理士の皆さんの活動状況を掲載して、

相互の情報交換あるいは意識の向上に役立てたいと考えています。皆さんの

ご意見、記事、写真などの投稿をお待ちしております。

メールマガジンの発信と受信設定について 月現在

メールアドレスを登録の管理士 人 年： 人 には、発生予察情

報や農薬登録情報などをメマガとして 回発信 同 回 しました。

今後とも提供できる情報を増やすとともに速やかなお届けに努めていますの

で、｢連絡先等変更届書｣を用いてメールアドレスの登録をお願いします。

既に登録済みの方は不要です。

配信が不要 停止 の方は、｢変更届出書｣又は、電子メール等でご連絡

、メール添付等 して下さい。

名古屋会場の様子  

【受信メールの設定について ＝ 登録しているがメールが届いてない方】

発信のアドレス がメールフィル

ターなどの機能により送達されていない事例 リジェクトメール がありま

すので、登録されている方は、受信メールの設定にご留意下さい。

｢ ｣が不適切？な、名称として認識・処理されているようです･･。

送付先：

年度｢緑の安全管理士会｣役員会の開催予定

年度の緑の安全推進協会｢総会｣は、 年 月 日 木 を予定して

います。なお、緑の安全管理士会｢役員会｣は同 月 日 金 午後の予定とさ

せて頂きます。

３．支部大会 兼資格更新研修会 における事務局報告について 資料は次頁

年度も「緑の安全管理士」資格更新研修会の事務局報告について、会場

での説明の要点は次のとおりです。

今般の農薬取締法の一部改正では、農薬の使用者に求められている｢農薬の

使用に関する理解 第 条 ｣を踏まえて、緑の安全管理士の一層の責務と知

識･能力向上、更には信頼度の向上を図るべく、安全管理士による 注 を

提案するとともに、住宅地等における農薬使用における要点、現地混用におけ

る留意点などを紹介しています。

また、管理士の皆さんが活動されている経験には、成功事例もあれば失敗

事例があります。中には、優良な事例もあれば失敗に近いヒヤリハットとなる

事例もあるのが作業の現場です。

このような多様な事例を集大成することで、管理士会として経験値に基づ

いたデーターベースとして 例：ヒヤリハット集 集積できると考えています。

注 【 】

「 ・ ・ ・ 」のそれぞれの頭文字を並べた言葉です。それぞれ

の意味は、｢ ：計画を立てる。 ：実行する。 ：評価する。 ：改善

する｡｣のように説明されています。

使われ方としては､｢ サイクル Ｐ⇒Ｃ⇒Ｄ⇒Ａ→Ｐ→Ｃ・・・ ｣ ＝

「クルクルと回し、継続的に改善していく｡」こととなります。
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で、｢連絡先等変更届書｣を用いてメールアドレスの登録をお願いします。

既に登録済みの方は不要です。

配信が不要 停止 の方は、｢変更届出書｣又は、電子メール等でご連絡

、メール添付等 して下さい。

名古屋会場の様子  

【受信メールの設定について ＝ 登録しているがメールが届いてない方】

発信のアドレス がメールフィル

ターなどの機能により送達されていない事例 リジェクトメール がありま

すので、登録されている方は、受信メールの設定にご留意下さい。

｢ ｣が不適切？な、名称として認識・処理されているようです･･。

送付先：

年度｢緑の安全管理士会｣役員会の開催予定

年度の緑の安全推進協会｢総会｣は、 年 月 日 木 を予定して

います。なお、緑の安全管理士会｢役員会｣は同 月 日 金 午後の予定とさ

せて頂きます。

３．支部大会 兼資格更新研修会 における事務局報告について 資料は次頁

年度も「緑の安全管理士」資格更新研修会の事務局報告について、会場

での説明の要点は次のとおりです。

今般の農薬取締法の一部改正では、農薬の使用者に求められている｢農薬の

使用に関する理解 第 条 ｣を踏まえて、緑の安全管理士の一層の責務と知

識･能力向上、更には信頼度の向上を図るべく、安全管理士による 注 を

提案するとともに、住宅地等における農薬使用における要点、現地混用におけ

る留意点などを紹介しています。

また、管理士の皆さんが活動されている経験には、成功事例もあれば失敗

事例があります。中には、優良な事例もあれば失敗に近いヒヤリハットとなる

事例もあるのが作業の現場です。

このような多様な事例を集大成することで、管理士会として経験値に基づ

いたデーターベースとして 例：ヒヤリハット集 集積できると考えています。

注 【 】

「 ・ ・ ・ 」のそれぞれの頭文字を並べた言葉です。それぞれ

の意味は、｢ ：計画を立てる。 ：実行する。 ：評価する。 ：改善

する｡｣のように説明されています。

使われ方としては､｢ サイクル Ｐ⇒Ｃ⇒Ｄ⇒Ａ→Ｐ→Ｃ・・・ ｣ ＝

「クルクルと回し、継続的に改善していく｡」こととなります。
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2
0
1
8
年

度
支

部
大

会
プ
ロ
グ
ラム

20
18

/1
2/

20
1

•
開
会
挨
拶

•
支
部
大
会
（支

部
長
報
告
）

•
更
新
研
修

農
薬
行
政
の
動
向

-
農
薬
取
締
法
の
一
部
改
正
等
の
最
近
の

改
訂
を
重
点
に
-

（農
林
水
産
省
）

農
薬
の
環
境
影
響
に
係
る
リス

クの
評
価
と管

理
（環

境
省
）

農
薬
登
録
を
巡
る
最
近
の
話
題

（F
A
M
I
C
）

トピ
ック

ス
-
事
例
に
学
ぶ
「樹

木
の
病
害
と傷

害
の
初
期
診
断
で

の
見
分
け
方
」（

法
政
大
学
植
物
医
科
学
セ
ン
ター

堀
江
教
授
）

•
事
務
局
報
告

•
閉
会

支
部
大
会
（支

部
長
報
告
）

（１
）役

員
会
の
報
告

（２
）活

動
報
告
及
び
収
支
決
算
（同

上
）

（３
）事

業
計
画
及
び
収
支
予
算
（資

料
の
通
り）

（４
）そ

の
他
管
理
士
会
運
営
等
に
関
す
る
必
要
な
事
項

事
務

局
報

告
（１

）
メー

ル
ア
ドレ

ス
登

録
とメ

ー
ル

マ
ガ
ジ
ン
配

信
（２

）
更

新
研

修
の

継
続

的
改

善
ア
ン
ケ
ー
トの

提
出

（意
見

・提
案

等
）

（３
）

委
員

会
・部

会
活

動
（４

）
知

名
度

向
上

の
為

に
名

刺
に

「緑
の

安
全

管
理

士
」を

記
載

・・
な
ど

事
務
局
報
告
（緑

の
安
全
管
理
士
会
）－

抜
粋
－

緑
の
安
全
管
理
士
と資

格
活
用

（有
資
格
者
へ
の
研
修
等

•最
新
情
報
収
集
（指

導
に
は
必
須
で
管

理
指
導

者
の
責

務
）

•農
薬
行
政
・法

令
・指

導
通
知
の
継
続
的
改
訂

•新
技
術
・施

用
法
・製

品
情
報
（企

業
の
社
会
的
責
任
）

•現
場
情
報
（病

害
虫
雑
草
・抵

抗
性
発
達
）

•責
任
あ
る
指
導
や
相
談
（農

薬
製
造
・販

売
サ

イド
の
責

務
）

•使
用
段
階
で
の
教
育
・訓

練
（G

A
P
等
の
普

及
）

20
18

/1
2/

20
2

製
造

販
売

使
用

20
15

.3
現
在

政
府

自
治
体

緑
安
協
等

指
導
員

農
薬
に
係
る
責
任
の
連
鎖

全
農
（ 防

除
指

導
員
、緑

の
安

全
管
理

士
）

全
農
薬
（ 農

薬
安

全
コン

サ
ル

タン
ト、

緑
の

安
全

管
理

士
）

農
薬
工
業
会
（ 緑

の
安

全
管

理
士
）

防
除
業
・施

設
管
理
（ 緑

の
安

全
管

理
士

、県
農

薬
管

理
士
）

都
道
府
県
（ 県

農
薬

管
理

士
等
）

普
及
指
導
員
と病

害
虫
防
除
員

*欧
米
で
は
農
薬
Ve

nd
or
,D
ea
ler

,Su
pp
lie
rに

認
証
が
必

要

毎
年
更
新
研
修
で
確

実
に
入
手
、米

国
P
C
A
s
で
の
C
o
n
t
i
n
u
i
n
g
 

E
d
u
c
a
t
i
o
n

(
C
E
)
に
相

当
す
る
責
務

管
理
士

農
薬
の
使
用
の
指
導
等

3

使
用
者

情
報
提
供
、
助
言
、
指
導
、
援
助

普
及
指
導
員

病
害
虫
防
除
員

都
道
府
県
が
指
定
す
る
者
：
農
薬
管
理
指

導
⼠
等

病
害
虫
発
生
予
察
情
報
、
病
害
虫
雑
草
防

除
指
針

（
各
都

道
府
県

で
作
成

）

農
薬
適
正
使
⽤
講
研
修
、
農
薬
被
危
害
防

⽌
運
動

（
毎
年

農
薬
当

⽤
期
に

実
施
）

農
林
水
産
大
臣
・都

道
府
県
知
事

（
農
薬
の
使
用
の
指
導
、
農
薬
取
締
法
第

１
２
条

の
三
）

農
薬
使
用
者
は
、
農
薬
の
使
⽤
に
当
た
っ
て

は
、
農

業
改
良

助
⻑
法

規
定
す

る
普
及

指

導
員
若
し
く
は
植
物
防
疫
法
に
規
定
す
る

病
害
⾍

防
除
員

⼜
は
こ

れ
ら
に

準
ず
る

も
の

と
し
て

都
道
府

県
知
事

が
指
定

す
る
者

の
指
導

を
受
け

る
よ
う

に
努
め

る
も
の

と
す
る

。

（
農
林
⽔
産
⼤
⾂
及
び
都
道
府
県
知
事
の

援
助
、

同
第
１

２
条
の

四
）

農
林
⽔
産
⼤
⾂
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
農

薬
に
つ

い
て
、

そ
の
使

用
に
伴

う
と
認

め

ら
れ
る
⼈
畜
、
農
作
物
等
若
し
く
は
⽔
産

動
植
物

の
被
害

、
⽔
質

の
汚
濁

⼜
は
⼟

壌
の

汚
染
を
防
⽌
す
る
た
め
必
要
な
知
識
の
普

及
、
そ

の
⽣
産

、
使
⽤

等
に
関

す
る
情

報
の

提
供
そ
の
他
そ
の
安
全
か
つ
適
正
な
使
用

の
確
保

と
品
質

の
適
正

化
に
関

す
る
助

言
、

指
導
そ
の
他
の
援
助
を
⾏
う
よ
う
に
努
め

る
も
の

と
す
る

。

指
導
を
受
け
る
努
⼒

（
農
薬
の
使
⽤
に
関
す
る
理
解
等
、
農
薬

取
締
法

第
2
7
条
）

農
薬
使
用
者
は
、
農
薬
の
使
用
に
当
た
っ
て

は
、
農

薬
の
安

全
か
つ

適
正
な

使
用
に

関

す
る
知
識
と
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
努
め

る
と
と

も
に
、

農
業
改

良
助
⻑

法
規
定

す
る

普
及
指
導
員
若
し
く
は
植
物
防
疫
法
に
規

定
す
る

病
害
⾍

防
除
員

⼜
は
こ

れ
ら
に

準
ず

る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す

る
者
の

指
導
を

受
け
る

よ
う
に

努
め
る

も
の

と
す
る
。

（
農
林
⽔
産
⼤
⾂
、
環
境
大
臣
及
び
都
道

府
県
知

事
の
援

助
、
同

第
2
8
条
）

農
林
⽔
産
⼤
⾂
、
環
境
大
臣
及
び
都
道
府
県

知
事
は

、
農
薬

に
つ
い

て
、
そ

の
使
用

に

伴
う
と
認
め
ら
れ
る
⼈
畜
、
農
作
物
等
若

し
く
は

⽔
産
動

植
物
の

被
害
、

⽔
質
の

汚
濁

⼜
は
⼟
壌
の
汚
染
を
防
⽌
す
る
た
め
必
要

な
知
識

の
普
及

、
そ
の

⽣
産
、

使
⽤
等

に
関

す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
そ
の
安
全
か
つ

適
正
な

使
用
及

び
そ
の

安
全
性

そ
の
他

の
品

質
の
確

保
に
関

す
る
助

⾔
、
指

導
そ
の

他
の
援

助
を
⾏

う
よ
う

に
努
め

る
も
の

と
す
る

。

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（6

/1
5公

布
）

20
18

/1
2/

20
4

�
「
安
全
か
つ
適
正
な
使
⽤
に
関
す
る
知
識

と
理
解

を
深
め

る
」
が

追
記
。

農
薬
使

⽤
者
を

指
導
す
る
時
、
農
薬
製
造
者
や
販
売
者
の

⽴
場
は

利
益
相

反
の
側

⾯
も
あ

り
、
ま

た
、
新

た
に
加
わ
っ
た
環
境
⼤
⾂
か
ら
の
助
⾔
、

指
導
そ

の
他
の

援
助
と

し
て
、

農
林
⽔

産
⼤
⾂

か
ら
の
普
及
指
導
員
や
病
害
⾍
防
除
員
に

相
当
す

る
者
を

設
け
る

の
か
。

既
に
環

境
省
か

ら
は
農
林
⽔
産
省
の
連
名
で
「
住
宅
地
通

知
」
が

あ
り
、

指
導
の

考
え
⽅

が
窺
え

る
。

�
農
薬
取
締
法
の
中
の
指
導
者
は
都
道
府
県

知
事
が

指
定
す

る
者
と

あ
り
、

住
宅
地

通
知
の

中
で
は
、
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
資

格
（
農

薬
管
理

指
導
⼠

、
農
薬

適
正
使

⽤
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
、
緑
の
安
全
管
理
⼠
、
技
術
⼠

（
農
業

部
門
・

植
物
保

護
）
等

）
と
あ

る
。

�
農
薬
製
造
者
や
販
売
者
の
中
に
は
緑
の
安

全
管
理

⼠
(
農
耕

地
1
,
6
6
9
名
、
緑
地
・
ゴ
ル
フ

場
1
,
2
5
0
名
、
両
分
野
9
1
名
、
合
計
3
,
0
1
0
名
、
本
資
格
は
5
年
間
で
更
新
が
必
要
)
が
活

躍
し
て
い
る
。 ラベ

ル
（S
D
S
）

ラベ
ル

（S
D
S
）

指
導

普
及
指
導
員
、病

害
虫
防
除
員
、農

薬
管
理

指
導
士
、緑

の
安
全
管
理
士
、技

術
士
等

農
林
水
産
大
臣
、環

境
大
臣

都
道
府
県
知
事

製
造
者

販
売
者

使
用
者

非
定
型
作
業

＋
ｴﾗ

ｰ
＋
ｱｸ

ｼﾃ
ﾞﾝﾄ

農
薬
取
締
法
改
正
（第

2
7
と2

8
条
）の

施
行
に
際
して

今
回
改
正
で
管
理
指
導
士
に
求
め
られ

る
事
項

基
本
的
な
考
え
方
：的

確
な
指
導
と周

知
が
必
要
。講

習
会
や

研
修
会
を
開
催
し指

導
の
徹
底
を
図
る
。

指
導
・周

知
事
項
�
農
薬
使
用
者
①
~
⑦
）、

販
売
者
⑧
）

①
ラベ

ル
遵
守
と農

薬
理
解
に
よ
る
適
正
使
用
の
徹
底

②
農
薬
表
示
方
法
を
読
み
や
す
く、

理
解
しや

す
く

③
無
人
航
空
機
で
の
農
薬
使
用
計
画
書
の
提
出

④
ゴ
ル
フ場

の
農
薬
使
用
に
つ
い
て

⑤
周
辺
環
境
に
配
慮
した

農
薬
使
用
の
徹
底

⑥
水
田
で
の
農
薬
使
用
時
の
流
失
防
止
措
置
の
徹
底

⑦
多
年
生
植
物
に
つ
い
て

⑧
イン

ター
ネ
ット

オ
ー
クシ

ョン
等
で
の
農
薬
販
売

で
の
農
薬

販
売
届

20
18

/1
2/

20
5

緑
の
安
全
管
理
士
とし

て
の
対
応

そ
の
基
本
的
な
考
え
方

20
18

/1
2/

20
6

1
的
確
に
内
容
を
確
認
す
る
。噂

話
は
確
認
で
き
る
ま
で
は
噂
に
留

め
お
くこ

と。
2
然
る
べ
き
対
応
（届

出
・注

意
等
）を

す
る
。そ

の
基
本
は
、本

人
へ

の
注
意
あ
る
い
は
/
お
よ
び
行
政
窓
口
等
へ
。

違
法
行
為
や
人
命
や
ヒト

健
康
な
ど
に
係
る
もの

は
早
期
に
解
決

す
る
よ
うに

努
め
る
。

3
自
分
だ
け
で
判
断
した

り、
解
決
しよ

うと
す
る
の
で
は
な
く、

緑
の

安
全
管
理
士
会
・事

務
局
等
を
利
用
す
る
。

4
有
資
格
者
「緑

の
安
全
管
理
士
」を

自
覚
した

上
で
、そ

の
責
任
を

果
た
す
。尚

、資
格
に
は
C
P
D
(
C
o
n
t
i
n
u
i
n
g
P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
、継

続
教
育
と研

鑚
)
は
必
須

（技
術
士
法
第

4
7
条
の
２、

管
理
士
認
定
要
綱
第
8
条
）。

病
害

虫
防

除
手

順
の

特
徴

•
作
業
は
千
差
万
別
で
、非

定
型
的

•
V
U
C
A
(
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
,
U
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
C
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
A
m
b
i
g
u
i
t
y
)
が
常

に
付
随

•
基
本
に
忠
実
が
原
則
で
確
認
項
目
を
列
挙

•
各
手
順
は
基
本
的
に
同
じ考

え
方
で

•
基
本
逸
脱
時
の
判
断
、手

順
、確

認
そ
して

記
録

を
•
リス

クマ
ネ
ジ
メン

トと
P
D
C
A
取
組
が

有
効
で
不
可
欠

•
グ
ル
ー
プ
取
組
で
は
一
人
の
ミス

が
致
命
的

•
違
反
・不

具
合
は
相
互
チ
ェッ

クで
撲
滅

•
組
織
的
な
違
反
・不

具
合
に
な
る
と解

決
は
至
難

20
18

/1
2/

20
7

社
会

的
責

務
を
確

認
して

•
農
薬
に
係
る
者
の
社
会
的
責
務
の
再
確
認

•
適
正
使
用
と法

令
遵
守
が
基
本

•
必
要
情
報
の
更
新
は
責
務
（更

新
研
修
参
加
で
O
K
)

•
本
管
理
士
会
で
は
他
に
「た

よ
り」

・メ
ル
マ
ガ
が
あ
る

•
ヒト

は
間
違
う動

物
で
あ
りリ

ス
クは

避
け
られ

な
い

•
自
分
で
気
付
く間

違
い
と、

気
付
か
な
い
間

違
い
が

•
G
A
P
等
の
体
制
で
は
チ
ェッ

クシ
ス
テ
ム
は

不
可
欠

•
基
本
は
リス

クマ
ネ
ジ
メン

トと
P
D
C
A

•
今
や
農
薬
使
用
者
だ
け
で
な
く、

管
理
者
・セ

ー
ル

ス
も

20
18

/1
2/

20
8

更
新
（行

政
・技

術
の
最
新
情
報
）

管
理
士
へ
の
情
報
提
供
・

教
育
指
導
・資

格
管
理

P
D
C
A
サ
イク

ル
に

よ
る
継
続
的
改
善

− 13−− 12−



2
0
1
8
年

度
支

部
大

会
プ
ロ
グ
ラム

20
18

/1
2/

20
1

•
開
会
挨
拶

•
支
部
大
会
（支

部
長
報
告
）

•
更
新
研
修

農
薬
行
政
の
動
向

-
農
薬
取
締
法
の
一
部
改
正
等
の
最
近
の

改
訂
を
重
点
に
-

（農
林
水
産
省
）

農
薬
の
環
境
影
響
に
係
る
リス

クの
評
価
と管

理
（環

境
省
）

農
薬
登
録
を
巡
る
最
近
の
話
題

（F
A
M
I
C
）

トピ
ック

ス
-
事
例
に
学
ぶ
「樹

木
の
病
害
と傷

害
の
初
期
診
断
で

の
見
分
け
方
」（

法
政
大
学
植
物
医
科
学
セ
ン
ター

堀
江
教
授
）

•
事
務
局
報
告

•
閉
会

支
部
大
会
（支

部
長
報
告
）

（１
）役

員
会
の
報
告

（２
）活

動
報
告
及
び
収
支
決
算
（同

上
）

（３
）事

業
計
画
及
び
収
支
予
算
（資

料
の
通
り）

（４
）そ

の
他
管
理
士
会
運
営
等
に
関
す
る
必
要
な
事
項

事
務

局
報

告
（１

）
メー

ル
ア
ドレ

ス
登

録
とメ

ー
ル

マ
ガ
ジ
ン
配

信
（２

）
更

新
研

修
の

継
続

的
改

善
ア
ン
ケ
ー
トの

提
出

（意
見

・提
案

等
）

（３
）

委
員

会
・部

会
活

動
（４

）
知

名
度

向
上

の
為

に
名

刺
に

「緑
の

安
全

管
理

士
」を

記
載

・・
な
ど

事
務
局
報
告
（緑

の
安
全
管
理
士
会
）－

抜
粋
－

緑
の
安
全
管
理
士
と資

格
活
用

（有
資
格
者
へ
の
研
修
等

•最
新
情
報
収
集
（指

導
に
は
必
須
で
管

理
指
導

者
の
責

務
）

•農
薬
行
政
・法

令
・指

導
通
知
の
継
続
的
改
訂

•新
技
術
・施

用
法
・製

品
情
報
（企

業
の
社
会
的
責
任
）

•現
場
情
報
（病

害
虫
雑
草
・抵

抗
性
発
達
）

•責
任
あ
る
指
導
や
相
談
（農

薬
製
造
・販

売
サ

イド
の
責

務
）

•使
用
段
階
で
の
教
育
・訓

練
（ G

A
P
等
の
普

及
）

20
18

/1
2/

20
2

製
造

販
売

使
用

20
15

.3
現
在

政
府

自
治
体

緑
安
協
等

指
導
員

農
薬
に
係
る
責
任
の
連
鎖

全
農
（ 防

除
指

導
員
、緑

の
安

全
管
理

士
）

全
農
薬
（ 農

薬
安

全
コン

サ
ル

タン
ト、

緑
の

安
全

管
理

士
）

農
薬
工
業
会
（ 緑

の
安

全
管

理
士
）

防
除
業
・施

設
管
理
（ 緑

の
安

全
管

理
士

、県
農

薬
管

理
士
）

都
道
府
県
（ 県

農
薬

管
理

士
等
）

普
及
指
導
員
と病

害
虫
防
除
員

*欧
米
で
は
農
薬
Ve

nd
or
,D
ea
ler

,Su
pp
lie
rに

認
証
が
必

要

毎
年
更
新
研
修
で
確

実
に
入
手
、米

国
P
C
A
s
で
の
C
o
n
t
i
n
u
i
n
g
 

E
d
u
c
a
t
i
o
n

(
C
E
)
に
相

当
す
る
責
務

管
理
士

農
薬
の
使
用
の
指
導
等

3

使
用
者

情
報
提
供
、
助
言
、
指
導
、
援
助

普
及
指
導
員

病
害
虫
防
除
員

都
道
府
県
が
指
定
す
る
者
：
農
薬
管
理
指

導
⼠
等

病
害
虫
発
生
予
察
情
報
、
病
害
虫
雑
草
防

除
指
針

（
各
都

道
府
県

で
作
成

）

農
薬
適
正
使
⽤
講
研
修
、
農
薬
被
危
害
防

⽌
運
動

（
毎
年

農
薬
当

⽤
期
に

実
施
）

農
林
水
産
大
臣
・都

道
府
県
知
事

（
農
薬
の
使
用
の
指
導
、
農
薬
取
締
法
第

１
２
条

の
三
）

農
薬
使
用
者
は
、
農
薬
の
使
⽤
に
当
た
っ
て

は
、
農

業
改
良

助
⻑
法

規
定
す

る
普
及

指

導
員
若
し
く
は
植
物
防
疫
法
に
規
定
す
る

病
害
⾍

防
除
員

⼜
は
こ

れ
ら
に

準
ず
る

も
の

と
し
て

都
道
府

県
知
事

が
指
定

す
る
者

の
指
導

を
受
け

る
よ
う

に
努
め

る
も
の

と
す
る

。

（
農
林
⽔
産
⼤
⾂
及
び
都
道
府
県
知
事
の

援
助
、

同
第
１

２
条
の

四
）

農
林
⽔
産
⼤
⾂
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
農

薬
に
つ

い
て
、

そ
の
使

用
に
伴

う
と
認

め

ら
れ
る
⼈
畜
、
農
作
物
等
若
し
く
は
⽔
産

動
植
物

の
被
害

、
⽔
質

の
汚
濁

⼜
は
⼟

壌
の

汚
染
を
防
⽌
す
る
た
め
必
要
な
知
識
の
普

及
、
そ

の
⽣
産

、
使
⽤

等
に
関

す
る
情

報
の

提
供
そ
の
他
そ
の
安
全
か
つ
適
正
な
使
用

の
確
保

と
品
質

の
適
正

化
に
関

す
る
助

言
、

指
導
そ
の
他
の
援
助
を
⾏
う
よ
う
に
努
め

る
も
の

と
す
る

。

指
導
を
受
け
る
努
⼒

（
農
薬
の
使
⽤
に
関
す
る
理
解
等
、
農
薬

取
締
法

第
2
7
条
）

農
薬
使
用
者
は
、
農
薬
の
使
用
に
当
た
っ
て

は
、
農

薬
の
安

全
か
つ

適
正
な

使
用
に

関

す
る
知
識
と
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
努
め

る
と
と

も
に
、

農
業
改

良
助
⻑

法
規
定

す
る

普
及
指
導
員
若
し
く
は
植
物
防
疫
法
に
規

定
す
る

病
害
⾍

防
除
員

⼜
は
こ

れ
ら
に

準
ず

る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す

る
者
の

指
導
を

受
け
る

よ
う
に

努
め
る

も
の

と
す
る
。

（
農
林
⽔
産
⼤
⾂
、
環
境
大
臣
及
び
都
道

府
県
知

事
の
援

助
、
同

第
2
8
条
）

農
林
⽔
産
⼤
⾂
、
環
境
大
臣
及
び
都
道
府
県

知
事
は

、
農
薬

に
つ
い

て
、
そ

の
使
用

に

伴
う
と
認
め
ら
れ
る
⼈
畜
、
農
作
物
等
若

し
く
は

⽔
産
動

植
物
の

被
害
、

⽔
質
の

汚
濁

⼜
は
⼟
壌
の
汚
染
を
防
⽌
す
る
た
め
必
要

な
知
識

の
普
及

、
そ
の

⽣
産
、

使
⽤
等

に
関

す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
そ
の
安
全
か
つ

適
正
な

使
用
及

び
そ
の

安
全
性

そ
の
他

の
品

質
の
確

保
に
関

す
る
助

⾔
、
指

導
そ
の

他
の
援

助
を
⾏

う
よ
う

に
努
め

る
も
の

と
す
る

。

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（6

/1
5公

布
）

20
18

/1
2/

20
4

�
「
安
全
か
つ
適
正
な
使
⽤
に
関
す
る
知
識

と
理
解

を
深
め

る
」
が

追
記
。

農
薬
使

⽤
者
を

指
導
す
る
時
、
農
薬
製
造
者
や
販
売
者
の

⽴
場
は

利
益
相

反
の
側

⾯
も
あ

り
、
ま

た
、
新

た
に
加
わ
っ
た
環
境
⼤
⾂
か
ら
の
助
⾔
、

指
導
そ

の
他
の

援
助
と

し
て
、

農
林
⽔

産
⼤
⾂

か
ら
の
普
及
指
導
員
や
病
害
⾍
防
除
員
に

相
当
す

る
者
を

設
け
る

の
か
。

既
に
環

境
省
か

ら
は
農
林
⽔
産
省
の
連
名
で
「
住
宅
地
通

知
」
が

あ
り
、

指
導
の

考
え
⽅

が
窺
え

る
。

�
農
薬
取
締
法
の
中
の
指
導
者
は
都
道
府
県

知
事
が

指
定
す

る
者
と

あ
り
、

住
宅
地

通
知
の

中
で
は
、
地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
資

格
（
農

薬
管
理

指
導
⼠

、
農
薬

適
正
使

⽤
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
、
緑
の
安
全
管
理
⼠
、
技
術
⼠

（
農
業

部
門
・

植
物
保

護
）
等

）
と
あ

る
。

�
農
薬
製
造
者
や
販
売
者
の
中
に
は
緑
の
安

全
管
理

⼠
(
農
耕

地
1
,
6
6
9
名
、
緑
地
・
ゴ
ル
フ

場
1
,
2
5
0
名
、
両
分
野
9
1
名
、
合
計
3
,
0
1
0
名
、
本
資
格
は
5
年
間
で
更
新
が
必
要
)
が
活

躍
し
て
い
る
。 ラベ

ル
（S
D
S
）

ラベ
ル

（S
D
S
）

指
導

普
及
指
導
員
、病

害
虫
防
除
員
、農

薬
管
理

指
導
士
、緑

の
安
全
管
理
士
、技

術
士
等

農
林
水
産
大
臣
、環

境
大
臣

都
道
府
県
知
事

製
造
者

販
売
者

使
用
者

非
定
型
作
業

＋
ｴﾗ

ｰ
＋
ｱｸ

ｼﾃ
ﾞﾝﾄ

農
薬
取
締
法
改
正
（第

2
7
と2

8
条
）の

施
行
に
際
して

今
回
改
正
で
管
理
指
導
士
に
求
め
られ

る
事
項

基
本
的
な
考
え
方
：的

確
な
指
導
と周

知
が
必
要
。講

習
会
や

研
修
会
を
開
催
し指

導
の
徹
底
を
図
る
。

指
導
・周

知
事
項
�
農
薬
使
用
者
①
~
⑦
）、

販
売
者
⑧
）

①
ラベ

ル
遵
守
と農

薬
理
解
に
よ
る
適
正
使
用
の
徹
底

②
農
薬
表
示
方
法
を
読
み
や
す
く、

理
解
しや

す
く

③
無
人
航
空
機
で
の
農
薬
使
用
計
画
書
の
提
出

④
ゴ
ル
フ場

の
農
薬
使
用
に
つ
い
て

⑤
周
辺
環
境
に
配
慮
した

農
薬
使
用
の
徹
底

⑥
水
田
で
の
農
薬
使
用
時
の
流
失
防
止
措
置
の
徹
底

⑦
多
年
生
植
物
に
つ
い
て

⑧
イン

ター
ネ
ット

オ
ー
クシ

ョン
等
で
の
農
薬
販
売

で
の
農
薬

販
売
届

20
18

/1
2/

20
5

緑
の
安
全
管
理
士
とし

て
の
対
応

そ
の
基
本
的
な
考
え
方

20
18

/1
2/

20
6

1
的
確
に
内
容
を
確
認
す
る
。噂

話
は
確
認
で
き
る
ま
で
は
噂
に
留

め
お
くこ

と。
2
然
る
べ
き
対
応
（届

出
・注

意
等
）を

す
る
。そ

の
基
本
は
、本

人
へ

の
注
意
あ
る
い
は
/
お
よ
び
行
政
窓
口
等
へ
。

違
法
行
為
や
人
命
や
ヒト

健
康
な
ど
に
係
る
もの

は
早
期
に
解
決

す
る
よ
うに

努
め
る
。

3
自
分
だ
け
で
判
断
した

り、
解
決
しよ

うと
す
る
の
で
は
な
く、

緑
の

安
全
管
理
士
会
・事

務
局
等
を
利
用
す
る
。

4
有
資
格
者
「緑

の
安
全
管
理
士
」を

自
覚
した

上
で
、そ

の
責
任
を

果
た
す
。尚

、資
格
に
は
C
P
D
(
C
o
n
t
i
n
u
i
n
g
P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
、継

続
教
育
と研

鑚
)
は
必
須

（技
術
士
法
第

4
7
条
の
２、

管
理
士
認
定
要
綱
第
8
条
）。

病
害

虫
防

除
手

順
の

特
徴

•
作
業
は
千
差
万
別
で
、非

定
型
的

•
V
U
C
A
(
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
,
U
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
C
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
A
m
b
i
g
u
i
t
y
)
が
常

に
付
随

•
基
本
に
忠
実
が
原
則
で
確
認
項
目
を
列
挙

•
各
手
順
は
基
本
的
に
同
じ考

え
方
で

•
基
本
逸
脱
時
の
判
断
、手

順
、確

認
そ
して

記
録

を
•
リス

クマ
ネ
ジ
メン

トと
P
D
C
A
取
組
が

有
効
で
不
可
欠

•
グ
ル
ー
プ
取
組
で
は
一
人
の
ミス

が
致
命
的

•
違
反
・不

具
合
は
相
互
チ
ェッ

クで
撲
滅

•
組
織
的
な
違
反
・不

具
合
に
な
る
と解

決
は
至
難

20
18

/1
2/

20
7

社
会

的
責

務
を
確

認
して

•
農
薬
に
係
る
者
の
社
会
的
責
務
の
再
確
認

•
適
正
使
用
と法

令
遵
守
が
基
本

•
必
要
情
報
の
更
新
は
責
務
（更

新
研
修
参
加
で
O
K
)

•
本
管
理
士
会
で
は
他
に
「た

よ
り」

・メ
ル
マ
ガ
が
あ
る

•
ヒト

は
間
違
う動

物
で
あ
りリ

ス
クは

避
け
られ

な
い

•
自
分
で
気
付
く間

違
い
と、

気
付
か
な
い
間

違
い
が

•
G
A
P
等
の
体
制
で
は
チ
ェッ

クシ
ス
テ
ム
は

不
可
欠

•
基
本
は
リス

クマ
ネ
ジ
メン

トと
P
D
C
A

•
今
や
農
薬
使
用
者
だ
け
で
な
く、

管
理
者
・セ

ー
ル

ス
も

20
18

/1
2/

20
8

更
新
（行

政
・技

術
の
最
新
情
報
）

管
理
士
へ
の
情
報
提
供
・

教
育
指
導
・資

格
管
理

P
D
C
A
サ
イク

ル
に

よ
る
継
続
的
改
善

− 13−− 12−



「
住
宅
地
等
に
お
け
る
農
薬
使
⽤
に
つ
い

て
」
の

要
点

１
．
地
⽅
公
共
団
体
が
⾏
う
病
害
⾍
防
除

に
お
け

る
取
組

の
推
進

１
）
植
栽
管
理
を
業
務
委
託
す
る
際
の

業
者
の

入
札
要

件
に
「

実
施
責

任
者
の

資
格

の
保
有
」
を
規
定
す
る
こ
と
。
⇒
農
薬
管

理
指
導

⼠
、
緑

の
安
全

管
理
⼠

、
等

２
）
植
栽
管
理
部
局
の
担
当
者
は
、
通

知
の
周

知
・
徹

底
を
目

的
と
し

た
研
修

へ
定

期
的
に
参
加
す
る
こ
と
。

３
）

周
辺
住

⺠
か
ら

の
相
談

に
応
じ

る
窓
⼝

の
設
置

な
ど
の

体
制
整

備
を
⾏

う
こ
と

。

２
．
住
宅
地
等
の
定
義

１
）
学
校
、
保
育
所
、
病
院
、
公
園
等

の
公
共

施
設
内

の
植
栽

２
）
街
路
樹

３
）
住
宅
地
に
近
接
す
る
森
林
等

４
）
人
が
居
住
し
、
滞
在
し
、
ま
た
は

頻
繁
に

訪
れ
る

土
地
ま

た
は
施

設
の
植

栽

５
）
住
宅
地
内
及
び
住
宅
地
に
近
接
し

た
農
地

（
市
⺠

農
園
や

家
庭
菜

園
を
含

む
。
）
に
お
い
て
栽
培
さ
れ
る
農
作
物

３
．
周

辺
住
⺠

へ
の
周

知
の
強

化
：
事

前
に
周

辺
住
⺠

に
対
し

て
、
農

薬
使
⽤

の
目
的

、

散
布
日
時
、
使
用
農
薬
の
種
類
及
び
農
薬

使
用
者

等
の
連

絡
先
を

十
分
な

時
間
的

余
裕
を
持
っ
て
幅
広
く
周
知
す
る
こ
と
。

そ
の
際

、
過
去

の
相
談

等
に
よ

り
、
近

辺
に
化
学
物
質
に
敏
感
な
人
が
居
住
し
て

い
る
こ

と
を
把

握
し
て

る
場
合

に
は
十

分
配
慮
す
る
こ
と
。

４
．
⽴
ち
⼊
り
規
制
：

⽴
て
看
板
の
表
⽰
、
⽴
⼊
制
限
範
囲
の

設
定
等

に
よ
り

、
散

布
時
や
散
布
直
後
に
農
薬
使
⽤
者
以
外
の

者
が
散

布
区
域

内
に
⽴

ち
⼊
ら

な
い
よ

う
措
置
す
る
こ
と
。

9

混
用
に
つ
い
て

•
基
本
は
混
合
剤
を
使
用
す
る
。理

由
は
、混

用
に
伴
う事

故
が
多
い

（最
近
で
も、

化
学
反
応
で
有
毒
ガ
ス
が
発
生
して

死
亡
事
故
が
あ
る
）。

•
混
用
時
の
留
意
事
項

現
地
混
用
は
自
己
責
任
で
あ
る
（混

合
剤
は
登
録
が
あ
る
）。

混
用
事
例
が
あ
る
もの

は
混
用
で
きる

。
事
例
集
に
な
い
場
合
は
、メ

ー
カー

に
確
認
す
る
こと

。
•

現
地
で
の
混
用
に
際
して

適
正
な
混
用
手
順
を
確
認
す
る
。

希
釈
・混

合
す
る
順
序
（展

着
剤
、乳

剤
そ
して

水
和
剤
*
）

*
フロ

ア
ブ
ル
剤
を
含
む

確
認
す
べ
き事

項
（化

学
反
応
有
無
、毒

性
で
の
相
乗
・相

加
、物

理
化

学
性
変
化
、懸

濁
性
低
下
⇒
健
康
被
害
、薬

害
発
生
、薬

効
低
下
）

20
18

/1
2/

20
10

事
例
、ヒ

ヤ
リハ

ット
や
提
言
・意

見
（2

0
1
7
年
度
支
部
大
会
）と

P
D
C
A

20
18

/1
2/

20
11

分
野

薬
剤

法
令
等

知
識
・情

報
・用

語
散
布
作
業
等

そ
の
他

ゴ
ル
フ

場
・緑 地

•非
農
耕
地
用
除
草
剤
は
登
録
の
有
無
で
名
称
を

変
え
る
：「
緑
地
管
理
用
除
草
剤
」。

•H
C
で
農
薬
取
扱
が
増
加
、家

庭
園
芸
用
との

区
別

が
で
き
て
な
い
。

•H
C
で
農

耕
地

用
と非

農
耕

地
用
が
同
じ棚

で
販
売

。
必
要
な
掲
示
もな

い
。

•ゴ
ル
フ場

で
使
用
制
限
の
農
薬
が
い
パ
ン
向
け
に

販
売
され

て
い
る
。

•J
R
東
で
S
値
を
誤
解
して

除
草
剤
を
選
択
して

い
る
。

J
C
P
A
意
見
を
無
視
。F

A
M
I
C
の
粗
銅
が
必
要
。

•厳
しい

安
全
性
デ
ー

タを
提
出
して

い
る
の

に
一
部
県
指
針
で
使

用
制
限
が
あ
る
。

•未
だ
に
魚
毒
性
A
B
C

分
類
を
県
が
求
め
る
。

•公
園
街
路
樹
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
都
道
府
県
上

層
部
で
不
理
解
も。

•水
産
指
針
値
と水

濁
指
針
値
は
今
後
ど
う

な
る
の
か
？

•使
用
基
準
で
罰

則
あ
る
の
は
食

用
と飼

料
よ
う

の
み
。

•登
録
変
更
が
多

く、
周
知
しき

れ
な
い
。

•公
園
の
桜
に
硫

黄
合
剤
を
散
布

した
が
、雪

の
上
に
黄
色
く着

色
し通

行
人
が

問
題
視
。

•庭
に
除
草
剤
を
ジ
ョ

ロ
で
撒
く人

が
い
る
。

•桜
並
木
で
の
農
薬
使

用
と通

行
人
か
らの

クレ
ー
ム
あ
り。

•公
園
で
除
草
剤
を
使

用
せ
ず
、芝

を
クロ

ー
バ
ー
に
変
更
。不

理
解
。

•散
布
業
者
の
ス
キ
ル

が
低
下
。登

録
制
に

す
べ
き
だ
。

•H
B
1
0
1
は
農

薬
？

•作
業
員
の
意

識
向
上
の
た

め
事
業
所
内

で
の
研
修
を

実
施
した

い
。

•散
布
後
の
揮

散
影
響
は
何

時
間
す
れ
ば

な
くな

る
か
？

家
庭

園
芸

•H
C
で
農
薬
取
扱
が
増
加
、家

庭
園
芸
用
との

区
別

が
で
き
て
な
い
。

•農
地
で
使
用
で
き
な
い
農
薬
を
家
庭
園
芸
用
に
販

売
して

い
る
。

•芝
生
の
庭
は
農
地
そ

れ
とも

非
農
耕
地

•農
地
通
路
や
農
作
物

の
な
い
時
期
の
農
地

に
非
農
耕
地
用
農
薬

は
使
用
で
き
る
か
？

•外
来
種
の
花

（侵
入
雑
草
）を

綺
麗
と持

ち
帰

る
人
が
い
た
。

•希
釈
倍
率
を
適
当
に

して
い
る
人
が
多
い
。

特
に
自
家
用
で
は
。

•通
学
路
（農

地
の
中
）

へ
の
農
薬
使
用
を
控

え
る
よ
うに

要
望
あ
り。

（次
P
P
T
に
続
く）

事
例
、ヒ

ヤ
リハ

ット
や
提
言
・意

見
（2

0
1
7
年
度
支
部
大
会
）と

P
D
C
A

20
18

/1
2/

20
12

分
野

薬
剤

法
令
等

知
識
・情

報
・用

語
散
布
作
業
等

そ
の
他

農
耕 地

•安
い
非
農
耕

地
用
剤
の
登
録
外
使
用
が
目
立
つ
。

畦
畔
や
法
面
が
農
耕
地
とし

て
の
認
識
が
な
い
。

•H
C
で
白
菜
の
ア
オ
ム
シ
防
除
農
薬
を
相
談
した

ら
適
用
の
な
い
製
品
を
薦
め
られ

た
。

•ト
ラブ

ル
続
き
の
水
田
用
除
草
剤
で
今
年
も販

売
キ
ャン

ペ
ー
ン
して

い
る
。安

全
認
識
が

欠
け
る
の

で
は
な
い
か
。

•箱
処
理
剤
と除

草
剤
粒
剤
を
間

違
え
る
人
が
い
る
。

判
り難

い
との

クレ
ー
ム
。良

い
工
夫
は

な
い
か

。
•豌

豆
、さ

や
え
ん
ど
う、

イン
ゲ
ン
豆
に
区
別
が
曖

昧
な
使
用
者
が
い
る
。

•農
家
の
農
薬
保
管
場
所
が
悪
い
。あ

ち
こち

に
置

く。 •C
P
剤
の
輸
送
時
の
急
ブ
レ
ー
キ
な
ど
に
よ
る
破
損

リス
クと

対
応
は
？

•販
売
店
で
農
薬
容
器
が
破
損
、モ

ップ
な
ど
で
拭

き
取
り下

水
に
流
して

た
。

•3
0
年
前
に
は
稲
種
子
消
毒
ベ
ン
レ
ー
トT

残
液
を

沼
に
廃
棄
。

•過
去
使
用
農
薬
で
の

M
R
L
違
反
が
あ
る
。

M
R
L
が
厳
し過

ぎ
る

の
で
は
な
い
か
。

•無
農
薬
りん

ご
で
無

登
録
農
薬
の
使
用
例

が
あ
る
。罰

則
は
適

用
？
罰
則
適
用
が
無

い
と法

の
意
味
な
し。

•使
用
回
数
、普

通
物

や
C
類
相
当
は
多
数

回
？

•空
容
器
の
処
理
が
不

適
切
。自

治
体
の
指

導
も様

々
だ
。

•卸
が
廃
農
薬
を
処
理

す
る
都
道
府
県
もあ

る
が
、廃

棄
物
業
者

で
な
い
の
に
良
い
の

か
？

•新
品
種
の
野
菜
に

使
用
で
き
る
農
薬

が
判
らな

い
。ス

チ
ック

セ
ニ
ュー

ル
、

ア
イス

プ
ラン

ト、
ハ
クラ

ン
等
。

•思
い
込
み
情
報
が

ネ
ット

に
ア
ップ

さ
れ
て
い
る
。D

B
化

して
は
？

•養
蜂
エ
リア

が
非

公
開
で
、指

導
の

実
態
が
見
え
な
い
。

•指
導
者
と違

い
、

農
家
の
モ
ラル

は
イマ

イチ
。

•ラ
ベ
ル
よ
り低

濃
度
、

低
用
量
を
低

コス
トだ

とし
て
勧
め
る
J
A
が
あ

る
。

•ネ
ット

で
は
適
用
外
使

用
の
情
報
で
あ
ふ
れ

て
る
。

•株
元
処
理
や
植
穴
処

理
の
販
売
店
説
明
を

正
した

。
•植

痛
み
、浅

植
え
で
の

薬
害
助
長
と補

償
問

題
。

•ス
プ
リン

クラ
ー
の
ドリ

フト
は
道
路
ま
で
飛
ん

で
くる

圃
場
が
あ
る
。

•未
登
録
剤

の
情
報
配

布
す
る

メー
カー

が
あ
った

。
•ジ

ャン
ボ
タ

ニ
シ
に
椿

油
粕
が
依

然
とし

て
使
用
され

て
い
る
。

•酪
農
で
動

物
薬
とし

て
I
G
R
を
使

用
。飛

散
の
意
識
が

な
い
。

他
（共

通
も含 む
）

•H
C
で
の
毒
劇
物
販
売
で
の
譲
渡
書
は
必
要
？
指

導
は
ど
うし

て
い
る
？

•農
薬
は
特
殊
で
安
易
に
H
C
で
扱

って
欲
しく

な
い
。

指
導
で
き
る
店
員
が
い
る
か
？

•I
n
t
e
r
n
e
t
で
の
農
薬
販
売
、地

域
限
定
の
もの

も販
売
され

て
い
る
。ま

た
、適

用
外
使
用
の

コメ
ン
トも

あ
り、

拡
散
の
恐
れ
。

•登
録
の
な
い
除
草
剤
を
何

故
取
り締

ま
れ
な
い
。

•塩
化
ナ
トリ

ウ
ム
が
有
効
成
分
の
除
草
剤
。

•負
の
登
録
情
報
が
上

手
く伝

わ
らな

い
の
で
は
な

い
か
。

•薬
剤
情
報
が
市
町
村
で
バ

ラツ
キ
が
あ
る
。

•肥
料
関
連
資
材
で
病

害
虫
へ
の
効
能
を
P
R

して
い
る
。

•非
農
耕
地
用
除
草
剤

は
環
境
負
荷
も規

制
す
べ
き
だ
。

•1
0
0
均
で
殺
虫
成
分

を
含
む
もの

を
「虫

よ
け
剤
」剤

とし
て
販
売

。
•ラ

ベ
ル
の
字
が
小
さ

す
ぎ
る
。

•薬
剤
ロ
ー
テ
ー

シ
ョン

の
指

導
を

推
進
す
る
こと

。
•粒

剤
t
で
登
録
が

あ
り、

同
液
剤
で

は
登
録
が
な
い
時
、

ドリ
フト

は
O
K
か
？

•マ
ス
コミ

に
農
薬

安
全
性
を
徹
底
対

策
して

欲
しい

。
•農

薬
で
な
い
が
、

安
全
で
す
を
意

味
す
る
よ
うに

理
解

す
る
人
が
い
る
。

•散
布
時
に
保
護
具
を

着
用
しな

い
人
が
い
る
。

•保
護
マ
ス
クの

種
類
を

使
い
分
け
る
農
家
は

少
な
い
。

•散
布
機
の
ホ
ー
ス
が

外
れ
て
液
を
浴
び
た
。

•散
布
水
量
を
2
0
0
ℓ
を

5
0
0
ℓ
で
散
布

して
い
る
。

•農
薬
付
着
で
の
カブ

レ
。

•期
限
切
れ
農
薬
の
不

使
用
の
啓
蒙
。廃

棄
農
薬
処
理
の
指
導
。

•感
受
性
低

下
が
あ
る
。

•工
場
敷
地

の
土
中
か

ら古
い
農

薬
瓶
が
で

て
き
た
。

20
18

/1
2/

20
13

ヒヤ
リハ

ット
（指

摘
・コ

メン
ト）

回
答

あ
る
い
は

解
説

芝
生
の
庭
は
農
地
で
す
か
？
非

農
耕
地
で
す
か
？

芝
生
の
庭
は
農
地
で
は
あ
りま

せ
ん
が
、農

薬
取

締
法
で
は

農
耕
地
等
で
す
。そ

して
、も

ち
ろ
ん
、非

農
耕

地
で
す
。ま

た
、芝

生
は
農
作
物
で
は
あ
りま

せ
ん
が
、農

作
物
等
で
す
。農

薬
取

締
法
の
中
で
使
用
され

て
い
る
用
語
や
定
義

は
よ
く確

認
して

下
さい

。
農
地
の
通
路
や
農
作
物
の
な
い

時
期
の
農
地
に
非
農
耕
地
用
農

薬
を
使
用
して

良
い
か
？

農
地
の
中
の
通
路
や
畔
は
、農

地
と同

じよ
うに

管
理

す
る
こ

とは
望
ま
しい

。
HC

で
の
毒
劇
物
販
売
時
の
譲
渡

書
は
ど
うな

って
い
る
の
か
？
農

薬
指
導
は
ど
うす

る
の
か
？

毒
物
劇
物
取
締
法
を
遵
守
して

販
売

され
て
い
る
と思

うの
で
、

当
然
、譲

渡
書
を
交
わ
し、

必
要
な
期
間
の

保
存
が
な
され

て
い
る
と思

う。
これ

を
守
って

い
な
い
HC

が
あ
れ

ば
お
教
え
い

た
だ
き
た
い
。

ラベ
ル
記
載
の
使
用
基
準
よ
り低

濃
度
、低

用
量
を
抵
コス

トと
して

奨
励
す
る
JA

が
あ
る
。

低
濃
度
、低

用
量
で
の
散
布
は
、効

果
不
足
や
抵
抗

性
発
達

等
の
恐
れ
が
あ
りま

す
。ラ

ベ
ル
通
りの

農
薬
使
用

を
お
願
い

しま
す
。具

体
的
な
JA

名
等
が
判
れ

ば
、そ

の
時

点
で
然

る
べ

き
とこ

ろ
に
情

報
提
供

す
る
こと

。
HC

で
販
売
の
安
価
な
非
農
耕
地

用
除
草
剤
の
登
録
外
で
の
使
用

が
目
立
つ
。

登
録
外
使
用
は
違
法
で
す
。確

認
で
き
れ
ば
、本

人
に
注

意
し

た
り、

行
政
窓
口
に
届
け
た
り、

農
薬
目
安

箱
に
投
書

して
くだ

さい
。

指
導
者
レ
ベ
ル
の
理
解
は
進
ん
で

い
る
が
、農

家
レ
ベ
ル
で
の
モ
ラ

ル
は
ま
だ
ま
だ
不
足

す
る
。行

政
の
指
導

を
一
層

強
化

して
欲

しい
。具

体
的
な
問
題
が
起
こっ

て
い
た
り、

モ
ラル

的
な
問

題
が

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、教

え
て
くだ

さい
。然

る
べ

き
行
政

に
よ
る
指

導
や
教
育
を
目
指
した

い
と思

い
ま
す
。

20
18

/1
2/

20
14

ヒヤ
リハ

ット
（指

摘
・コ

メン
ト）

回
答

あ
る
い
は

解
説

非
農
耕
地
用
除
草
剤
が
農
耕
地
で

使
用
され

て
い
る
。特

に
、某

社
品

は
バ
リエ

ー
シ
ョン

が
豊
富
で
、非

農
耕
地
と言

うの
が
疑
問
で
あ
る
。

非
農
耕
地
用
除
草
剤
を
農
耕
地
等
で
使
用

す
る
の
は

違
反

で
す
。某

社
品
の
バ
リエ

ー
シ
ョン

が
豊
富
な
の

は
、取

り締
ま
る
べ
き
こと

に
は
な
らな

い
。そ

れ
が
明

らか
に
農

耕
地
で

の
使
用
を
目
論
ん
だ
製
品
で
あ
れ
ば
、指

導
が
な
され

る
か

もし
れ
な
い
。

水
稲
育
苗
箱
へ
の
除
草
剤
粒
剤
の

誤
使
用
が
あ
った

。そ
の
時
、空

袋
は
農
家
で
自
家
焼
却
、使

用
履
歴
も

な
く、

原
因
究
明
に
時
間
を
要
した

。誤
使
用
で
苗
が
枯
れ
る
と大

き
な
損
害

に
な
る
の
で
、注

意
が
必
要
で
あ
る
。空

袋
を
自
家
焼
却

した
り、

使
用

履
歴
が
な

い
等
は
問
題
で
す
。法

違
反
に
な
る
。こ

れ
らに

対
して

は
、

適
正
な
取

扱
い
の
指
導
が
必
要
と考

え
る
。

新
た
に
栽
培
され

る
野

菜
に
使
用
で

き
る
農

薬
が
判

らな
い
こと

が
多
い
。

ア
イス

プ
ラン

ト、
ハ
クラ

ン
等

に
使

え
る
農
薬
が

少
な
い
。

新
品
種
は
、適

用
作
物
欄
で
該
当
す
る
もの

を
見

つ
け
る
の

が
難
しい

とこ
ろ
が

あ
る
。然

る
べ
き
相
談
窓

口
に
問
い
合
わ

せ
て
確
認
す
る
こと

。農
薬
が
少
な
い
の

は
、あ

る
程
度

や
む

を
得
な
い
が
、困

る
よ
うで

あ
れ
ば
指
導

者
を
通

じて
メー

カー
に
伝
え
ま
しょ

う。

え
ん
ど
う豆

、さ
や
え
ん
ど
う、

イン
ゲ
ン
豆
等
の
区
別
が
曖
昧
な
人
が

い
る
。

適
用
農
作
物
さや

え
ん
ど
う（

ス
ナ
ップ

エ
ン
ドウ

と同
じ）

、さ
や
い
ん
げ
ん
は
豆
類
（未

成
熟
）で

野
菜
類

に
な
りま

す
。え

ん
ど
う豆

や
イン

ゲ
ン
豆
は

豆
類
で
ま
った

く異
な
る
適
用

作
物
に
な
りま

す
。ま

た
、収

穫
部
位
で
判

断
が
異
な
る
場
合

も
あ
る
の
で
、分

か
らな

い
時
は
、確

認
して

くだ
さい

。参
考

に
な
る
リー

フレ
ット

もあ
る
の
で
、利

用
して

くだ
さい

。
ナ
ラ枯

れ
の
燻
蒸
で
、防

護
マ
ス
ク

を
忘
れ
た
。

防
毒
マ
ス
クを

忘
れ
た
時
は
散
布

しな
い
で
くだ

さい
。準

備
不
足
は
ヒヤ

リハ
ット

とし
て
記
録

し、
繰
り返

さな
い
こと

。

20
18

/1
2/

20
15

ヒヤ
リハ

ット
（指

摘
・コ

メン
ト）

回
答

あ
る
い
は

解
説

マ
ス
コミ

に
対

して
農
薬

安
全
性

の
徹
底
を
図
って

ほ
しい

。ま
だ

農
薬
は
毒
と考

え
て
い
る
人
が

い
る
。

適
正
に
取
り扱

わ
れ
、使

用
され

て
始

め
て
安

全
性
が

確
保
で

き
る
の
が
農
薬
で
あ
る
。農

薬
の
安

全
性
で
、消

費
者
が

不
安
を

抱
くの

は
、最

近
で
は
農
薬
そ
の
もの

よ
りも

、む
しろ

使
用

の
段

階
に
な
って

い
る
と聞

い
て
い
る
。し

た
が

って
、適

正
取

扱
い
と

使
用
を
徹
底
して

、こ
れ
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
こと

が
前
提

とな
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

現
場
の
指
導

者
や
緑

の
安
全

管
理
士

会
の
活
動
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こと

も大
事

だ
と考

え
て
い
る
。

農
地
の
中
に
小
学
校
と通

学
路

が
あ
り、

農
薬
を
使
用
しな

い
よ

う要
望
が
あ
った

（オ
ラン

ダ
の

例
を
挙
げ
て
）。

具
体
的
に
困
って

い
る
内
容
を
行

政
と相

談
して

くだ
さい

。小
学
校
関

係
者

との
情
報

共
有
化

等
を
図

れ
る
か

も知
れ

ま
せ

ん
。

そ
の
時
に
、住

宅
地
通
知

を
遵
守

す
る
と良

い
と考

え
る
。

公
園
で
は
除
草
剤
を
使
用
しな

い
施
設
が
多
くな

って
い
る
。芝

は
クロ

ー
バ

ー
に
代
わ

って
い
る
。

除
草
剤
使
用
=悪

の
風
潮
で
あ
る

が
、使

用
しな

くて
良
い
時
は
良

い
が
、安

全
性
の
不
理
解
で
使

用
しな

い
こと

へ
の
対
策

は
な
い

の
だ
ろ
うか

？

クロ
ー
バ
ー
で
良
い
の
で
あ
れ

ば
問
題
な
い
とも

言
え
ま
す
。除

草
剤
の
安
全
性
の
誤
解
が
あ
れ

ば
、説

明
の

機
会

を
作

って
説

明
す
る
よ
うに

しま
しょ

う。
講
師

派
遣
は

当
協
会

か
ら（

無
料
で
）

可
能
で
す
。

緑
の

安
全

管
理

士
会

（報
告

事
項
）

支
部
大
会
（支

部
長
報
告
）

（１
）役

員
会
の
報
告

（２
）活

動
報
告
及
び
収
支
決
算
（同

上
）

（３
）事

業
計
画
及
び
収
支
予
算
（資

料
の
通
り）

（４
）そ

の
他
管
理
士
会
運
営
等
に
関
す
る
必
要
な
事
項

事
務

局
報

告
（１

）メ
ー
ル

ア
ドレ

ス
登

録
とメ

ー
ル

マ
ガ
ジ
ン
配

信
（２

）更
新

研
修

の
継

続
的

改
善

ア
ン
ケ
ー
トの

提
出

（意
見

・提
言

・提
案

等
）

（３
）委

員
会

・部
会

活
動

（G
P
P
P
作

成
中

、タ
ー
フシ

ョウ
で
展

示
）

（４
）知

名
度

向
上

の
為

に
「緑

の
安

全
管

理
士

」を
名

刺
に

認
定

カー
ド（

更
新

時
も返

却
不

要
、常

時
携

帯
）

最
新

情
報

入
手

（資
格

者
の

義
務

年
4
千

円
で
毎

年
受

講
）

16

− 15−− 14−



「
住
宅
地
等
に
お
け
る
農
薬
使
⽤
に
つ
い

て
」
の

要
点

１
．
地
⽅
公
共
団
体
が
⾏
う
病
害
⾍
防
除

に
お
け

る
取
組

の
推
進

１
）
植
栽
管
理
を
業
務
委
託
す
る
際
の

業
者
の

入
札
要

件
に
「

実
施
責

任
者
の

資
格

の
保
有
」
を
規
定
す
る
こ
と
。
⇒
農
薬
管

理
指
導

⼠
、
緑

の
安
全

管
理
⼠

、
等

２
）
植
栽
管
理
部
局
の
担
当
者
は
、
通

知
の
周

知
・
徹

底
を
目

的
と
し

た
研
修

へ
定

期
的
に
参
加
す
る
こ
と
。

３
）

周
辺
住

⺠
か
ら

の
相
談

に
応
じ

る
窓
⼝

の
設
置

な
ど
の

体
制
整

備
を
⾏

う
こ
と

。

２
．
住
宅
地
等
の
定
義

１
）
学
校
、
保
育
所
、
病
院
、
公
園
等

の
公
共

施
設
内

の
植
栽

２
）
街
路
樹

３
）
住
宅
地
に
近
接
す
る
森
林
等

４
）
人
が
居
住
し
、
滞
在
し
、
ま
た
は

頻
繁
に

訪
れ
る

土
地
ま

た
は
施

設
の
植

栽

５
）
住
宅
地
内
及
び
住
宅
地
に
近
接
し

た
農
地

（
市
⺠

農
園
や

家
庭
菜

園
を
含

む
。
）
に
お
い
て
栽
培
さ
れ
る
農
作
物

３
．
周

辺
住
⺠

へ
の
周

知
の
強

化
：
事

前
に
周

辺
住
⺠

に
対
し

て
、
農

薬
使
⽤

の
目
的

、

散
布
日
時
、
使
用
農
薬
の
種
類
及
び
農
薬

使
用
者

等
の
連

絡
先
を

十
分
な

時
間
的

余
裕
を
持
っ
て
幅
広
く
周
知
す
る
こ
と
。

そ
の
際

、
過
去

の
相
談

等
に
よ

り
、
近

辺
に
化
学
物
質
に
敏
感
な
人
が
居
住
し
て

い
る
こ

と
を
把

握
し
て

る
場
合

に
は
十

分
配
慮
す
る
こ
と
。

４
．
⽴
ち
⼊
り
規
制
：

⽴
て
看
板
の
表
⽰
、
⽴
⼊
制
限
範
囲
の

設
定
等

に
よ
り

、
散

布
時
や
散
布
直
後
に
農
薬
使
⽤
者
以
外
の

者
が
散

布
区
域

内
に
⽴

ち
⼊
ら

な
い
よ

う
措
置
す
る
こ
と
。

9

混
用
に
つ
い
て

•
基
本
は
混
合
剤
を
使
用
す
る
。理

由
は
、混

用
に
伴
う事

故
が
多
い

（最
近
で
も、

化
学
反
応
で
有
毒
ガ
ス
が
発
生
して

死
亡
事
故
が
あ
る
）。

•
混
用
時
の
留
意
事
項

現
地
混
用
は
自
己
責
任
で
あ
る
（混

合
剤
は
登
録
が
あ
る
）。

混
用
事
例
が
あ
る
もの

は
混
用
で
きる

。
事
例
集
に
な
い
場
合
は
、メ

ー
カー

に
確
認
す
る
こと

。
•

現
地
で
の
混
用
に
際
して

適
正
な
混
用
手
順
を
確
認
す
る
。

希
釈
・混

合
す
る
順
序
（展

着
剤
、乳

剤
そ
して

水
和
剤
*
）

*
フロ

ア
ブ
ル
剤
を
含
む

確
認
す
べ
き事

項
（化

学
反
応
有
無
、毒

性
で
の
相
乗
・相

加
、物

理
化

学
性
変
化
、懸

濁
性
低
下
⇒
健
康
被
害
、薬

害
発
生
、薬

効
低
下
）

20
18

/1
2/

20
10

事
例
、ヒ

ヤ
リハ

ット
や
提
言
・意

見
（2

0
1
7
年
度
支
部
大
会
）と

P
D
C
A

20
18

/1
2/

20
11

分
野

薬
剤

法
令
等

知
識
・情

報
・用

語
散
布
作
業
等

そ
の
他

ゴ
ル
フ

場
・緑 地

•非
農
耕
地
用
除
草
剤
は
登
録
の
有
無
で
名
称
を

変
え
る
：「
緑
地
管
理
用
除
草
剤
」。

•H
C
で
農
薬
取
扱
が
増
加
、家

庭
園
芸
用
との

区
別

が
で
き
て
な
い
。

•H
C
で
農

耕
地

用
と非

農
耕

地
用
が
同
じ棚

で
販
売

。
必
要
な
掲
示
もな

い
。

•ゴ
ル
フ場

で
使
用
制
限
の
農
薬
が
い
パ
ン
向
け
に

販
売
され

て
い
る
。

•J
R
東
で
S
値
を
誤
解
して

除
草
剤
を
選
択
して

い
る
。

J
C
P
A
意
見
を
無
視
。F

A
M
I
C
の
粗
銅
が
必
要
。

•厳
しい

安
全
性
デ
ー

タを
提
出
して

い
る
の

に
一
部
県
指
針
で
使

用
制
限
が
あ
る
。

•未
だ
に
魚
毒
性
A
B
C

分
類
を
県
が
求
め
る
。

•公
園
街
路
樹
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
都
道
府
県
上

層
部
で
不
理
解
も。

•水
産
指
針
値
と水

濁
指
針
値
は
今
後
ど
う

な
る
の
か
？

•使
用
基
準
で
罰

則
あ
る
の
は
食

用
と飼

料
よ
う

の
み
。

•登
録
変
更
が
多

く、
周
知
しき

れ
な
い
。

•公
園
の
桜
に
硫

黄
合
剤
を
散
布

した
が
、雪

の
上
に
黄
色
く着

色
し通

行
人
が

問
題
視
。

•庭
に
除
草
剤
を
ジ
ョ

ロ
で
撒
く人

が
い
る
。

•桜
並
木
で
の
農
薬
使

用
と通

行
人
か
らの

クレ
ー
ム
あ
り。

•公
園
で
除
草
剤
を
使

用
せ
ず
、芝

を
クロ

ー
バ
ー
に
変
更
。不

理
解
。

•散
布
業
者
の
ス
キ
ル

が
低
下
。登

録
制
に

す
べ
き
だ
。

•H
B
1
0
1
は
農

薬
？

•作
業
員
の
意

識
向
上
の
た

め
事
業
所
内

で
の
研
修
を

実
施
した

い
。

•散
布
後
の
揮

散
影
響
は
何

時
間
す
れ
ば

な
くな

る
か
？

家
庭

園
芸

•H
C
で
農
薬
取
扱
が
増
加
、家

庭
園
芸
用
との

区
別

が
で
き
て
な
い
。

•農
地
で
使
用
で
き
な
い
農
薬
を
家
庭
園
芸
用
に
販

売
して

い
る
。

•芝
生
の
庭
は
農
地
そ

れ
とも

非
農
耕
地

•農
地
通
路
や
農
作
物

の
な
い
時
期
の
農
地

に
非
農
耕
地
用
農
薬

は
使
用
で
き
る
か
？

•外
来
種
の
花

（侵
入
雑
草
）を

綺
麗
と持

ち
帰

る
人
が
い
た
。

•希
釈
倍
率
を
適
当
に

して
い
る
人
が
多
い
。

特
に
自
家
用
で
は
。

•通
学
路
（農

地
の
中
）

へ
の
農
薬
使
用
を
控

え
る
よ
うに

要
望
あ
り。

（次
P
P
T
に
続
く）

事
例
、ヒ

ヤ
リハ

ット
や
提
言
・意

見
（2

0
1
7
年
度
支
部
大
会
）と

P
D
C
A

20
18

/1
2/

20
12

分
野

薬
剤

法
令
等

知
識
・情

報
・用

語
散
布
作
業
等

そ
の
他

農
耕 地

•安
い
非
農
耕

地
用
剤
の
登
録
外
使
用
が
目
立
つ
。

畦
畔
や
法
面
が
農
耕
地
とし

て
の
認
識
が
な
い
。

•H
C
で
白
菜
の
ア
オ
ム
シ
防
除
農
薬
を
相
談
した

ら
適
用
の
な
い
製
品
を
薦
め
られ

た
。

•ト
ラブ

ル
続
き
の
水
田
用
除
草
剤
で
今
年
も販

売
キ
ャン

ペ
ー
ン
して

い
る
。安

全
認
識
が

欠
け
る
の

で
は
な
い
か
。

•箱
処
理
剤
と除

草
剤
粒
剤
を
間

違
え
る
人
が
い
る
。

判
り難

い
との

クレ
ー
ム
。良

い
工
夫
は

な
い
か

。
•豌

豆
、さ

や
え
ん
ど
う、

イン
ゲ
ン
豆
に
区
別
が
曖

昧
な
使
用
者
が
い
る
。

•農
家
の
農
薬
保
管
場
所
が
悪
い
。あ

ち
こち

に
置

く。 •C
P
剤
の
輸
送
時
の
急
ブ
レ
ー
キ
な
ど
に
よ
る
破
損

リス
クと

対
応
は
？

•販
売
店
で
農
薬
容
器
が
破
損
、モ

ップ
な
ど
で
拭

き
取
り下

水
に
流
して

た
。

•3
0
年
前
に
は
稲
種
子
消
毒
ベ
ン
レ
ー
トT

残
液
を

沼
に
廃
棄
。

•過
去
使
用
農
薬
で
の

M
R
L
違
反
が
あ
る
。

M
R
L
が
厳
し過

ぎ
る

の
で
は
な
い
か
。

•無
農
薬
りん

ご
で
無

登
録
農
薬
の
使
用
例

が
あ
る
。罰

則
は
適

用
？
罰
則
適
用
が
無

い
と法

の
意
味
な
し。

•使
用
回
数
、普

通
物

や
C
類
相
当
は
多
数

回
？

•空
容
器
の
処
理
が
不

適
切
。自

治
体
の
指

導
も様

々
だ
。

•卸
が
廃
農
薬
を
処
理

す
る
都
道
府
県
もあ

る
が
、廃

棄
物
業
者

で
な
い
の
に
良
い
の

か
？

•新
品
種
の
野
菜
に

使
用
で
き
る
農
薬

が
判
らな

い
。ス

チ
ック

セ
ニ
ュー

ル
、

ア
イス

プ
ラン

ト、
ハ
クラ

ン
等
。

•思
い
込
み
情
報
が

ネ
ット

に
ア
ップ

さ
れ
て
い
る
。D

B
化

して
は
？

•養
蜂
エ
リア

が
非

公
開
で
、指

導
の

実
態
が
見
え
な
い
。

•指
導
者
と違

い
、

農
家
の
モ
ラル

は
イマ

イチ
。

•ラ
ベ
ル
よ
り低

濃
度
、

低
用
量
を
低

コス
トだ

とし
て
勧
め
る
J
A
が
あ

る
。

•ネ
ット

で
は
適
用
外
使

用
の
情
報
で
あ
ふ
れ

て
る
。

•株
元
処
理
や
植
穴
処

理
の
販
売
店
説
明
を

正
した

。
•植

痛
み
、浅

植
え
で
の

薬
害
助
長
と補

償
問

題
。

•ス
プ
リン

クラ
ー
の
ドリ

フト
は
道
路
ま
で
飛
ん

で
くる

圃
場
が
あ
る
。

•未
登
録
剤

の
情
報
配

布
す
る

メー
カー

が
あ
った

。
•ジ

ャン
ボ
タ

ニ
シ
に
椿

油
粕
が
依

然
とし

て
使
用
され

て
い
る
。

•酪
農
で
動

物
薬
とし

て
I
G
R
を
使

用
。飛

散
の
意
識
が

な
い
。

他
（共

通
も含 む
）

•H
C
で
の
毒
劇
物
販
売
で
の
譲
渡
書
は
必
要
？
指

導
は
ど
うし

て
い
る
？

•農
薬
は
特
殊
で
安
易
に
H
C
で
扱

って
欲
しく

な
い
。

指
導
で
き
る
店
員
が
い
る
か
？

•I
n
t
e
r
n
e
t
で
の
農
薬
販
売
、地

域
限
定
の
もの

も販
売
され

て
い
る
。ま

た
、適

用
外
使
用
の

コメ
ン
トも

あ
り、

拡
散
の
恐
れ
。

•登
録
の
な
い
除
草
剤
を
何

故
取
り締

ま
れ
な
い
。

•塩
化
ナ
トリ

ウ
ム
が
有
効
成
分
の
除
草
剤
。

•負
の
登
録
情
報
が
上

手
く伝

わ
らな

い
の
で
は
な

い
か
。

•薬
剤
情
報
が
市
町
村
で
バ

ラツ
キ
が
あ
る
。

•肥
料
関
連
資
材
で
病

害
虫
へ
の
効
能
を
P
R

して
い
る
。

•非
農
耕
地
用
除
草
剤

は
環
境
負
荷
も規

制
す
べ
き
だ
。

•1
0
0
均
で
殺
虫
成
分

を
含
む
もの

を
「虫

よ
け
剤
」剤

とし
て
販
売

。
•ラ

ベ
ル
の
字
が
小
さ

す
ぎ
る
。

•薬
剤
ロ
ー
テ
ー

シ
ョン

の
指

導
を

推
進
す
る
こと

。
•粒

剤
t
で
登
録
が

あ
り、

同
液
剤
で

は
登
録
が
な
い
時
、

ドリ
フト

は
O
K
か
？

•マ
ス
コミ

に
農
薬

安
全
性
を
徹
底
対

策
して

欲
しい

。
•農

薬
で
な
い
が
、

安
全
で
す
を
意

味
す
る
よ
うに

理
解

す
る
人
が
い
る
。

•散
布
時
に
保
護
具
を

着
用
しな

い
人
が
い
る
。

•保
護
マ
ス
クの

種
類
を

使
い
分
け
る
農
家
は

少
な
い
。

•散
布
機
の
ホ
ー
ス
が

外
れ
て
液
を
浴
び
た
。

•散
布
水
量
を
2
0
0
ℓ
を

5
0
0
ℓ
で
散
布

して
い
る
。

•農
薬
付
着
で
の
カブ

レ
。

•期
限
切
れ
農
薬
の
不

使
用
の
啓
蒙
。廃

棄
農
薬
処
理
の
指
導
。

•感
受
性
低

下
が
あ
る
。

•工
場
敷
地

の
土
中
か

ら古
い
農

薬
瓶
が
で

て
き
た
。

20
18

/1
2/

20
13

ヒヤ
リハ

ット
（指

摘
・コ

メン
ト）

回
答

あ
る
い
は

解
説

芝
生
の
庭
は
農
地
で
す
か
？
非

農
耕
地
で
す
か
？

芝
生
の
庭
は
農
地
で
は
あ
りま

せ
ん
が
、農

薬
取

締
法
で
は

農
耕
地
等
で
す
。そ

して
、も

ち
ろ
ん
、非

農
耕

地
で
す
。ま

た
、芝

生
は
農
作
物
で
は
あ
りま

せ
ん
が
、農

作
物
等
で
す
。農

薬
取

締
法
の
中
で
使
用
され

て
い
る
用
語
や
定
義

は
よ
く確

認
して

下
さい

。
農
地
の
通
路
や
農
作
物
の
な
い

時
期
の
農
地
に
非
農
耕
地
用
農

薬
を
使
用
して

良
い
か
？

農
地
の
中
の
通
路
や
畔
は
、農

地
と同

じよ
うに

管
理

す
る
こ

とは
望
ま
しい

。
HC

で
の
毒
劇
物
販
売
時
の
譲
渡

書
は
ど
うな

って
い
る
の
か
？
農

薬
指
導
は
ど
うす

る
の
か
？

毒
物
劇
物
取
締
法
を
遵
守
して

販
売

され
て
い
る
と思

うの
で
、

当
然
、譲

渡
書
を
交
わ
し、

必
要
な
期
間
の

保
存
が
な
され

て
い
る
と思

う。
これ

を
守
って

い
な
い
HC

が
あ
れ

ば
お
教
え
い

た
だ
き
た
い
。

ラベ
ル
記
載
の
使
用
基
準
よ
り低

濃
度
、低

用
量
を
抵
コス

トと
して

奨
励
す
る
JA

が
あ
る
。

低
濃
度
、低

用
量
で
の
散
布
は
、効

果
不
足
や
抵
抗

性
発
達

等
の
恐
れ
が
あ
りま

す
。ラ

ベ
ル
通
りの

農
薬
使
用

を
お
願
い

しま
す
。具

体
的
な
JA

名
等
が
判
れ

ば
、そ

の
時

点
で
然

る
べ

き
とこ

ろ
に
情

報
提
供

す
る
こと

。
HC

で
販
売
の
安
価
な
非
農
耕
地

用
除
草
剤
の
登
録
外
で
の
使
用

が
目
立
つ
。

登
録
外
使
用
は
違
法
で
す
。確

認
で
き
れ
ば
、本

人
に
注

意
し

た
り、

行
政
窓
口
に
届
け
た
り、

農
薬
目
安

箱
に
投
書

して
くだ

さい
。

指
導
者
レ
ベ
ル
の
理
解
は
進
ん
で

い
る
が
、農

家
レ
ベ
ル
で
の
モ
ラ

ル
は
ま
だ
ま
だ
不
足

す
る
。行

政
の
指
導

を
一
層

強
化

して
欲

しい
。具

体
的
な
問
題
が
起
こっ

て
い
た
り、

モ
ラル

的
な
問

題
が

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、教

え
て
くだ

さい
。然

る
べ

き
行
政

に
よ
る
指

導
や
教
育
を
目
指
した

い
と思

い
ま
す
。

20
18

/1
2/

20
14

ヒヤ
リハ

ット
（指

摘
・コ

メン
ト）

回
答

あ
る
い
は

解
説

非
農
耕
地
用
除
草
剤
が
農
耕
地
で

使
用
され

て
い
る
。特

に
、某

社
品

は
バ
リエ

ー
シ
ョン

が
豊
富
で
、非

農
耕
地
と言

うの
が
疑
問
で
あ
る
。

非
農
耕
地
用
除
草
剤
を
農
耕
地
等
で
使
用

す
る
の
は

違
反

で
す
。某

社
品
の
バ
リエ

ー
シ
ョン

が
豊
富
な
の

は
、取

り締
ま
る
べ
き
こと

に
は
な
らな

い
。そ

れ
が
明

らか
に
農

耕
地
で

の
使
用
を
目
論
ん
だ
製
品
で
あ
れ
ば
、指

導
が
な
され

る
か

もし
れ
な
い
。

水
稲
育
苗
箱
へ
の
除
草
剤
粒
剤
の

誤
使
用
が
あ
った

。そ
の
時
、空

袋
は
農
家
で
自
家
焼
却
、使

用
履
歴
も

な
く、

原
因
究
明
に
時
間
を
要
した

。誤
使
用
で
苗
が
枯
れ
る
と大

き
な
損
害

に
な
る
の
で
、注

意
が
必
要
で
あ
る
。空

袋
を
自
家
焼
却

した
り、

使
用

履
歴
が
な

い
等
は
問
題
で
す
。法

違
反
に
な
る
。こ

れ
らに

対
して

は
、

適
正
な
取

扱
い
の
指
導
が
必
要
と考

え
る
。

新
た
に
栽
培
され

る
野

菜
に
使
用
で

き
る
農

薬
が
判

らな
い
こと

が
多
い
。

ア
イス

プ
ラン

ト、
ハ
クラ

ン
等

に
使

え
る
農
薬
が

少
な
い
。

新
品
種
は
、適

用
作
物
欄
で
該
当
す
る
もの

を
見

つ
け
る
の

が
難
しい

とこ
ろ
が

あ
る
。然

る
べ
き
相
談
窓

口
に
問
い
合
わ

せ
て
確
認
す
る
こと

。農
薬
が
少
な
い
の

は
、あ

る
程
度

や
む

を
得
な
い
が
、困

る
よ
うで

あ
れ
ば
指
導

者
を
通

じて
メー

カー
に
伝
え
ま
しょ

う。

え
ん
ど
う豆

、さ
や
え
ん
ど
う、

イン
ゲ
ン
豆
等
の
区
別
が
曖
昧
な
人
が

い
る
。

適
用
農
作
物
さや

え
ん
ど
う（

ス
ナ
ップ

エ
ン
ドウ

と同
じ）

、さ
や
い
ん
げ
ん
は
豆
類
（未

成
熟
）で

野
菜
類

に
な
りま

す
。え

ん
ど
う豆

や
イン

ゲ
ン
豆
は

豆
類
で
ま
った

く異
な
る
適
用

作
物
に
な
りま

す
。ま

た
、収

穫
部
位
で
判

断
が
異
な
る
場
合

も
あ
る
の
で
、分

か
らな

い
時
は
、確

認
して

くだ
さい

。参
考

に
な
る
リー

フレ
ット

もあ
る
の
で
、利

用
して

くだ
さい

。
ナ
ラ枯

れ
の
燻
蒸
で
、防

護
マ
ス
ク

を
忘
れ
た
。

防
毒
マ
ス
クを

忘
れ
た
時
は
散
布

しな
い
で
くだ

さい
。準

備
不
足
は
ヒヤ

リハ
ット

とし
て
記
録

し、
繰
り返

さな
い
こと

。

20
18

/1
2/

20
15

ヒヤ
リハ

ット
（指

摘
・コ

メン
ト）

回
答

あ
る
い
は

解
説

マ
ス
コミ

に
対

して
農
薬

安
全
性

の
徹
底
を
図
って

ほ
しい

。ま
だ

農
薬
は
毒
と考

え
て
い
る
人
が

い
る
。

適
正
に
取
り扱

わ
れ
、使

用
され

て
始

め
て
安

全
性
が

確
保
で

き
る
の
が
農
薬
で
あ
る
。農

薬
の
安

全
性
で
、消

費
者
が

不
安
を

抱
くの

は
、最

近
で
は
農
薬
そ
の
もの

よ
りも

、む
しろ

使
用

の
段

階
に
な
って

い
る
と聞

い
て
い
る
。し

た
が

って
、適

正
取

扱
い
と

使
用
を
徹
底
して

、こ
れ
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
こと

が
前
提

とな
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

現
場
の
指
導

者
や
緑

の
安
全

管
理
士

会
の
活
動
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こと

も大
事

だ
と考

え
て
い
る
。

農
地
の
中
に
小
学
校
と通

学
路

が
あ
り、

農
薬
を
使
用
しな

い
よ

う要
望
が
あ
った

（オ
ラン

ダ
の

例
を
挙
げ
て
）。

具
体
的
に
困
って

い
る
内
容
を
行

政
と相

談
して

くだ
さい

。小
学
校
関

係
者

との
情
報

共
有
化

等
を
図

れ
る
か

も知
れ

ま
せ

ん
。

そ
の
時
に
、住

宅
地
通
知

を
遵
守

す
る
と良

い
と考

え
る
。

公
園
で
は
除
草
剤
を
使
用
しな

い
施
設
が
多
くな

って
い
る
。芝

は
クロ

ー
バ

ー
に
代
わ

って
い
る
。

除
草
剤
使
用
=悪

の
風
潮
で
あ
る

が
、使

用
しな

くて
良
い
時
は
良

い
が
、安

全
性
の
不
理
解
で
使

用
しな

い
こと

へ
の
対
策

は
な
い

の
だ
ろ
うか

？

クロ
ー
バ
ー
で
良
い
の
で
あ
れ

ば
問
題
な
い
とも

言
え
ま
す
。除

草
剤
の
安
全
性
の
誤
解
が
あ
れ

ば
、説

明
の

機
会

を
作

って
説

明
す
る
よ
うに

しま
しょ

う。
講
師

派
遣
は

当
協
会

か
ら（

無
料
で
）

可
能
で
す
。

緑
の

安
全

管
理

士
会

（報
告

事
項
）

支
部
大
会
（支

部
長
報
告
）

（１
）役

員
会
の
報
告

（２
）活

動
報
告
及
び
収
支
決
算
（同

上
）

（３
）事

業
計
画
及
び
収
支
予
算
（資

料
の
通
り）

（４
）そ

の
他
管
理
士
会
運
営
等
に
関
す
る
必
要
な
事
項

事
務

局
報

告
（１

）メ
ー
ル

ア
ドレ

ス
登

録
とメ

ー
ル

マ
ガ
ジ
ン
配

信
（２

）更
新

研
修

の
継

続
的

改
善

ア
ン
ケ
ー
トの

提
出

（意
見

・提
言

・提
案

等
）

（３
）委

員
会

・部
会

活
動

（G
P
P
P
作

成
中

、タ
ー
フシ

ョウ
で
展

示
）

（４
）知

名
度

向
上

の
為

に
「緑

の
安

全
管

理
士

」を
名

刺
に

認
定

カー
ド（

更
新

時
も返

却
不

要
、常

時
携

帯
）

最
新

情
報

入
手

（資
格

者
の

義
務

年
4
千

円
で
毎

年
受

講
）
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Ⅲ．緑の安全推進協会
１．｢緑の安全管理士｣ 名が誕生

年度｢緑の安全管理士 緑地･ゴルフ場分

野 ｣の第 回認定研修会は① 月 日～ 日

の間､東京･神田 受講者 名 で開催しました｡

｢同 農耕地分野 ｣は､ 一社 日本植物防疫協

会主催の｢植物防疫研修会｣が② 月１日～ 日

名 に同協会会議室で開催されました｡

｢認定研修｣の修了者及び｢植物防疫研修｣修了

者で｢緑の安全管理士｣資格申請者については、 月 日開催の｢緑の安全管理士認

定審会｣の審査を経て、

① 緑地・ゴルフ場分野：７５名､

② 農耕地分野：５４名

計１２９名が、新たな｢緑の安全管理士｣として認定されまた｡

なお、両分野の取得者は４名でした。

緑地･ゴルフ場分野の合格率は ％ 前年 と前年に比べ大幅な向上が見られ

ました。

２ 年度「緑の安全管理士」更新研修会 兼支部大会

支部名 開催日 支部名 開催日 支部名 開催日 支部名 開催日

北海道 関東① 東海・北陸 中国・四国

東 北 関東② 近 畿 九州・沖縄

 認定証等の発送までの手順

① 更新研修会の出席確認、②「更新研修会受講申込書」、③「写真 ２点 」､

④「更新受講料支払の確認」を終えた順に､⑤新規「認定証書」､「認定証 カー

ド 」及び「緑の安全管理士の手引き」、⑥届出の住所あてに送付します。

なお、年度末が有効期限となる「認定証 カード 」は、防除作業や入札、都道

府県等の研修会などで認定証の提示や写しの提出が求められる現状に対処する

ため、従来の「認定証 カード 」の回収は 年度から改めて、出席確認印を

押印して返却しています。【既報：７２号 頁】

有効期限の切れている｢認定証｣を用いることの無いように注意して下さい。

勤務先や住所等が変更となっている場合 【書式：巻末】

｢連絡先等変更届出書｣を速やかに提出して下さい。届出事例が多い支

部大会前後は事務処理に若干時間を要していますのでご了承下さい。

届出書：

｢認定証 カード ｣の再発行を希望される場合

｢認定証 カード ｣の再発行を希望される場合は、『紛失等再発行願い』を提

出 写真 点、 不可 して下さい 手数料は、再発行時に振込用紙を同封 。

紛失等再発行願い：

更新年次の更新研修会に出席できなかった場合の「理由書」【書式：巻末】

更新研修会に出席できなかった場合は、資格喪失者として管理士名簿からは

自動的に削除されています。

資格の継続 更新 を希望される方は、｢理由書｣を提出いただくことで、当協会

長が認める場合は、次年度の更新研修会をご案内するこことし

ています １年遅れ扱い 。

理由書：

認定研修会場の様子 

 

３．「緑の安全管理士」資格更新の要件など

資格の有効期間（｢農耕地分野｣、｢緑地・ゴルフ場分野｣）

①  新規取得者は、認定の翌年度から５年目の年度末までの５年間。

② 更新者は、更新年度の翌年度から５年目の年度末までの５年間。

資格更新の要件

有効期間の４年目までに、支部大会 兼更新研修会 に１回以上出席して、

更新年度の更新研修会に出席することで資格更新となります。

【出席不足で更新要件を満たしていない場合】

年間での出席不足は５年目に出席することで補完され、６年目の更新

研修会に出席することで１年遅れで資格更新 残りの有効期間は４年間 が

できます。

更新研修の出席確認

研修会場では出欠を確認して、管理士個々の記録を更新しています。

【更新研修会を欠席した場合】

参加できなかった｢理由書｣を提出して、当協会長に理由が認められると

翌年度の更新研修会に出席することで、資格更新 残りの有効期間は４年

間 となります。

緑の安全管理士」認定証の再発行

｢認定証 カード ｣の再発行を希望される方は、当会ＨＰ掲載の｢紛

失等再発行願い｣に写真 枚を添えて事務局まで提出してください。

再発行料金 円 は､再発行の｢認定証｣に同封します｢郵便払込票｣で

お振込下さい。不明な点は事務局までお尋ね下さい｡

紛失等再発行願い：

５．講師派遣について

農薬の適正使用や安全性に関する知識の向上を目的として、都道府県・

地方自治体・学校・関係団体・一般市民の研修会等の研修会に、テーマに

応じた講師を無償 旅費や謝礼不要 で派遣しています。

年度は、 月末現在で 都道府県の 件の依頼に対して、講師を派遣

しています｡

研修会等を希望・企画されている方にも積極的にご紹介ください｡

派遣の時期・内容等の調整 準備 には ヶ月以上、研修規模 参集人数 は

名以上を目安としていますが、期間に余裕が無い、あるいは少人数でも対応可能

な内容もありますのでご相談下さい。

講師派遣の詳細、申し込み様式は協会ＨＰに掲載しています。

初めて利用される場合は、同様式に記載できる範囲でご記入の上で 頂ける

とご相談が円滑に行えます。農薬相談室： ：

： 、 ：

６．農薬電話相談室について【相談無料】

農薬の使用者、現場で適正使用を指導される方や一般市民の方々からの

農薬に関する疑問や質問など、どのような内容でも結構ですのでご遠慮な

くお問い合わせください。

直接の疑問・質問以外について、「何処に問合せたら良いか？」なども気軽にご

相談下さい。可能な限りお調べしてお答えしています。

管理士の関係先にも電話相談室についてのご紹介をお願いします。

相談電話：
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７．農薬の安全使用等についての「リーフレット」

緑の安全推進協会では、農薬工業会と連携して、農薬の役割、安全性の確保、

適正な使用方法などを優しく解説したリーフレットを作成し、知識普及・啓発に

関わる方々に講習会・研修会・会議等の資料や各種イベントでの配布用などに活

用していただけるように支援しています。リーフレットは無償で送料の負担もあ

りません。

年度は、 千部 ヶ所 前年実績： ヶ所、 千部 を配付しています。

ご希望の方は、リーフレットの種類､必要数､使用目的、配布対象、送付先等を､当

協会まで にてお申し込み下さい。

提供できるリーフレットの記載内容等は、当協会ＨＰでサンプルを確認

できます。 様式：協会 掲載

詳細は、農薬相談室 まで。

サンプル：

８．｢グリーン農薬総覧 年総合版｣ 月刊行

芝、公園、街路樹の病害虫・雑草防除等における農薬の

正しい選択、適正 な使用による安全性確保のための情報

提供事業の一環として『グリーン農薬総覧』の｢総合版｣と

｢追補版｣を毎年交互に３月早々に刊行しています。

現在、「 追補版 年 月末現在 」刊行以降の

年 ～ 月末の間の新規登録や適用拡大・削除等の変

更情報等の編集に取組んでいます。

刊行間近になりましたら協会 、 等にてご案内いたし

ますのでご活用ください。

総覧のサンプル紙面：  

本編・抜粋

平成 年度 植物防疫地区協議会資料 －目 次－

Ⅰ 平成 年度の主要病害虫の発生概要

１発生予察関係等 略

２病害虫防除関係

キウイフルーツかいよう病の ３系統の発生について ………………………

りんご黒星病の現状と対策 ………………………………………………

農産物輸出促進のための新たな防除対策の確立等について …………………

３ 資材費低減の観点を踏まえた今後の病害虫防除について 略

４ 国内検疫関係

 種馬鈴しょ検疫制度の見直しについて ……………………………………

 ジャガイモシストセンチュウの課題とその対策について ……………………

 侵入警戒調査について 略

 テンサイシストセンチュウへの対応について ……………………………………

 クビアカツヤカミキリについて ……………………………………

５ 農産物輸出促進のための新たな取組について 略

Ⅲ 平成 年度農薬関係事業の実施状況と今後の取組

１ 農薬取締法の改正について …………………………………………………………

２ 農薬の適正使用について ……………………………………………………………

住宅地等における農薬使用 ……………………………………

今般の農薬取締法改正に伴う対応事項について ………………………

―指導・周知頂きたい事項―

蜜蜂への危害防止対策 ………………………………………………………

【別紙２－５】 今般の農薬取締法改正に伴う対応事項について ………………

３ 疑義資材の対応について ………………………………………………………………

４ インターネットを利用した農薬の販売に対する対策について …………………

５ 非農耕地専用と称する除草剤の販売等について ………………………………………

６ 販売禁止農薬の回収について ………………………………………………

７ 生産・流通 ……………………………………………………………………………

８ 登録状況 ………………………………………………………………………………

９ 特定農薬（特定防除資材）について ……………………………………………………

資料編・抜粋

資料 １１ 種馬鈴しょ検疫制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ますのでご活用ください。

総覧のサンプル紙面：  
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Ⅰ．平成 年の主要病害虫の発生概要

１ 発生予察関係等

｢緑安協補足：農水ホーム 消費・安全 病害虫防除に関する情報 病害虫発生予察情報

２病害虫防除関係

（１）キウイフルーツかいよう病 ３系統の対策について

１ 平成 年の発生状況について

平成 年の発生状況を確認するため、 都府県において、春季（開花期前後）に果実生産園地及び

苗木・穂木・花粉生産園地の 園地を対象に調査が行われ、 都県の 園地で発生が確認された。

防除対策マニュアルの改訂（平成 年５月 日付け）

平成 年５月、平成 年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業の「かいよう病 ３に対し

て、安心してキウイフルーツ生産を可能にする総合対策技術（平成 ～ 年度）」の成果を踏まえ、指導

現場で活用できる防除技術等を追記した、「キウイフルーツかいよう病の ３系統の防除対策マニュアル」

を定めた。防除対策マニュアルの改訂に当たっては、「第５回キウイフルーツかいよう病の ３系統に関す

る防除対策専門家会議」（平成 年 月 日開催）において、産地の実態に応じた薬剤防除体系、部

分伐採の基準等の試験研究の成果を防除対策マニュアルに反映させ、生産現場に普及させることが必要

とされていた。

苗木等の検査制度

平成 年４月、国内での ３のまん延防止に万全を期すため、、正常なキウイフルーツ苗木等のみが

流通できるとする「キウイフルーツ苗木等検査実施要領」を制定。

本要領に基づく検査は平成 年１月からの開始を予定しているが、既に発生が確認されている都県に

おいては、検査対象園地を抽出し、本要領に基づく検査を実施中。

（２）リンゴ黒星病の現状と対策について

１  取組の現状
青森県では、平成 年以降、リンゴ黒星病菌の 剤耐性菌が出現し、平成 年度には代替農薬

の選抜と防除基準の見直しが行われ、 年度には、感染した幼果の摘果の徹底等により、県全体の収穫

量への影響はなかった。近年、他の主産県においても本病の発生が多い傾向にあり、平成 年度は青

森県以外では 県（北海道、秋田県、長野県）において、病害虫発生注意報が発出された。

２  各県の対応状況
青森県では、発生が広範囲に及んでいることを受け、防除体系の見直しや、県の対 策推進会議

を設置平成 年９月し、①発生予察の強化、②防除技術の確立、③防除指導の強化、及び④放任

園・管理粗放園対策を内容とする総合的な防除対策を策定・推進しているほか、新規薬剤の登録に向け

た試験等を農薬メーカーと推進している。

一方、導入苗木で 剤耐性菌が検出された県では、県の指導の下、県域での耐性 菌の定着を

防ぐよう対応している。

３  農林水産省の対応状況
農研機構とりんご生産県の農業試験場が参画した研究開発コンソーシアムに対し、 剤耐性菌の

発生を踏まえた新たな防除技術を確立するための研究開発を委託（平成 年度イノベーション創出強

化研究推進事業の緊急対応課題、資料２）。研究内容

剤耐性菌の分布状況の正確な把握と、当該耐性菌に効果のある個別の防除技術の開発。

１ 剤耐性菌の分布状況の把握

２ 生産者による栽培管理法と発生状況の関係を詳細に解析することにより、発生抑制に効果の
ある栽培管理方法を抽出

３ スピードスプレーヤーによる防除の効果検証と改善策の提示参画機関農研機構・果樹茶業研
究部門（中核）、北海道、青森県、長野県

さらに、 剤耐性菌に対する防除体系の確立や改善について、地域の関係者が、県域を超えて協

力して行えるようにするための体制作りを推進（平成 年度効率的防除体制の構築事業、している。

課題内容

剤に代わる有効薬剤を既存の薬剤の中から探索するとともに、ＤＭＩ剤耐性菌に効果のある
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様々な個別技術をまとめて体系化。当該作業を県域を越えて共同で行うことを通じて、リンゴ黒星病の

防除体系の改善等を広域の関係者が協力して効率的に行う体制を構築。

１ 剤代替剤の選抜

２ 剤耐性菌の発生地域と未発生地域それぞれにおける代替剤の使用方法を確立

３ ＤＭＩ剤耐性菌に対する総合防除体系を構築
参画機関：農研機構・果樹茶業研究部門中核、青森県、秋田県、山形県、長野県

（３）総合的病害虫・雑草管理（ＰＭ）の普及、定着について 略

（４）農産物輸出促進のための新たな防除対策の確立等について

１） 最近の情勢
農林水産省では、平成 年に農林水産物・食品の輸出額を一兆円規模に拡大するという目標の具体化に

向け、重点品目ごとに目標額や重点国・地域を定めた「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」を平成

年８月に策定・公表し、ＰＤＣＡサイクルに基づきながら、輸出拡大に取り組んできた。

現在も「農林水産業の輸出力強化戦略」等の着実な実施に向け、オールジャパンでの戦略的で一貫性のある

プロモーションの企画・実行等による海外需要の創出、グローバル産地の形成、輸出環境の整備等を推進し、

国産農林水産物・食品の輸出を促進することを目的に、平成 年度の輸出促進関連予算（農林水産業の輸

出力強化）として約 億円が概算要求されており、関連対策を含めると 事業で構成されている。

参考） １農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略

２農林水産業の輸出力強化戦略

３平成３１年度予算概算決定の概要（輸出促進関連）

２）農産物輸出促進のための新たな防除対策の確立について

我が国の通常の防除体系で使用される農薬の中には、輸出相手国の残留農薬基準が我が国の基準に比

べて極めて低いや基準値が決定されていないものが多く存在し、結果として輸出の阻害要因となっている｡

こうした状況の下、平成 年度からは、農産物の海外への輸出促進につなげるよう、「農林水産物・食品の

国別・品目別輸出戦略」で示されている輸出重点品目について、輸出相手国で登録されていない農薬等の

使用を低減する新たな防除体系を確立し、その効果の提示を行いつつ産地への導入を支援する「農産物輸

出促進のための新たな防除体系の確立･導入事業」を実施した。

本事業の実施期間は平成 ～ 年度。対象は、以下の輸出重点品目。

・平成 年度対象：いちご、茶（煎茶（一番茶）・玉露）

・平成 年度対象：りんご（無袋栽培）、茶（かぶせ茶・抹茶）

・平成 年度対象：りんご（有袋栽培）、なし、かんきつ類

事業においては、輸出に取り組む産地への支援として、①産地説明会の開催、②病害虫防除マニュアルの

作成を行った。病害虫防除マニュアルに関しては、委託事業で得られた知見や成果に基づき、

ア日本と輸出相手国の残留農薬基準値の比較、

イ国内で使用される農薬の残留実態、

ウ化学合成農薬代替防除技術等を整理した病害虫防除マニュアルを作成・公表している。

なお、諸外国における残留農薬基準値に関する情報は、食料産業局輸出促進課が情報を更新している。

これまでの病害虫防除マニュアル作成実績は、以下のとおり。

・平成 年度事業成果：「いちご」及び「茶（煎茶（一番茶）・玉露）編」

（平成 年８月 日付けプレスリリース済み）

・平成 年度事業成果：「茶（かぶせ茶・抹茶）編」、「茶（総合編）」及び「りんご（無袋栽培）」

（平成 年 月 日付けプレスリリース済み）

・平成 年度事業成果：「りんご（有袋・無袋栽培）」、「なし」及び「かんきつ」

（平成 年３月６日付けプレスリリース済み）

（参考１）輸出相手国の残留農薬基準に対応した病害虫防除マニュアル ・・・ＨＰ

（参考２）諸外国における残留農薬基準値に関する情報 ・・・ＨＰ
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Ⅰ．平成 年の主要病害虫の発生概要

１ 発生予察関係等

｢緑安協補足：農水ホーム 消費・安全 病害虫防除に関する情報 病害虫発生予察情報

２病害虫防除関係

（１）キウイフルーツかいよう病 ３系統の対策について

１ 平成 年の発生状況について

平成 年の発生状況を確認するため、 都府県において、春季（開花期前後）に果実生産園地及び

苗木・穂木・花粉生産園地の 園地を対象に調査が行われ、 都県の 園地で発生が確認された。

防除対策マニュアルの改訂（平成 年５月 日付け）

平成 年５月、平成 年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業の「かいよう病 ３に対し

て、安心してキウイフルーツ生産を可能にする総合対策技術（平成 ～ 年度）」の成果を踏まえ、指導

現場で活用できる防除技術等を追記した、「キウイフルーツかいよう病の ３系統の防除対策マニュアル」

を定めた。防除対策マニュアルの改訂に当たっては、「第５回キウイフルーツかいよう病の ３系統に関す

る防除対策専門家会議」（平成 年 月 日開催）において、産地の実態に応じた薬剤防除体系、部

分伐採の基準等の試験研究の成果を防除対策マニュアルに反映させ、生産現場に普及させることが必要

とされていた。

苗木等の検査制度

平成 年４月、国内での ３のまん延防止に万全を期すため、、正常なキウイフルーツ苗木等のみが

流通できるとする「キウイフルーツ苗木等検査実施要領」を制定。

本要領に基づく検査は平成 年１月からの開始を予定しているが、既に発生が確認されている都県に

おいては、検査対象園地を抽出し、本要領に基づく検査を実施中。

（２）リンゴ黒星病の現状と対策について

１  取組の現状
青森県では、平成 年以降、リンゴ黒星病菌の 剤耐性菌が出現し、平成 年度には代替農薬

の選抜と防除基準の見直しが行われ、 年度には、感染した幼果の摘果の徹底等により、県全体の収穫

量への影響はなかった。近年、他の主産県においても本病の発生が多い傾向にあり、平成 年度は青

森県以外では 県（北海道、秋田県、長野県）において、病害虫発生注意報が発出された。

２  各県の対応状況
青森県では、発生が広範囲に及んでいることを受け、防除体系の見直しや、県の対 策推進会議

を設置平成 年９月し、①発生予察の強化、②防除技術の確立、③防除指導の強化、及び④放任

園・管理粗放園対策を内容とする総合的な防除対策を策定・推進しているほか、新規薬剤の登録に向け

た試験等を農薬メーカーと推進している。

一方、導入苗木で 剤耐性菌が検出された県では、県の指導の下、県域での耐性 菌の定着を

防ぐよう対応している。

３  農林水産省の対応状況
農研機構とりんご生産県の農業試験場が参画した研究開発コンソーシアムに対し、 剤耐性菌の

発生を踏まえた新たな防除技術を確立するための研究開発を委託（平成 年度イノベーション創出強

化研究推進事業の緊急対応課題、資料２）。研究内容

剤耐性菌の分布状況の正確な把握と、当該耐性菌に効果のある個別の防除技術の開発。

１ 剤耐性菌の分布状況の把握

２ 生産者による栽培管理法と発生状況の関係を詳細に解析することにより、発生抑制に効果の
ある栽培管理方法を抽出

３ スピードスプレーヤーによる防除の効果検証と改善策の提示参画機関農研機構・果樹茶業研
究部門（中核）、北海道、青森県、長野県

さらに、 剤耐性菌に対する防除体系の確立や改善について、地域の関係者が、県域を超えて協

力して行えるようにするための体制作りを推進（平成 年度効率的防除体制の構築事業、している。

課題内容

剤に代わる有効薬剤を既存の薬剤の中から探索するとともに、ＤＭＩ剤耐性菌に効果のある
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様々な個別技術をまとめて体系化。当該作業を県域を越えて共同で行うことを通じて、リンゴ黒星病の

防除体系の改善等を広域の関係者が協力して効率的に行う体制を構築。

１ 剤代替剤の選抜

２ 剤耐性菌の発生地域と未発生地域それぞれにおける代替剤の使用方法を確立

３ ＤＭＩ剤耐性菌に対する総合防除体系を構築
参画機関：農研機構・果樹茶業研究部門中核、青森県、秋田県、山形県、長野県

（３）総合的病害虫・雑草管理（ＰＭ）の普及、定着について 略

（４）農産物輸出促進のための新たな防除対策の確立等について

１） 最近の情勢
農林水産省では、平成 年に農林水産物・食品の輸出額を一兆円規模に拡大するという目標の具体化に

向け、重点品目ごとに目標額や重点国・地域を定めた「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」を平成

年８月に策定・公表し、ＰＤＣＡサイクルに基づきながら、輸出拡大に取り組んできた。

現在も「農林水産業の輸出力強化戦略」等の着実な実施に向け、オールジャパンでの戦略的で一貫性のある

プロモーションの企画・実行等による海外需要の創出、グローバル産地の形成、輸出環境の整備等を推進し、

国産農林水産物・食品の輸出を促進することを目的に、平成 年度の輸出促進関連予算（農林水産業の輸

出力強化）として約 億円が概算要求されており、関連対策を含めると 事業で構成されている。

参考） １農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略

２農林水産業の輸出力強化戦略

３平成３１年度予算概算決定の概要（輸出促進関連）

２）農産物輸出促進のための新たな防除対策の確立について

我が国の通常の防除体系で使用される農薬の中には、輸出相手国の残留農薬基準が我が国の基準に比

べて極めて低いや基準値が決定されていないものが多く存在し、結果として輸出の阻害要因となっている｡

こうした状況の下、平成 年度からは、農産物の海外への輸出促進につなげるよう、「農林水産物・食品の

国別・品目別輸出戦略」で示されている輸出重点品目について、輸出相手国で登録されていない農薬等の

使用を低減する新たな防除体系を確立し、その効果の提示を行いつつ産地への導入を支援する「農産物輸

出促進のための新たな防除体系の確立･導入事業」を実施した。

本事業の実施期間は平成 ～ 年度。対象は、以下の輸出重点品目。

・平成 年度対象：いちご、茶（煎茶（一番茶）・玉露）

・平成 年度対象：りんご（無袋栽培）、茶（かぶせ茶・抹茶）

・平成 年度対象：りんご（有袋栽培）、なし、かんきつ類

事業においては、輸出に取り組む産地への支援として、①産地説明会の開催、②病害虫防除マニュアルの

作成を行った。病害虫防除マニュアルに関しては、委託事業で得られた知見や成果に基づき、

ア日本と輸出相手国の残留農薬基準値の比較、

イ国内で使用される農薬の残留実態、

ウ化学合成農薬代替防除技術等を整理した病害虫防除マニュアルを作成・公表している。

なお、諸外国における残留農薬基準値に関する情報は、食料産業局輸出促進課が情報を更新している。

これまでの病害虫防除マニュアル作成実績は、以下のとおり。

・平成 年度事業成果：「いちご」及び「茶（煎茶（一番茶）・玉露）編」

（平成 年８月 日付けプレスリリース済み）

・平成 年度事業成果：「茶（かぶせ茶・抹茶）編」、「茶（総合編）」及び「りんご（無袋栽培）」

（平成 年 月 日付けプレスリリース済み）

・平成 年度事業成果：「りんご（有袋・無袋栽培）」、「なし」及び「かんきつ」

（平成 年３月６日付けプレスリリース済み）

（参考１）輸出相手国の残留農薬基準に対応した病害虫防除マニュアル ・・・ＨＰ

（参考２）諸外国における残留農薬基準値に関する情報 ・・・ＨＰ
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３ 農産物輸出用防除対策の確立における今後の取組について

病害虫防除マニュアルの普及・推進に関するフォローアップが重要であることから、昨年同様、各都道府県や

産地に対して、病害虫防除マニュアルの活用及び現場の課題に関するアンケート調査の実施を予定している。

また、平成 年に農林水産物・食品の輸出額を一兆円規模に拡大するという目標を達成するため、府省横

断の輸出力強化戦略実行チームが組織され、各府省の取組状況をフォローアップしつつ、今後の対策を検討

している。この強化戦略による対応をさらに加速するために、地域における防除マニュアルの活用を促進する方

策として、優良な防除マニュアルの活用事例を農水省ホームページから公表することとなった。取組状況の公表

に御協力いただける団体がまだ少ない状況であるが、現在公表に向け作業を進めているところである。

これから輸出に取り組もうという産地等への情報の共有化に繋がるよう、関係各所と意見交換をしながら、当

該ホームページの充実に努めたい。

（５）薬剤抵抗性病害虫対策について 略

（６）農林水産航空事業について 略

３資材費低減の観点を踏まえた今後の病害虫防除等について 略

４国内検疫関係

（１）種馬鈴しょ検疫制度の見直しについて（資料 ）

１） 経緯

繁殖の用に供する馬鈴しょ（種馬鈴しょ）を生産する場合、植物防疫法に基づき栽培期間中に植物防疫

官による検査が必要。一方で、検査の対象地域は、現在 道県のみが指定されており、それ以外の都府県

では検査を実施していない。

しかし、近年の馬鈴しょ生産の多様化等により、 道県以外の都府県で種馬鈴しょを生産しているとの情

報があり、種馬鈴しょの生産実態を考慮した検査体制を構築する必要があると考えており、種馬鈴しょを生産

（自家採種を除く）する全ての都道府県において、植物防疫官による栽培中の検査の導入を検討していると

ころ。

２） 今後の進め方について

① 各都道府県の協力を得た上で、種馬鈴しょの生産実態を把握するためのアンケート調査を実施予定。な

お、アンケートの内容については、９～ 月に開催した植物検疫担当者会議でいただいたご意見をもとに

調査項目を検討中。

② 調査結果をもとに、種馬鈴しょの生産実態を把握し、生産実態のある都道府県において、植物防疫所に

よる検査を開始する考え（平成 年度目途）。

３） 今後の主な予定

○ 平成 年 月～種馬鈴しょ生産実態の調査

○ 平成 年４月～種馬鈴しょ検疫の進め方を検討（規則改正を検討）

○秋期種馬鈴しょ検疫制度改正案を関係者と意見交換

○ 平成 年４月～規則の改正（新たな種馬鈴しょ検疫制度の開始）

（２）ジャガイモシストセンチュウの課題とその対策について

１） 背景

① ジャガイモシストセンチュウ（ ）は、植物防疫法における「検疫有害動物」であって、その発生国からの

寄主植物（ばれいしょ）の輸入は禁止されている。

② 国内では、昭和 年の 発生以降、種馬鈴しょ検疫の対象としてその発生地域では、植付前に土

壌検診を義務づける等の措置を実施してきた。

しかし、一般ほ場では特段の検疫措置は取っておらず、 抵抗性品種が開発されているものの、

抵抗性を持たない品種の作付けもあり、現在でも各地で発生している。

③ このため、検疫措置である の寄主植物の輸入禁止とあわせ、国内でも の調査等を開始し、国際

及び国内検疫で のまん延防止対策を同等に実施することで、 を総合的に管理して日本の植物

検疫の妥当性を確保したいと考えている。

２） 今後の進め方（予定）

① 検疫有害動物であって、農業上でも重要病害虫の一つである について、国内検疫の措置を講じ

て着実にまん延防止を進める考え。
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② ついては、 年度から３～４年かけながら、防除対策の基本となる の発生範囲の特定を進めること

とし、都道府県の協力を得た上で開始する予定。（予算措置を平成 年度概算要求中）。

③ 調査の結果、 発生地域と確認された地域では、 抵抗性品種の作付け等によるまん延防止対策

の徹底を図ることを検討している。

３） 調査方法（案）について
調査は、昨年度発生したテンサイシストセンチュウの発生調査のように、リスクに応じて設定した調査方

法で実施する。専門家及び先日開催した植物検疫担当者会議における意見を踏まえ、調査方法を別添

○のとおり考えている（資料○）。

なお、調査に当たっては、可能な範囲で過去のデータを活用する方向で検討している｡

（３）侵入警戒調査について 略

（４） テンサイシストセンチュウへの対応について
１）経緯

平成 年９月、長野県諏訪郡原村の一部のほ場のアブラナ属植物において、テンサイシストセンチュウ

（ ）が確認された。本線虫が確認された地域においては速やかにまん延防止対策が実施された。

２）発生範囲の特定調査の結果等

の確認を受けて、国内における発生範囲特定調査を開始し、平成 年 月までに全国で計 ほ

場を調査した結果、原村の一部地域の計 ほ場（約 ）のみで の発生を確認した。その後、追加の発

生調査を行い、平成 年３月までに全国で計 ほ場を調査した結果、新たに は確認されなかった。

３）防除対策の実施

これまでの調査結果、対策検討会議での検討等を踏まえて平成 年４月から緊急防除を開始した。緊急

防除の防除区域では、防除対策を実施すると共に、寄主植物の地下部等の移動制限等、当該線虫のまん延

防止対策を徹底した。

（５）クビアカツヤカミキリについて
１）経緯

① 平成 年７月、愛知県のサクラで本種の発生を確認。その後の調査で、７都府県の公園や街路樹、学

校、園地等のサクラ、ウメ、モモ等において発生を確認。

② 平成 年２月、環境省及び農水省から都道府県の環境部局及び農林水産部局に対して、まん延防止

のための適切な防除対策の実施等を要請。

③ 平成 年１月、本種が外来生物法に基づく特定外来生物に指定。

２）対応状況

④ 農薬登録情報
本種の確認以降、４剤（フェンプロパトリンエアゾル、メタフルミゾン水和剤、ペルメトリンエアゾル、アセタ

ミプリド液剤）について、都道府県の農林水産部局等の関係機関が連携して試験を実施し適用拡大され

た。

⑤ 試験研究の推進
平成 年度「イノベーション創出強化研究推進事業」において本種の未発生県を含む６府県の農林

水産部局等を中心とした共同研究機関が参画した「サクラ・モモ・ウメ等バラ科樹木を加害する外来種クビ

アカツヤカミキリの防除法の開発」が採択され、本年から本種の効率的な防除手法を開発し、被害の封じ

込め等を目的とした事業が開始された。

３）環境省との情報交換

平成 年 月、環境省と情報交換を実施し、農林水産部局の対応状況について、情報提供を

行うとともに、生産者等の懸念事項である環境部局における公園、街路樹等のサクラ等において、適切な

防除対策の徹底が行われないことに伴う本種のまん延と生産園地における被害の拡大について伝達し、

当該地域における適切な防除対策の実施を要請。

５農産物輸出促進のための新たな取組みについて 略

− 23−− 22−



本編 資料・抜粋

３ 農産物輸出用防除対策の確立における今後の取組について

病害虫防除マニュアルの普及・推進に関するフォローアップが重要であることから、昨年同様、各都道府県や

産地に対して、病害虫防除マニュアルの活用及び現場の課題に関するアンケート調査の実施を予定している。

また、平成 年に農林水産物・食品の輸出額を一兆円規模に拡大するという目標を達成するため、府省横

断の輸出力強化戦略実行チームが組織され、各府省の取組状況をフォローアップしつつ、今後の対策を検討

している。この強化戦略による対応をさらに加速するために、地域における防除マニュアルの活用を促進する方

策として、優良な防除マニュアルの活用事例を農水省ホームページから公表することとなった。取組状況の公表

に御協力いただける団体がまだ少ない状況であるが、現在公表に向け作業を進めているところである。

これから輸出に取り組もうという産地等への情報の共有化に繋がるよう、関係各所と意見交換をしながら、当

該ホームページの充実に努めたい。

（５）薬剤抵抗性病害虫対策について 略

（６）農林水産航空事業について 略

３資材費低減の観点を踏まえた今後の病害虫防除等について 略

４国内検疫関係

（１）種馬鈴しょ検疫制度の見直しについて（資料 ）

１） 経緯

繁殖の用に供する馬鈴しょ（種馬鈴しょ）を生産する場合、植物防疫法に基づき栽培期間中に植物防疫

官による検査が必要。一方で、検査の対象地域は、現在 道県のみが指定されており、それ以外の都府県

では検査を実施していない。

しかし、近年の馬鈴しょ生産の多様化等により、 道県以外の都府県で種馬鈴しょを生産しているとの情

報があり、種馬鈴しょの生産実態を考慮した検査体制を構築する必要があると考えており、種馬鈴しょを生産

（自家採種を除く）する全ての都道府県において、植物防疫官による栽培中の検査の導入を検討していると

ころ。

２） 今後の進め方について

① 各都道府県の協力を得た上で、種馬鈴しょの生産実態を把握するためのアンケート調査を実施予定。な

お、アンケートの内容については、９～ 月に開催した植物検疫担当者会議でいただいたご意見をもとに

調査項目を検討中。

② 調査結果をもとに、種馬鈴しょの生産実態を把握し、生産実態のある都道府県において、植物防疫所に

よる検査を開始する考え（平成 年度目途）。

３） 今後の主な予定

○ 平成 年 月～種馬鈴しょ生産実態の調査

○ 平成 年４月～種馬鈴しょ検疫の進め方を検討（規則改正を検討）

○秋期種馬鈴しょ検疫制度改正案を関係者と意見交換

○ 平成 年４月～規則の改正（新たな種馬鈴しょ検疫制度の開始）

（２）ジャガイモシストセンチュウの課題とその対策について

１） 背景

① ジャガイモシストセンチュウ（ ）は、植物防疫法における「検疫有害動物」であって、その発生国からの

寄主植物（ばれいしょ）の輸入は禁止されている。

② 国内では、昭和 年の 発生以降、種馬鈴しょ検疫の対象としてその発生地域では、植付前に土

壌検診を義務づける等の措置を実施してきた。

しかし、一般ほ場では特段の検疫措置は取っておらず、 抵抗性品種が開発されているものの、

抵抗性を持たない品種の作付けもあり、現在でも各地で発生している。

③ このため、検疫措置である の寄主植物の輸入禁止とあわせ、国内でも の調査等を開始し、国際

及び国内検疫で のまん延防止対策を同等に実施することで、 を総合的に管理して日本の植物

検疫の妥当性を確保したいと考えている。

２） 今後の進め方（予定）

① 検疫有害動物であって、農業上でも重要病害虫の一つである について、国内検疫の措置を講じ

て着実にまん延防止を進める考え。
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② ついては、 年度から３～４年かけながら、防除対策の基本となる の発生範囲の特定を進めること

とし、都道府県の協力を得た上で開始する予定。（予算措置を平成 年度概算要求中）。

③ 調査の結果、 発生地域と確認された地域では、 抵抗性品種の作付け等によるまん延防止対策

の徹底を図ることを検討している。

３） 調査方法（案）について
調査は、昨年度発生したテンサイシストセンチュウの発生調査のように、リスクに応じて設定した調査方

法で実施する。専門家及び先日開催した植物検疫担当者会議における意見を踏まえ、調査方法を別添

○のとおり考えている（資料○）。

なお、調査に当たっては、可能な範囲で過去のデータを活用する方向で検討している｡

（３）侵入警戒調査について 略

（４） テンサイシストセンチュウへの対応について
１）経緯

平成 年９月、長野県諏訪郡原村の一部のほ場のアブラナ属植物において、テンサイシストセンチュウ

（ ）が確認された。本線虫が確認された地域においては速やかにまん延防止対策が実施された。

２）発生範囲の特定調査の結果等

の確認を受けて、国内における発生範囲特定調査を開始し、平成 年 月までに全国で計 ほ

場を調査した結果、原村の一部地域の計 ほ場（約 ）のみで の発生を確認した。その後、追加の発

生調査を行い、平成 年３月までに全国で計 ほ場を調査した結果、新たに は確認されなかった。

３）防除対策の実施

これまでの調査結果、対策検討会議での検討等を踏まえて平成 年４月から緊急防除を開始した。緊急

防除の防除区域では、防除対策を実施すると共に、寄主植物の地下部等の移動制限等、当該線虫のまん延

防止対策を徹底した。

（５）クビアカツヤカミキリについて
１）経緯

① 平成 年７月、愛知県のサクラで本種の発生を確認。その後の調査で、７都府県の公園や街路樹、学

校、園地等のサクラ、ウメ、モモ等において発生を確認。

② 平成 年２月、環境省及び農水省から都道府県の環境部局及び農林水産部局に対して、まん延防止

のための適切な防除対策の実施等を要請。

③ 平成 年１月、本種が外来生物法に基づく特定外来生物に指定。

２）対応状況

④ 農薬登録情報
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３）環境省との情報交換
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５農産物輸出促進のための新たな取組みについて 略
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種馬鈴しょ検疫制度について

 馬鈴しょは、栄養繁殖によって増殖されるため、種馬鈴しょを介して病害虫がまん延した場
合、馬鈴しょ生産に甚大な被害を与えるおそれ。このため、無病健全な種馬鈴しょを供給する
必要があることから、植物防疫法において「馬鈴しょ」を指定種苗として指定。

 国内検疫の目的は、植物防疫法において「新たに国内に侵入し、又は既に国内の一部に存
在している有害動植物のまん延を防止するため、検疫（検査）を実施する。」と規定。

原原種

原種

採種

青果用等の馬鈴しょ  一般農家が採種を用いて青果用等の馬鈴しょを生産
 種馬鈴しょを生産しないので、検査は不要

種馬鈴しょの生産者（（１）の地域の生産者）は、毎年、（２）の病害虫を対象とした検査（使用
予定種馬鈴しょ、植付予定ほ場、栽培中のほ場及び生産物の検査）を受ける必要。

（１）検査の対象地域（１１道県）

北海道、青森県、岩手県、福島県、群馬県、山梨県、長野県、岡山県、広島県、長崎県及び
熊本県

（２）検査の対象病害虫（１０病害虫）

ジャガイモガ、ジャガイモシストセンチュウ、ジャガイモシロシストセンチュウ、馬鈴しょウイル
ス、輪腐病菌、そうか病菌、粉状そうか病菌、黒あざ病菌、疫病菌及び青枯病菌

（３）検査の適用除外
① （１）の地域以外で生産される種馬鈴しょ

② 都道府県又は農業・食品産業技術研究機構（種苗管理センター）が生産し、かつ、農林水
産大臣の定める基準（告示）に基づき自ら検査する種馬鈴しょ

③ 種馬鈴しょの生産者が同一都道府県の区域内で自家採種用として生産する種馬鈴しょ

（４）検査の流れ

 農業・食品産業技術研究機構（種苗管理センター）が原原種を生産

 農林水産大臣の定める基準（告示）に基づき種苗管理センターが自ら
検査を実施

１ 制度の目的等

２ 検査の概要

 道県が原種ほ場の設置を認めた生産者団体が原種生産農家に委託
 原種生産農家が原原種を用いて原種を生産
 種馬鈴しょ検疫規程（告示）に基づき植物防疫官が検査を実施

 採種生産農家が原種を用いて採種を生産
 種馬鈴しょ検疫規程（告示）に基づき植物防疫官が検査を実施

資料11
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２ 農薬の適正使用について  
農薬の残留基準値超過事案や農薬の不適正使用事案への対応について

 現状 平成 年のポジティブリスト制度導入以来、農薬の適正な使用の指導のさらなる徹底を図

ってきたが、依然として農薬残留基準値を超過する事例が散見される（過去 年間の平均で 件

／年程度）。基準値超過の原因としては、適用に関する知識不足、ラベルの確認不足による適用の

ない作物への農薬の使用、散布器具の洗浄が不十分であったことによる別の作物に使用した農薬

の混入、農薬のドリフト等が報告されている。また、近年は生産・流通ルート別では、農産物直売所

など農協を経由しないルートで販売される農産物における基準値超過もみられている。さらに、農薬

残留基準値は超過していないものの、農薬の不適正使用も散見されている。

 発生時の対応

このような状況に鑑み、農林水産省は農薬の基準値超過事案や農薬の不適正使用事案への対

応は、事案の発生した真の原因に則した再発防止策が講じられることが最も重要であると考え、まず

は徹底的な原因究明を行っていただくようお願いしているところである。このような事案が発生した場

合には、購入者に対する健康影響や全国的な対応の必要性などの観点から、 別紙２－２ に示すと

おり、状況の確認や必要に応じて出荷の自粛等の対応を講じていただくとともに、できるだけ速やか

に農林水産省に第１報の提供をお願いしたい。報告に当たっては様式の例を別紙２－３に示してい

るので、これを参考としていただきたい。なお、農薬の使用履歴がない場合は農薬の種類や使用方

法については農家の記憶に頼るほかなく、また農家の勘違いによる誤使用の場合は記録と実際の

使用方法が一致しない可能性もあり、原因究明が困難なケースもあると考えられるが、検出された残

留濃度、使用履歴その他周辺情報を総合的に勘案して、当該事案の発生原因として説得力のある

ものであるかどうかを検討した上で、調査結果をご報告願いたい。

 原因究明と指導について

基準値超過が判明した場合、再発防止のための対策が講じられることが肝要であり、以下の手順に

沿った都道府県の迅速な対応が求められる。

・当該農産物を摂取した場合の健康影響の判断（通常は保健衛生部局対応）

・必要な場合､当該農産物の回収､出荷自粛等の措置 通常は保健衛生部局対応

・基準値超過の生じた原因の究明

・再発防止のための対策の実施

① 基準値超過の原因究明

ア 基準値超過の原因は､ラベルの確認不足等による適用のない作物への農薬の使用が大半。その

他､使用時期､回数又は希釈倍数の誤り､散布器具の未洗浄や洗浄が不十分であったことによる

別の作物に使用した農薬の混入、農薬のドリフトなど。

イ 以下を念頭に、都道府県において踏み込んだ原因究明を行うことが、再発防止の第一歩。

・原因究明の目的は、違反を摘発して農業者を処罰することではない。同じ原因による基準値

超過が再発しないよう対策を講じるのが目的であり、何が原因であったのかの確実な見極め

が不可欠。

・農薬の使用履歴や農家からの聞き取りに基づき構築された基準値超過のシナリオが、問題の

農産物中の残留レベルと比較して妥当なものであるかの検証が必要。（農薬対策室は、検証

作業に協力する用意）

・基準値超過の原因を安易に使用基準違反以外のところ 散布器の洗浄不足､ドリフト等）に求

めると、真の原因が見逃され、誤使用が放置される。

イ 最終的に結論が推定を含むものとなったり、原因を一つに絞りきれなかったとしても、類似の事

例が蓄積されていく過程で一定の傾向が見えてくる可能性もあるので、報告をお願いしたい｡

ウ 基準値超過の原因は、農薬登録の際に想定していない栽培体系や農薬の使用、作物残留試

験で捉えきれなかった残留量のばらつきなどが原因となることも否定できず、このような可能性

が示唆された場合は、国において使用基準又は農薬残留基準値の変更も検討することとなる。

② 再発防止のための実効性のある対策の実施

基準値超過事案は、その発生原因や再発防止対策等の情報を全国の関係者間で共有し、同

じ過ちを起こさないようにすることが重要。
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このため、基準値超過事案に関する情報を電子メール等を通じて全国の関係者間で速やか

に共有する仕組みとしている。

・農薬対策室は、都道府県の担当者からの報告に基づき、基準値超過事案の発生した状況や

それを防止するためにとられた対策について、全国の都道府県の担当者に電子メールで速

やかに情報提供｡ 地方農政局等の農薬担当者にも同時に送付｡

・都道府県においては､担当者宛てに提供される情報が現場で農家の指導に携わる者に活用さ

れるよう､普及指導員等に速やかに情報提供する等の対応をお願いする｡

③ 健康影響に関する的確な判断に基づく回収、出荷自粛等

基準値超過の判明した農産物の回収や出荷自粛等の措置は、通常は都道府県の保健衛生

部局による対応となるが、農協等による出荷前検査で基準値超過事案が判明した場合には、当

該農産物の食品としての安全性や自主回収・出荷自粛等の措置について農薬担当部局の見解

を求められることも考えられる。その際には、特に （一日許容摂取量）や （急性参照用

量）が小さい農薬の場合や残留濃度が基準値を大幅に超過する場合には、以下に留意が必要

である。

・慢性影響の有無の判断に当たっては、当該農産物からの農薬の摂取量と の単純比較でな

く、基準値超過のあった品目以外の食品からの当該農薬の平均的な摂取量も考慮する必要。

・短期影響の有無の判断に当たっては、 が設定されている農薬については、作物残留濃度

のばらつきや当該農産物を一度に大量に摂取した場合も考慮して短期経口暴露量を試算し、

との比較が必要。

・なお、基準値への適合の確認や暴露量の試算に当たっては、農薬の有効成分のほか、その代

謝物についても分析が必要な場合もあるので、出荷前の自主検査を行う の分析機関等にお

ける適切な対応が必要。

（農薬対策室は､都道府県からの要請があれば､上記の試算等に協力する用意｡）

農薬の適用作物名について

本年度、一部地域において、「メロン」の栽培過程で副産物として生じる「漬物用メロン」に適用の

ない農薬が使用される事案が発生した。同名の作物であっても、収穫時期、作物の大きさや形状等

の違いによっては、農薬の残留量が異なり、このような場合には、農薬の適用を分け、異なる使用基

準を定めているところである。今回の事案を受け本年度 月に、誤認を防ぐための指導の状況、ま

た、その他の事例に関する指導の状況についての調査をご協力頂いたところ。今後、誤認の多い農

作物の多い農作物について改めて整理し、情報提供する予定。

都道府県におかれましては、農家等の農薬使用者に対して農薬の適用作物を誤認しないよう、

改めて指導の徹底を図るようお願いする。

農薬の危害防止について

農薬危害防止運動（農薬による危害防止対策） 略

２）住宅地等における農薬使用

①住宅地通知の概要

学校、公園、街路樹並びに住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛

散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすることが必要。このため「農薬を使用する者が

遵守すべき基準を定める省令」（平成 年農水産省・環境省令第 号）第 条において､住宅地

周辺における農薬使用に当たって飛散防止のために必要な措置を講じるよう努めるべき旨を規定。

取組みを徹底するため平成 年 月 日に以下の内容を加え、新たに｢住宅地等における

農薬使用について｣ 消安第 号・環水大土発第 号農林水産省消費・安全局長、

環境省水・大気環境局長通知。以下「住宅地通知」という。）を制定。

ア 住宅地等における農薬使用に際しての遵守事項の指導

・なるべく農薬を「散布」しない病害虫管理の実施

・予防散布及び現地混用の回避

・飛散低減対策の実施

・農薬使用前の周辺住民等への周知の実施 等

イ 地方公共団体が行う病害虫防除における取組の推進

・植栽管理の委託業務仕様書に住宅地通知の遵守を規定

・農薬を使用する業務を委託する際の入札要件に農薬管理指導士等を規定

ウ 相談窓口の設置等の体制整備

・周辺住民等からの相談に、関係部局が相互に連携して対応できるよう相談窓口の設置等の体

制を整備

②住宅地通知の指導の実施状況

地方公共団体に対し、住宅地通知の幅広い周知や①ア～ウについて協力を要請してきたところであ

り、これまでも通知や研修会、講習会等の実施により周知先の拡充が図られてきたところ。本年度の農

薬の危害防止運動の総括・検証の結果や、 年度の住宅地通知に係る研修会等の実施実績な

ど、共有されている他都道府県の取組を参考に、周知先の範囲拡充や入札資格要件の設定など、住

宅地通知に基づく一層の取組の徹底を図るようお願いする。

③通知の再周知

昨年 月、公立小学校において児童が授業を受けている時間帯に、敷地内樹木の害虫駆除を目的

として農薬が散布され、それにより 名の児童が体調不良を訴え、病院に搬送される事案が発生した。

同様の事案が発生しないよう、農水省と環境省は都道府県宛てに『「住宅地等における農薬使用につ

いて」の再周知・指導の徹底について」（平成 年 月 日付け 消安第 号・環水大土発

第 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、環境省水・大気環境局土壌環境課農薬

環境管理室長通知』。以下「再周知通知」という。）を発出した（別紙２－４参照）。

都道府県におかれては、再周知通知に記載の事案だけでなく、住宅地等における農薬使用による被

害の発生を防ぐため、今後とも農業場面のみならず、道路、公園、学校、保健所、住宅等といった不特

定多数の方が立ち寄る公共施設の所管部局に対し、住宅地通知の再周知、指導及び理解の徹底をお

願いする。また、これらの部局の担当者を対象とした研修会等の積極的な開催をお願いする。

④ 相談窓口について
全ての都道府県において相談窓口が設置され、関係部局が連携して対応する体制が整備されてい

る。引き続きの対応をお願いする。

⑤ 研修等
これまでも農政局及び都道府県等が主催する講習会、研修会において住宅地通知に係る説明に

講師として職員の派遣を行っている。住宅地等における農薬使用による被害の発生を防ぐためにも、今

後もご相談があれば講師の派遣を検討するので、農政局、都道府県においては再周知通知に記載し

たような事案の再発防止のためにも講習会、研修会の積極的な開催をお願いしたい。

 今般の農薬取締法改正に伴う対応事項について
今般の農薬取締法改正では、農薬の登録審査の充実等が大きな見直しの内容となっているが、販

売者、使用者など全ての農薬を取り扱う者が販売及び使用の規制に従い、適正に取り扱うことで、農薬

の安全性は確保される。

このため、都道府県におかれては、今般、法令改正があった以下に掲げる農薬の販売及び使用の

規制に関する事項について、平成 年 月 日に開催した農薬取締法改正に係る都道府県等

担当者会議の際の配布資料（別紙２－５）を参考に農薬の販売者、使用者それぞれに指導・周知をお

願いしたい。

（４）蜜蜂への危害防止対策
平成 年 月、ＥＵは、蜜蜂への危害を防止するため、ネオニコチノイド系農薬の使用の一部を

暫定的に制限することを決定した。これを受け、これらの農薬に対する関心が高まったことに応え、蜜

蜂への危害を防止することを目的として我が国で行っている取組の内容を、同年 月 日にＱ＆Ａ

の形式で、農林水産省のホームページに｢農薬による蜜蜂の危害を防止するための我が国の取組｣と

して掲載した（ 新改訂：平成 年 月）。

基本的考え方

欧米では、女王蜂や幼虫だけを残して働き蜂がいなくなる、いわゆる「蜂群崩壊症候群」（ＣＣＤ）

が報告されており、ネオニコチノイド系農薬との関係が疑われているが、我が国ではこのような現象

は見られていない。
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このため、基準値超過事案に関する情報を電子メール等を通じて全国の関係者間で速やか

に共有する仕組みとしている。

・農薬対策室は、都道府県の担当者からの報告に基づき、基準値超過事案の発生した状況や

それを防止するためにとられた対策について、全国の都道府県の担当者に電子メールで速

やかに情報提供｡ 地方農政局等の農薬担当者にも同時に送付｡

・都道府県においては､担当者宛てに提供される情報が現場で農家の指導に携わる者に活用さ

れるよう､普及指導員等に速やかに情報提供する等の対応をお願いする｡

③ 健康影響に関する的確な判断に基づく回収、出荷自粛等

基準値超過の判明した農産物の回収や出荷自粛等の措置は、通常は都道府県の保健衛生

部局による対応となるが、農協等による出荷前検査で基準値超過事案が判明した場合には、当

該農産物の食品としての安全性や自主回収・出荷自粛等の措置について農薬担当部局の見解

を求められることも考えられる。その際には、特に （一日許容摂取量）や （急性参照用

量）が小さい農薬の場合や残留濃度が基準値を大幅に超過する場合には、以下に留意が必要

である。

・慢性影響の有無の判断に当たっては、当該農産物からの農薬の摂取量と の単純比較でな

く、基準値超過のあった品目以外の食品からの当該農薬の平均的な摂取量も考慮する必要。

・短期影響の有無の判断に当たっては、 が設定されている農薬については、作物残留濃度

のばらつきや当該農産物を一度に大量に摂取した場合も考慮して短期経口暴露量を試算し、

との比較が必要。

・なお、基準値への適合の確認や暴露量の試算に当たっては、農薬の有効成分のほか、その代

謝物についても分析が必要な場合もあるので、出荷前の自主検査を行う の分析機関等にお

ける適切な対応が必要。

（農薬対策室は､都道府県からの要請があれば､上記の試算等に協力する用意｡）

農薬の適用作物名について

本年度、一部地域において、「メロン」の栽培過程で副産物として生じる「漬物用メロン」に適用の

ない農薬が使用される事案が発生した。同名の作物であっても、収穫時期、作物の大きさや形状等

の違いによっては、農薬の残留量が異なり、このような場合には、農薬の適用を分け、異なる使用基

準を定めているところである。今回の事案を受け本年度 月に、誤認を防ぐための指導の状況、ま

た、その他の事例に関する指導の状況についての調査をご協力頂いたところ。今後、誤認の多い農

作物の多い農作物について改めて整理し、情報提供する予定。

都道府県におかれましては、農家等の農薬使用者に対して農薬の適用作物を誤認しないよう、

改めて指導の徹底を図るようお願いする。

農薬の危害防止について

農薬危害防止運動（農薬による危害防止対策） 略

２）住宅地等における農薬使用

①住宅地通知の概要

学校、公園、街路樹並びに住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛

散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすることが必要。このため「農薬を使用する者が

遵守すべき基準を定める省令」（平成 年農水産省・環境省令第 号）第 条において､住宅地

周辺における農薬使用に当たって飛散防止のために必要な措置を講じるよう努めるべき旨を規定。

取組みを徹底するため平成 年 月 日に以下の内容を加え、新たに｢住宅地等における

農薬使用について｣ 消安第 号・環水大土発第 号農林水産省消費・安全局長、

環境省水・大気環境局長通知。以下「住宅地通知」という。）を制定。

ア 住宅地等における農薬使用に際しての遵守事項の指導

・なるべく農薬を「散布」しない病害虫管理の実施

・予防散布及び現地混用の回避

・飛散低減対策の実施

・農薬使用前の周辺住民等への周知の実施 等

イ 地方公共団体が行う病害虫防除における取組の推進

・植栽管理の委託業務仕様書に住宅地通知の遵守を規定

・農薬を使用する業務を委託する際の入札要件に農薬管理指導士等を規定

ウ 相談窓口の設置等の体制整備

・周辺住民等からの相談に、関係部局が相互に連携して対応できるよう相談窓口の設置等の体

制を整備

②住宅地通知の指導の実施状況

地方公共団体に対し、住宅地通知の幅広い周知や①ア～ウについて協力を要請してきたところであ

り、これまでも通知や研修会、講習会等の実施により周知先の拡充が図られてきたところ。本年度の農

薬の危害防止運動の総括・検証の結果や、 年度の住宅地通知に係る研修会等の実施実績な

ど、共有されている他都道府県の取組を参考に、周知先の範囲拡充や入札資格要件の設定など、住

宅地通知に基づく一層の取組の徹底を図るようお願いする。

③通知の再周知

昨年 月、公立小学校において児童が授業を受けている時間帯に、敷地内樹木の害虫駆除を目的

として農薬が散布され、それにより 名の児童が体調不良を訴え、病院に搬送される事案が発生した。

同様の事案が発生しないよう、農水省と環境省は都道府県宛てに『「住宅地等における農薬使用につ

いて」の再周知・指導の徹底について」（平成 年 月 日付け 消安第 号・環水大土発

第 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、環境省水・大気環境局土壌環境課農薬

環境管理室長通知』。以下「再周知通知」という。）を発出した（別紙２－４参照）。

都道府県におかれては、再周知通知に記載の事案だけでなく、住宅地等における農薬使用による被

害の発生を防ぐため、今後とも農業場面のみならず、道路、公園、学校、保健所、住宅等といった不特

定多数の方が立ち寄る公共施設の所管部局に対し、住宅地通知の再周知、指導及び理解の徹底をお

願いする。また、これらの部局の担当者を対象とした研修会等の積極的な開催をお願いする。

④ 相談窓口について
全ての都道府県において相談窓口が設置され、関係部局が連携して対応する体制が整備されてい

る。引き続きの対応をお願いする。

⑤ 研修等
これまでも農政局及び都道府県等が主催する講習会、研修会において住宅地通知に係る説明に

講師として職員の派遣を行っている。住宅地等における農薬使用による被害の発生を防ぐためにも、今

後もご相談があれば講師の派遣を検討するので、農政局、都道府県においては再周知通知に記載し

たような事案の再発防止のためにも講習会、研修会の積極的な開催をお願いしたい。

 今般の農薬取締法改正に伴う対応事項について
今般の農薬取締法改正では、農薬の登録審査の充実等が大きな見直しの内容となっているが、販

売者、使用者など全ての農薬を取り扱う者が販売及び使用の規制に従い、適正に取り扱うことで、農薬

の安全性は確保される。

このため、都道府県におかれては、今般、法令改正があった以下に掲げる農薬の販売及び使用の

規制に関する事項について、平成 年 月 日に開催した農薬取締法改正に係る都道府県等

担当者会議の際の配布資料（別紙２－５）を参考に農薬の販売者、使用者それぞれに指導・周知をお

願いしたい。

（４）蜜蜂への危害防止対策
平成 年 月、ＥＵは、蜜蜂への危害を防止するため、ネオニコチノイド系農薬の使用の一部を

暫定的に制限することを決定した。これを受け、これらの農薬に対する関心が高まったことに応え、蜜

蜂への危害を防止することを目的として我が国で行っている取組の内容を、同年 月 日にＱ＆Ａ

の形式で、農林水産省のホームページに｢農薬による蜜蜂の危害を防止するための我が国の取組｣と

して掲載した（ 新改訂：平成 年 月）。

基本的考え方

欧米では、女王蜂や幼虫だけを残して働き蜂がいなくなる、いわゆる「蜂群崩壊症候群」（ＣＣＤ）

が報告されており、ネオニコチノイド系農薬との関係が疑われているが、我が国ではこのような現象

は見られていない。
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また、ネオニコチノイド系農薬は、害虫のみならず蜜蜂に対しても影響を与えるものであることは事

実で、我が国の稲作において、米の商品価値を著しく低下させるカメムシの防除が重要である中、

・防除効果に優れており、また、カメムシ防除に使われる他の系統の農薬に比べ、人や水生生物に

対する安全性等の観点から利点があること

・カメムシ防除に使われる農薬の中で、蜜蜂への悪影響が少ない代替剤がないことから、現時点で

は、蜜蜂の被害ができるだけ生じないようにしながら使用していくことが適当である。

農薬が原因と疑われる蜜蜂の被害が水稲のカメムシ防除の時期に多く報告されていることを

踏まえ、ネオニコチノイド系農薬も含め、農薬を使用する場合は、農家と養蜂家との間で巣箱の

設置場所や農薬の使用時期などの情報を共有し、巣箱の退避などの対策を講じるよう指導して

いくことが重要である。

 被害事例に関する調査・報告について
我が国における農薬の使用に伴って発生した疑いのある蜜蜂の被害事例は、平成 年度以前

は、毎年、全国で数件程度の報告があったが、それらの事例と原因との関係についての十分なデー

タは把握できていなかった。

このため、農林水産省は、国内外で関心の高い農薬と蜜蜂の被害発生との関連性を把握し、事

故の発生要因を考慮した被害軽減対策の検討に役立てるため、平成 年度から平成 年度ま

での３年間（平成 年 月 日～平成 年 月 日）で、農薬が原因と疑われる蜜蜂数の顕

著な減少や大量の死虫の発生事例（以下「被害」。）を調査し、被害の発生要因を解析することとし

た。なお、巣箱の周辺で採取された死虫は、 に送付して分析を行い、要因解析に活用した。

 蜜蜂被害事例調査（平成 年度～ 年度）の結果及び今後の取組について

３年間の調査結果を総合的に解析し、平成 年 月 日に公表した。

○被害の発生は、水稲のカメムシを防除する時期に多く、巣箱の周辺で採取された死虫からは各種

の殺虫剤が検出されたが、それらの殺虫剤の多くは水稲のカメムシ防除への使用することが可能

なものであった。そのため、これらの死虫が、水稲のカメムシ防除に使用された殺虫剤を直接浴び

た可能性が高いと考えられる。

〇検出された各種の殺虫剤の被害への影響の程度は特定できなかった。

〇蜜蜂の被害を軽減させるためには、農林水産省が、被害調査の中で都道府県に指導してきた以下

の対策が有効であることが判明。

①農薬使用者と養蜂家の間の情報共有

・養蜂家は、巣箱の設置場所等の情報を農薬の使用者と共有する

・農薬の使用者は、農薬を散布する場合は、事前に、散布場所周辺の養蜂家に対し、その旨を

連絡する 等

②養蜂家による対策（巣箱の設置場所の工夫・退避）

・水田に囲まれた場所や周辺に水稲以外の花粉源が少ない場所では、被害発生の低減のため

には、巣箱を置かないようにするか、水稲の開花期に巣箱を退避する 等

③農薬使用者による対策（農薬の使用の工夫）

・蜜蜂の活動が盛んな時間帯 ～ 時 の農薬散布を避け、できるだけ早朝、または夕刻に

散布する

・蜜蜂が浴びにくい形の殺虫剤 粒剤の田面散布 を使用する等

本結果を踏まえ、

①農林水産省は、以下の取組を実施。

・都道府県による対策の継続的な実施を促進する。

・水稲のカメムシを防除する時期（７月～９月頃）には、対策の実施を徹底し、注意喚起を行うた

め、都道府県に対し、通知を発出する。その際、水稲以外の作物についても、情報共有等の

対策を行うよう注意喚起を行う。

②農林水産省は、上記の対策が有効であったかどうかの検証等のために、毎年、都道府県ごとに被

害の件数等を把握。

なお、平成 年度の蜜蜂被害件数及び対策の検証結果については、平成 年 月 日

付けで公表した。なお、被害が継続している地域において、農林水産省も都道府県等に協力し

て、地域で更なる被害防止対策の検討を実施した。「平成 年度の蜜蜂被害軽減対策の推進

について」（平成 年 月 日付け

消安第 号・ 生畜第 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長・生産局畜産

部畜産振興課長通知）に示した調査を実施頂くとともに、引き続き情報交換の徹底や、地域の実態

に合わせた対策に努めていただき、対策の有効性の検証等を行って頂くようお願いする。

別紙２－１  

残留農薬基準値超過や不適正使用事案事例（平成 年 月 日～ 月末日） 

品目 農薬名 区分 検 検出値 
 
基 基準値 

 原因 

茶 茶 プロ プシミドン 殺虫剤   隣接ハウスで栽培する作物に散布した

農薬が、ハウスの換気扇を通じて飛散した 

こま こまつな イミシアホス 殺菌剤   農薬の土壌残留が原因の一つとして

考えられるが特定できず 

漬 漬物用

メロン 

①アクリナトリン 
②イミノクタジンアルベシ

ル酸塩 
③ニテンピラム 
④フロニカミド 

殺虫剤・

殺菌剤 不検出 

①0.2 
②0.3 
③0.3 
④0.4 

「メロン」に登録があれば

「漬物用メロン」にも

使用可能と誤認した 

モロ モヘイヤ  除草剤   農薬の土壌残留が原因の一つ

として考えられるが特定できず 

コ コマツナ 
①テフルベンズロン 
②トルフェンピラド 殺虫剤 

①0.73

②2.1 
①0.01 
②0.01 

知識不足により、他の葉菜類に

登録があればコマツナについても

使用可能と誤認した 

さ さんしょう フルトラニル 殺菌剤   隣接するほ場で使用した農薬が飛散した 

セ セロリ メトラクロール 除草剤   散布器具の未洗浄及び隣接した畝

に使用した農薬が飛散した疑い 

しゅ しゅんぎく オリサストロビン 殺菌剤   
稲の育苗時に使用した農薬が

土壌にしみ込み次作として栽培した

しゅんぎくが吸収した 

チ チンゲン菜 エトフェンプロックス 殺虫剤   ラベルを確認せず適用のない

チンゲン菜に使用した 

こま こまつな ①フェリムゾン 
②フサライド 殺虫剤 ①0.02 

②0.03 
①0.01 
②0.01 隣接するほ場で使用した農薬が飛散した 

ニラ ニラ エトフェンプロックス 殺虫剤   ラベルを確認せず適用のないニラ

に使用した 

ね ねぎ ダイアジノン 殺虫剤   使用基準（使用量）違反 

きゅ きゅうり ピロキロン 殺菌剤   
稲の育苗時に使用した農薬が

土壌にしみ込み次作として栽培した

きゅうりが吸収した 

に にんじん アセフェート 殺虫剤   
隣接した畝で使用した農薬が降雨

により流出し、にんじんが吸収した 
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また、ネオニコチノイド系農薬は、害虫のみならず蜜蜂に対しても影響を与えるものであることは事

実で、我が国の稲作において、米の商品価値を著しく低下させるカメムシの防除が重要である中、

・防除効果に優れており、また、カメムシ防除に使われる他の系統の農薬に比べ、人や水生生物に

対する安全性等の観点から利点があること

・カメムシ防除に使われる農薬の中で、蜜蜂への悪影響が少ない代替剤がないことから、現時点で

は、蜜蜂の被害ができるだけ生じないようにしながら使用していくことが適当である。

農薬が原因と疑われる蜜蜂の被害が水稲のカメムシ防除の時期に多く報告されていることを

踏まえ、ネオニコチノイド系農薬も含め、農薬を使用する場合は、農家と養蜂家との間で巣箱の

設置場所や農薬の使用時期などの情報を共有し、巣箱の退避などの対策を講じるよう指導して

いくことが重要である。

 被害事例に関する調査・報告について
我が国における農薬の使用に伴って発生した疑いのある蜜蜂の被害事例は、平成 年度以前

は、毎年、全国で数件程度の報告があったが、それらの事例と原因との関係についての十分なデー

タは把握できていなかった。

このため、農林水産省は、国内外で関心の高い農薬と蜜蜂の被害発生との関連性を把握し、事

故の発生要因を考慮した被害軽減対策の検討に役立てるため、平成 年度から平成 年度ま

での３年間（平成 年 月 日～平成 年 月 日）で、農薬が原因と疑われる蜜蜂数の顕

著な減少や大量の死虫の発生事例（以下「被害」。）を調査し、被害の発生要因を解析することとし

た。なお、巣箱の周辺で採取された死虫は、 に送付して分析を行い、要因解析に活用した。

 蜜蜂被害事例調査（平成 年度～ 年度）の結果及び今後の取組について

３年間の調査結果を総合的に解析し、平成 年 月 日に公表した。

○被害の発生は、水稲のカメムシを防除する時期に多く、巣箱の周辺で採取された死虫からは各種

の殺虫剤が検出されたが、それらの殺虫剤の多くは水稲のカメムシ防除への使用することが可能

なものであった。そのため、これらの死虫が、水稲のカメムシ防除に使用された殺虫剤を直接浴び

た可能性が高いと考えられる。

〇検出された各種の殺虫剤の被害への影響の程度は特定できなかった。

〇蜜蜂の被害を軽減させるためには、農林水産省が、被害調査の中で都道府県に指導してきた以下

の対策が有効であることが判明。

①農薬使用者と養蜂家の間の情報共有

・養蜂家は、巣箱の設置場所等の情報を農薬の使用者と共有する

・農薬の使用者は、農薬を散布する場合は、事前に、散布場所周辺の養蜂家に対し、その旨を

連絡する 等

②養蜂家による対策（巣箱の設置場所の工夫・退避）

・水田に囲まれた場所や周辺に水稲以外の花粉源が少ない場所では、被害発生の低減のため

には、巣箱を置かないようにするか、水稲の開花期に巣箱を退避する 等

③農薬使用者による対策（農薬の使用の工夫）

・蜜蜂の活動が盛んな時間帯 ～ 時 の農薬散布を避け、できるだけ早朝、または夕刻に

散布する

・蜜蜂が浴びにくい形の殺虫剤 粒剤の田面散布 を使用する等

本結果を踏まえ、

①農林水産省は、以下の取組を実施。

・都道府県による対策の継続的な実施を促進する。

・水稲のカメムシを防除する時期（７月～９月頃）には、対策の実施を徹底し、注意喚起を行うた

め、都道府県に対し、通知を発出する。その際、水稲以外の作物についても、情報共有等の

対策を行うよう注意喚起を行う。

②農林水産省は、上記の対策が有効であったかどうかの検証等のために、毎年、都道府県ごとに被

害の件数等を把握。

なお、平成 年度の蜜蜂被害件数及び対策の検証結果については、平成 年 月 日

付けで公表した。なお、被害が継続している地域において、農林水産省も都道府県等に協力し

て、地域で更なる被害防止対策の検討を実施した。「平成 年度の蜜蜂被害軽減対策の推進

について」（平成 年 月 日付け

消安第 号・ 生畜第 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長・生産局畜産

部畜産振興課長通知）に示した調査を実施頂くとともに、引き続き情報交換の徹底や、地域の実態

に合わせた対策に努めていただき、対策の有効性の検証等を行って頂くようお願いする。

別紙２－１  

残留農薬基準値超過や不適正使用事案事例（平成 年 月 日～ 月末日） 

品目 農薬名 区分 検 検出値 
 
基 基準値 

 原因 

茶 茶 プロ プシミドン 殺虫剤   隣接ハウスで栽培する作物に散布した

農薬が、ハウスの換気扇を通じて飛散した 

こま こまつな イミシアホス 殺菌剤   農薬の土壌残留が原因の一つとして

考えられるが特定できず 

漬 漬物用

メロン 

①アクリナトリン 
②イミノクタジンアルベシ

ル酸塩 
③ニテンピラム 
④フロニカミド 

殺虫剤・

殺菌剤 不検出 

①0.2 
②0.3 
③0.3 
④0.4 

「メロン」に登録があれば

「漬物用メロン」にも

使用可能と誤認した 

モロ モヘイヤ  除草剤   農薬の土壌残留が原因の一つ

として考えられるが特定できず 

コ コマツナ 
①テフルベンズロン 
②トルフェンピラド 殺虫剤 

①0.73

②2.1 
①0.01 
②0.01 

知識不足により、他の葉菜類に

登録があればコマツナについても

使用可能と誤認した 

さ さんしょう フルトラニル 殺菌剤   隣接するほ場で使用した農薬が飛散した 

セ セロリ メトラクロール 除草剤   散布器具の未洗浄及び隣接した畝

に使用した農薬が飛散した疑い 

しゅ しゅんぎく オリサストロビン 殺菌剤   
稲の育苗時に使用した農薬が

土壌にしみ込み次作として栽培した

しゅんぎくが吸収した 

チ チンゲン菜 エトフェンプロックス 殺虫剤   ラベルを確認せず適用のない

チンゲン菜に使用した 

こま こまつな ①フェリムゾン 
②フサライド 殺虫剤 ①0.02 

②0.03 
①0.01 
②0.01 隣接するほ場で使用した農薬が飛散した 

ニラ ニラ エトフェンプロックス 殺虫剤   ラベルを確認せず適用のないニラ

に使用した 

ね ねぎ ダイアジノン 殺虫剤   使用基準（使用量）違反 

きゅ きゅうり ピロキロン 殺菌剤   
稲の育苗時に使用した農薬が

土壌にしみ込み次作として栽培した

きゅうりが吸収した 

に にんじん アセフェート 殺虫剤   
隣接した畝で使用した農薬が降雨

により流出し、にんじんが吸収した 
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別紙２－２

 

別紙２－４

消 安 第 号

環水大土発第 号

平成 年 月 日 

各都道府県農薬指導主管 

農林水産省消費部長 殿・安全局農産安全管理課長  
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室長  

（公印省略） 
「住宅地等における農薬使用について」の再周知・指導の徹底について
 
学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接す

る農地及び森林等における農薬使用については、これまで、「住宅地等における農薬

使用について」（平成 25年４月 26日付け 25消安第 175号・環水大土発第 1304261
号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知。以下「住宅地通知」

という。）により、農薬を使用する者が遵守すべき事項を示し、関係者への指導をお

願いしてきたところである。 

しかしながら、今般、公立小学校において児童が授業を受けている時間帯に、敷

地内樹木の害虫駆除を目的として農薬が散布され、それにより、６名の児童が体調

不良を訴え、病院に搬送される事案が発生した。 
本事案は、教育委員会が防除業者に作業を委託したものであり、担当者からの聞き取

りによれば、以下の原因により発生したとのことである（別添）。 

・ 農薬散布を児童が在学し授業を受けている日・時間帯に実施したこと。 
・ 小学校の施設管理者と防除業者間、小学校内の職員間で、散布当日の作業スケジ

ュールや安全確保対策等の詳細な情報共有が不十分であったこと。 

・ 教育委員会、小学校の施設管理者及び農薬散布を委託された防除業者のいずれ

も、住宅地通知の周知・徹底を目的とした研修に参加しておらず、住宅地通知の内

容を十分理解していなかったこと。このようなことから、今後、同様の事案が再発

することがないよう、貴職より、地方公共団体の施設管理部局の担当者を含む、農

薬使用者、農薬使用委託者、病害虫防除等の責任者、農薬の散布を行う土地・施設

等の管理者に対し、住宅地通知を再周知して頂くとともに、特に、以下の事項につ

いて指導の徹底をお願いする。 

・ 農薬散布にあたっては、万が一にも子どもが農薬を浴びることがないよう、学校敷

地への散布は、児童が在学し授業を受けている日・時間帯に実施しないなど、散布

日・時間帯に最大限配慮すること。 

・ 農薬散布の情報は、周辺住民に対して事前に周知するとともに、施設管理者とその

他職員間、施設管理者と委託された防除業者間で連携し、散布当日の作業スケジュ

ールや安全確保対策等の詳細な情報を共有すること。 

・ 住宅地通知の周知・徹底を目的とした研修に定期的に参加するとともに、農薬の散

布を委託した場合は、委託された防除業者等に住宅地通知を徹底させること。  
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別紙２－４

消 安 第 号

環水大土発第 号

平成 年 月 日 

各都道府県農薬指導主管 

農林水産省消費部長 殿・安全局農産安全管理課長  
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室長  

（公印省略） 
「住宅地等における農薬使用について」の再周知・指導の徹底について
 
学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接す

る農地及び森林等における農薬使用については、これまで、「住宅地等における農薬

使用について」（平成 25年４月 26日付け 25消安第 175号・環水大土発第 1304261
号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知。以下「住宅地通知」

という。）により、農薬を使用する者が遵守すべき事項を示し、関係者への指導をお

願いしてきたところである。 

しかしながら、今般、公立小学校において児童が授業を受けている時間帯に、敷

地内樹木の害虫駆除を目的として農薬が散布され、それにより、６名の児童が体調

不良を訴え、病院に搬送される事案が発生した。 
本事案は、教育委員会が防除業者に作業を委託したものであり、担当者からの聞き取

りによれば、以下の原因により発生したとのことである（別添）。 

・ 農薬散布を児童が在学し授業を受けている日・時間帯に実施したこと。 
・ 小学校の施設管理者と防除業者間、小学校内の職員間で、散布当日の作業スケジ

ュールや安全確保対策等の詳細な情報共有が不十分であったこと。 

・ 教育委員会、小学校の施設管理者及び農薬散布を委託された防除業者のいずれ

も、住宅地通知の周知・徹底を目的とした研修に参加しておらず、住宅地通知の内

容を十分理解していなかったこと。このようなことから、今後、同様の事案が再発

することがないよう、貴職より、地方公共団体の施設管理部局の担当者を含む、農

薬使用者、農薬使用委託者、病害虫防除等の責任者、農薬の散布を行う土地・施設

等の管理者に対し、住宅地通知を再周知して頂くとともに、特に、以下の事項につ

いて指導の徹底をお願いする。 

・ 農薬散布にあたっては、万が一にも子どもが農薬を浴びることがないよう、学校敷

地への散布は、児童が在学し授業を受けている日・時間帯に実施しないなど、散布

日・時間帯に最大限配慮すること。 

・ 農薬散布の情報は、周辺住民に対して事前に周知するとともに、施設管理者とその

他職員間、施設管理者と委託された防除業者間で連携し、散布当日の作業スケジュ

ールや安全確保対策等の詳細な情報を共有すること。 

・ 住宅地通知の周知・徹底を目的とした研修に定期的に参加するとともに、農薬の散

布を委託した場合は、委託された防除業者等に住宅地通知を徹底させること。  
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別添

小学校における農薬散布による被害事案について  

１． 被害事案の概要
散 布 対 象：小学校の敷地内にある樹木

農 薬：有機リン系殺虫剤、展着剤  
被 害：児童が授業を受けている時間帯に農薬散布が行われ、体

育館で授業に出席していた児童６名が、咳や気持ちが悪

いなど体調不良を訴えた。 
２ 被害害発生までの経緯 
・ 農薬散布の情報は、農薬散布の１週間前の職員打ち合わせで、実施日時が共有

された。その際、当日の午前中は外に出ないこと、午後も樹木や葉に触れない

よう児童に指導するよう各職員に指示が行われた。 
・ 職員室内にも散布日時が掲示され、事前周知はされていたが、保護者及び周辺

住民に対しては、事前周知はされていなかった。 
・ 農薬散布当日、学校側は散布前に校内放送で窓を閉めるように連絡、教員が校

舎、体育館を巡回して目視で、窓が閉まっていることを確認した。 
・ 防除業者は、校舎側の樹木の散布が終了したことを学校側に伝え、学校側は、

その報告を受けて窓を開けて良いとの校内放送を行った。 
・ その後、防除業者は、体育館周辺での散布を行ったところ、体育館で授業をし

ていた教員が放送を聞き、窓を開けて授業を実施していたため、体育館に農薬

が入り込み、それを吸い込んだ児童が被害を受けた。（体育館で授業をしてい

た教員は、体育館の周囲で農薬が散布されることを知らなかった） 
３．被害が発生してしまった原因  

・ 農薬散布を児童が在学し授業を受けている日・時間帯に実施したこと。 
・ 小学校の施設管理者と防除業者間、小学校内の職員間で、散布当日の作業ス

ケジュールや安全確保対策等の詳細な情報の共有が不十分であったこと。 
・ 教育委員会、小学校の施設管理者及び農薬散布を委託された防除業者のいず

れも、住宅地通知の周知・徹底を目的とした研修に参加しておらず、住宅地

通知の内容を十分理解していなかったこと。 
４．県が実施した指導の状況  

市 ：小学校における農薬散布業務については、業務を業者に委託する場

合であっても、業務委託者である市、小学校も農薬使用に関する責

任を有していることから、関連する全ての者が、住宅地通知の内容

に沿った対応をとり、農薬使用の必要性を十分検討の上で適切に実

施し、万が一にも児童に健康被害を生じさせないよう指導した。ま

た、県が開催する農薬適正使用アドバイザー認定及び更新研修会等

へ参加するよう指導した。  
防除業者：住宅地通知を再周知し、農薬を使用する際は危害防止に最大限配慮

することを指導するとともに、県が開催する農薬適正使用アドバイ

ザー認定及び更新研修会に出席するよう指導した。  
緑安協：本法律の概要は追加資料、公布日補足

１．公布日から６月以内： 年 月１日

２．公布日から２年以内： 年 月１日
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別添

小学校における農薬散布による被害事案について  

１． 被害事案の概要
散 布 対 象：小学校の敷地内にある樹木

農 薬：有機リン系殺虫剤、展着剤  
被 害：児童が授業を受けている時間帯に農薬散布が行われ、体

育館で授業に出席していた児童６名が、咳や気持ちが悪

いなど体調不良を訴えた。 
２ 被害害発生までの経緯 
・ 農薬散布の情報は、農薬散布の１週間前の職員打ち合わせで、実施日時が共有

された。その際、当日の午前中は外に出ないこと、午後も樹木や葉に触れない

よう児童に指導するよう各職員に指示が行われた。 
・ 職員室内にも散布日時が掲示され、事前周知はされていたが、保護者及び周辺

住民に対しては、事前周知はされていなかった。 
・ 農薬散布当日、学校側は散布前に校内放送で窓を閉めるように連絡、教員が校

舎、体育館を巡回して目視で、窓が閉まっていることを確認した。 
・ 防除業者は、校舎側の樹木の散布が終了したことを学校側に伝え、学校側は、

その報告を受けて窓を開けて良いとの校内放送を行った。 
・ その後、防除業者は、体育館周辺での散布を行ったところ、体育館で授業をし

ていた教員が放送を聞き、窓を開けて授業を実施していたため、体育館に農薬

が入り込み、それを吸い込んだ児童が被害を受けた。（体育館で授業をしてい

た教員は、体育館の周囲で農薬が散布されることを知らなかった） 
３．被害が発生してしまった原因  

・ 農薬散布を児童が在学し授業を受けている日・時間帯に実施したこと。 
・ 小学校の施設管理者と防除業者間、小学校内の職員間で、散布当日の作業ス

ケジュールや安全確保対策等の詳細な情報の共有が不十分であったこと。 
・ 教育委員会、小学校の施設管理者及び農薬散布を委託された防除業者のいず

れも、住宅地通知の周知・徹底を目的とした研修に参加しておらず、住宅地

通知の内容を十分理解していなかったこと。 
４．県が実施した指導の状況  

市 ：小学校における農薬散布業務については、業務を業者に委託する場

合であっても、業務委託者である市、小学校も農薬使用に関する責

任を有していることから、関連する全ての者が、住宅地通知の内容

に沿った対応をとり、農薬使用の必要性を十分検討の上で適切に実

施し、万が一にも児童に健康被害を生じさせないよう指導した。ま

た、県が開催する農薬適正使用アドバイザー認定及び更新研修会等

へ参加するよう指導した。  
防除業者：住宅地通知を再周知し、農薬を使用する際は危害防止に最大限配慮

することを指導するとともに、県が開催する農薬適正使用アドバイ

ザー認定及び更新研修会に出席するよう指導した。  

 

緑安協：本法律の概要は追加資料、公布日補足

１．公布日から６月以内： 年 月１日

２．公布日から２年以内： 年 月１日
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[平成 30 年 10月 16日 農薬取締法改正に係る都道府県等担当者会議 資料より]  

今般の農薬取締法改正に伴う対応事項について  

１ 基本的な考え方  

今般の農薬取締法改正では、農薬の登録審査の充実等が大きな見直しの内

となっていますが、販売者、使用者など全ての農薬を取り扱う者が販売及び

使用の規制に従い、適正に取り扱うことで、農薬の安全性は確保されます。  

このため、都道府県におかれては、今般、法令改正があった以下に掲げる

農薬の販売及び使用の規制に関する事項について、農薬の販売者、使用者そ

れぞれに指導・周知をお願いいたします。  

２ 指導・周知いただきたい事項  

（１） 農薬使用者 

① 表示事項（ラベル）の遵守と農薬に対する理解の醸成による適正使用

の徹底      
（法第２７条、使用基準省令第２条関係）  

② 農薬の表示方法について 
（施行規則）  

（参考）農薬使用者に読みやすく、理解しやすい表示について  
（施行規則）  

③ ゴルフ場における農薬使用について 
（使用基準省令第５条関係）  

④ 無人航空機による農薬使用に当たっての使用計画書の提出 
（使用基準省令第４条関係） 

【注：補足情報】 

2018/11/30 今般の改正では見送ることとされました。   
 

 

⑤ 周辺環境に配慮した農薬使用の徹底 
（使用基準省令第６条関係）  

⑥ 水田における農薬使用に当たっての流出防止措置の徹底 
（使用基準省令第７条関係）  

⑦ 多年生植物について 
（施行規則）  

（２） 農薬販売者 

⑧ インターネットオークション等における農薬販売に対する 

農薬販売届の徹底 
（法第１７条、施行規則）  

 

 



【別紙２－５】

平成 年 月 日 農薬取締法改正に係る都道府県等担当者会議 資料  

今般の農薬取締法改正に伴う対応事項について

１ 基本的な考え方  

今般の農薬取締法改正では、農薬の登録審査の充実等が大きな見直しの内

となっていますが、販売者、使用者など全ての農薬を取り扱う者が販売及び

使用の規制に従い、適正に取り扱うことで、農薬の安全性は確保されます。

このため、都道府県におかれては、今般、法令改正があった以下に掲げる

農薬の販売及び使用の規制に関する事項について、農薬の販売者、使用者そ

れぞれに指導・周知をお願いいたします。  

２ 指導・周知いただきたい事項  
（１） 農薬使用者 

① 表示事項（ラベル）の遵守と農薬に対する理解の醸成による適正使用

の徹底  
（法第２７条、使用基準省令第２条関係）  

② 農薬の表示方法について 
（施行規則）  

（参考）農薬使用者に読みやすく、理解しやすい表示について  
（施行規則）  

③ ゴルフ場における農薬使用について 
（使用基準省令第５条関係）  

④ 無人航空機による農薬使用に当たっての使用計画書の提出 
（使用基準省令第４条関係）

【注：補足情報】
今般の改正では見送ることとされました。

 
 

⑤ 周辺環境に配慮した農薬使用の徹底 
（使用基準省令第６条関係）  

⑥ 水田における農薬使用に当たっての流出防止措置の徹底 
（使用基準省令第７条関係）  

⑦ 多年生植物について 
（施行規則）  

（２） 農薬販売者 
⑧ インターネットオークション等における農薬販売に対する 

農薬販売届の徹底 
（法第１７条、施行規則）  
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３ 疑義資材の対応について

 これまでの取組
 農薬登録を受けていないにもかかわらず、病害虫の防除効果を謳った資材や、農薬成分を含
む資材（以下、「疑義資材」という。）は、農薬取締法上は無登録農薬に当たることから、「無登録

農薬と疑われる資材に係る製造者、販売者等への指導について」（平成 年 月 日付け

消安第 号消費・安全局長通知。以下、「疑義資材通知」という。）に基づき、製造者に対

する指導・取締りを実施。また、農林水産省の 上の「農薬疑義資材コーナー」に「農薬目安

箱」を設置して、疑義資材に関する情報提供を広く受け付け。

 都道府県による農薬販売店の立入調査や農政局・県域拠点等による除草剤販売業者に対す
る点検調査等の機会を捉え、疑義資材は無登録農薬に当たり、取り扱

わないようを販売店に対して指導。

 農薬の適正な利用の観点から、「疑わしい資材を購入しない、利用しない」という考え方を生産
現場へ周知徹底するため、リーフレットを都道府県等を通じて農薬使用者へ配布。

 疑義資材への対応の現状と今後の進め方
 収集された疑義資材情報への対応

農薬目安箱、都道府県等から提供された情報は、疑義資材情報に当たるかどうかの確認を行

った上で、可能な限り当該資材の製造者又は輸入者を特定し、「疑義表示資材」（農薬としての

効能効果を標榜している資材）については、地方農政局、県域拠点等から、農薬取締法、疑義

資材通知等の周知及び表示の是正指導を実施。

一方、「疑義成分資材」（成分からみて農薬に該当し得る資材）については、地方農政局、県

域拠点等が資材を購入し、農林水産省の農薬的資材に関するスクリーニング委託事業の中で

有効成分及び含有量の分析等を行い、薬効が確認される含有量が確認された場合は立入検査

等を実施。

 疑義資材の指導・収集について

① 販売者・生産者に対する指導等

引き続き、販売者に対しては登録された農薬以外の農薬を販売しないよう、また、生産者に

対しては農薬の適正使用の指導の一環として、リーフレット等を活用し、病害虫の防除等を行う

場合は登録された農薬を使用するよう指導の徹底をお願いする。

また、販売者に対する立入調査や使用者に対する巡回指導、立入調査の際には、疑義資

材の販売、使用及び保管の状況をチェック項目とするなど効果的な調査等の実施をお願いす

る。

② 疑義資材に関する情報収集

販売店に対する巡回指導、生産者や一般の方からの情報提供により得られた資材に関す

る情報は、最寄りの地方農政局、県域拠点等を通じてご提供いただくようお願いする。

農林水産省において、疑義資材であるかは製品の表示や販促用チラシ等の内容を確認し

て総合的に判断している。製品の表示の写真を提供いただく場合は、製造者や販売者の表

示も含め、製品全体の表示がわかるようお願いする。

判断のための情報が不足しているなどの場合には、情報をご提供いただいた機関、団体

等に対してさらなる情報提供を依頼する場合があるので、ご協力をお願いする。

③ 病害虫防除に係る試験研究の成果等の普及に当たっての注意点

都道府県の試験場等における防除技術の開発に当たっては、農薬的効果を有する資材

は、特定農薬に当たるものでない限り農薬登録がされなければ販売（譲渡を含む）も使用もし

てはならないなどの農薬取締法に基づく規制を念頭に、技術の普及も含めて計画段階から慎

重にご検討いただきたい。また、いわゆる耕種的防除に当たる技術であっても、成果の普及

に当たって技術の背景について十分な説明がなされないと、耕種的防除に用いられる資材が

「農薬」であるとの誤解を招きかねないので、十分にご注意願いたい。

 

試験研究の実施を計画している資材が疑義資材に該当する可能性があるか確認したい場

合は、地方農政局等に照会願いたい。

 近年の対応事例
 農薬的資材に関するスクリーニング事業において分析した資材に農薬成分が含まれているこ
とが判明したことから、無登録農薬の製造・販売として対応した事

例（別紙３－１）

 疑義表示資材に対する表示の是正指導時に､指導対象者が農薬成分を混入したことが判明
したことから、無登録農薬の製造･販売として対応した事例 別紙３－２）

 都道府県の指導者が生産現場で農薬登録されていない資材が農作物等を害する病害虫の
防除に使用されていることを発見し、販売者に対応した事例 別紙

・ 当該事例については、その資材を輸入・販売する者に対して農薬取締法に基づく立入検査を

実施したが、その資材を農薬として販売している事実は確認できなかったため、無登録農薬

の輸入・販売として指導していない。

・ 生産現場で農薬登録されていない資材が農薬として使用されていることを確認した場合は、

その使用者が何に基づいて使用していたのか確認し、チラシ等があ

れば入手した上で情報提供をお願いする。

 疑義表示資材に対する表示の是正指導時に、農業者が硫黄を有効成分とする登録農薬を原
料にしてショウガの根茎腐敗病を防除することを目的とした製品を製造・販売した事実を確認

した事例。

・ 本事例は、当該製品はごく少数の個人に直接販売され、使用による人畜や農作物への被害等の

おそれがないことから、農林水産省ホームページで公表をしていない。

４ インターネットを利用した農薬の販売に対する対策について

背 景

インターネットを活用すれば、容易に商品の購入・販売が可能である。しかしながら、対面で現品

を確認できないため、多種多様な問題や被害が発生している。特に、不特定による個人の取引が多

いインターネットオークションは、法の規制を知らないまま取引される可能性がある。

農薬の販売については、農薬取締法において、販売者の届出、販売禁止農薬の規制等を定めて

いるが、不適切な農薬の販売事例が確認されている。

そのため、下記のとおり、インターネットを利用した農薬の販売について対策を講じている。

対策

切な農薬の出品未然防止の協力依頼

①都道府県

・都道府県を通じて、インターネットの利用を含む農薬の販売並びに購入に関する注意事項を農薬

の販売者並びに使用者に対して改めて周知して頂くようお願いしたい。

その際は、農林水産省ホームページの農薬コーナーに掲載した農薬販売者向け及び購入者・使

用者向けの「農薬の販売」並びに「農薬の購入」に関する注意事項のページ等を活用していただき

たい。（別紙４－１）

・加えて、今般の農薬取締法改正に伴い、農薬取締法施行規則で規定する販売者の届出様式の備

考に下記の事項を追加することとしており、農薬の販売者等への周知をお願いしたい。

記

「記の「１ 販売所の所在地」は、インターネットを利用して販売する場合その他の販売所で直接農

薬を販売しない場合にあっては、販売者の事務所その他これに準ずる場所を記載すること。」

②インターネットオークションの主催者等

農水省からインターネット通販の関係団体を通じて、インターネットにおける農薬の販売並

びに購入に関する注意事項を周知するとともに、インターネットオークションの主催者に、下記

の取組について協力を依頼した。

・農薬取締法上の農薬の販売に関する取扱いを取引ガイドライン等への明記
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３ 疑義資材の対応について

 これまでの取組
 農薬登録を受けていないにもかかわらず、病害虫の防除効果を謳った資材や、農薬成分を含
む資材（以下、「疑義資材」という。）は、農薬取締法上は無登録農薬に当たることから、「無登録

農薬と疑われる資材に係る製造者、販売者等への指導について」（平成 年 月 日付け

消安第 号消費・安全局長通知。以下、「疑義資材通知」という。）に基づき、製造者に対

する指導・取締りを実施。また、農林水産省の 上の「農薬疑義資材コーナー」に「農薬目安

箱」を設置して、疑義資材に関する情報提供を広く受け付け。

 都道府県による農薬販売店の立入調査や農政局・県域拠点等による除草剤販売業者に対す
る点検調査等の機会を捉え、疑義資材は無登録農薬に当たり、取り扱

わないようを販売店に対して指導。

 農薬の適正な利用の観点から、「疑わしい資材を購入しない、利用しない」という考え方を生産
現場へ周知徹底するため、リーフレットを都道府県等を通じて農薬使用者へ配布。

 疑義資材への対応の現状と今後の進め方
 収集された疑義資材情報への対応

農薬目安箱、都道府県等から提供された情報は、疑義資材情報に当たるかどうかの確認を行

った上で、可能な限り当該資材の製造者又は輸入者を特定し、「疑義表示資材」（農薬としての

効能効果を標榜している資材）については、地方農政局、県域拠点等から、農薬取締法、疑義

資材通知等の周知及び表示の是正指導を実施。

一方、「疑義成分資材」（成分からみて農薬に該当し得る資材）については、地方農政局、県

域拠点等が資材を購入し、農林水産省の農薬的資材に関するスクリーニング委託事業の中で

有効成分及び含有量の分析等を行い、薬効が確認される含有量が確認された場合は立入検査

等を実施。

 疑義資材の指導・収集について

① 販売者・生産者に対する指導等

引き続き、販売者に対しては登録された農薬以外の農薬を販売しないよう、また、生産者に

対しては農薬の適正使用の指導の一環として、リーフレット等を活用し、病害虫の防除等を行う

場合は登録された農薬を使用するよう指導の徹底をお願いする。

また、販売者に対する立入調査や使用者に対する巡回指導、立入調査の際には、疑義資

材の販売、使用及び保管の状況をチェック項目とするなど効果的な調査等の実施をお願いす

る。

② 疑義資材に関する情報収集

販売店に対する巡回指導、生産者や一般の方からの情報提供により得られた資材に関す

る情報は、最寄りの地方農政局、県域拠点等を通じてご提供いただくようお願いする。

農林水産省において、疑義資材であるかは製品の表示や販促用チラシ等の内容を確認し

て総合的に判断している。製品の表示の写真を提供いただく場合は、製造者や販売者の表

示も含め、製品全体の表示がわかるようお願いする。

判断のための情報が不足しているなどの場合には、情報をご提供いただいた機関、団体

等に対してさらなる情報提供を依頼する場合があるので、ご協力をお願いする。

③ 病害虫防除に係る試験研究の成果等の普及に当たっての注意点

都道府県の試験場等における防除技術の開発に当たっては、農薬的効果を有する資材

は、特定農薬に当たるものでない限り農薬登録がされなければ販売（譲渡を含む）も使用もし

てはならないなどの農薬取締法に基づく規制を念頭に、技術の普及も含めて計画段階から慎

重にご検討いただきたい。また、いわゆる耕種的防除に当たる技術であっても、成果の普及

に当たって技術の背景について十分な説明がなされないと、耕種的防除に用いられる資材が

「農薬」であるとの誤解を招きかねないので、十分にご注意願いたい。

 

試験研究の実施を計画している資材が疑義資材に該当する可能性があるか確認したい場

合は、地方農政局等に照会願いたい。

 近年の対応事例
 農薬的資材に関するスクリーニング事業において分析した資材に農薬成分が含まれているこ
とが判明したことから、無登録農薬の製造・販売として対応した事

例（別紙３－１）

 疑義表示資材に対する表示の是正指導時に､指導対象者が農薬成分を混入したことが判明
したことから、無登録農薬の製造･販売として対応した事例 別紙３－２）

 都道府県の指導者が生産現場で農薬登録されていない資材が農作物等を害する病害虫の
防除に使用されていることを発見し、販売者に対応した事例 別紙

・ 当該事例については、その資材を輸入・販売する者に対して農薬取締法に基づく立入検査を

実施したが、その資材を農薬として販売している事実は確認できなかったため、無登録農薬

の輸入・販売として指導していない。

・ 生産現場で農薬登録されていない資材が農薬として使用されていることを確認した場合は、

その使用者が何に基づいて使用していたのか確認し、チラシ等があ

れば入手した上で情報提供をお願いする。

 疑義表示資材に対する表示の是正指導時に、農業者が硫黄を有効成分とする登録農薬を原
料にしてショウガの根茎腐敗病を防除することを目的とした製品を製造・販売した事実を確認

した事例。

・ 本事例は、当該製品はごく少数の個人に直接販売され、使用による人畜や農作物への被害等の

おそれがないことから、農林水産省ホームページで公表をしていない。

４ インターネットを利用した農薬の販売に対する対策について

背 景

インターネットを活用すれば、容易に商品の購入・販売が可能である。しかしながら、対面で現品

を確認できないため、多種多様な問題や被害が発生している。特に、不特定による個人の取引が多

いインターネットオークションは、法の規制を知らないまま取引される可能性がある。

農薬の販売については、農薬取締法において、販売者の届出、販売禁止農薬の規制等を定めて

いるが、不適切な農薬の販売事例が確認されている。

そのため、下記のとおり、インターネットを利用した農薬の販売について対策を講じている。

対策

切な農薬の出品未然防止の協力依頼

①都道府県

・都道府県を通じて、インターネットの利用を含む農薬の販売並びに購入に関する注意事項を農薬

の販売者並びに使用者に対して改めて周知して頂くようお願いしたい。

その際は、農林水産省ホームページの農薬コーナーに掲載した農薬販売者向け及び購入者・使

用者向けの「農薬の販売」並びに「農薬の購入」に関する注意事項のページ等を活用していただき

たい。（別紙４－１）

・加えて、今般の農薬取締法改正に伴い、農薬取締法施行規則で規定する販売者の届出様式の備

考に下記の事項を追加することとしており、農薬の販売者等への周知をお願いしたい。

記

「記の「１ 販売所の所在地」は、インターネットを利用して販売する場合その他の販売所で直接農

薬を販売しない場合にあっては、販売者の事務所その他これに準ずる場所を記載すること。」

②インターネットオークションの主催者等

農水省からインターネット通販の関係団体を通じて、インターネットにおける農薬の販売並

びに購入に関する注意事項を周知するとともに、インターネットオークションの主催者に、下記

の取組について協力を依頼した。

・農薬取締法上の農薬の販売に関する取扱いを取引ガイドライン等への明記
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・農薬取締法上の販売禁止農薬が出品された際の当該出品物の取り下げ

※これまで、以下のサイトに農薬の販売に関する取扱いが掲載。（別紙４－２）

・ヤフーオークション：（お知らせ）農薬の出品について

・ラクマ：禁止出品物

・メルカリ：（メルカリガイド）禁止されている出品物

インターネットオークション等における農薬出品者への販売届けに関する周知

インターネットオークションにおいては、個人で農薬を出品している事例が多く見られるが、このよう

な個人の出品者は、都道府県知事に販売を届け出ていない可能性がある。また、オークションサイ

ト上では農薬の出品者が販売を届け出ているかを確認することが出来ない。

このため、インターネットオークションにおける農薬の出品者に対して農薬の販売にかかる農薬

取締法の取扱いについて周知を行う必要があることから、北海道農政事務所、各地方農政局、内

閣府沖縄総合事務局及び消費・安全局農産安全管理課農薬対策室において、農薬の出品者に

周知を行っている。

今後は、都道府県と連携し、周知を行いたいと考えているので、ご協力をお願いしたい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『農薬の販売』 ･････ 【別紙４－１】 
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/nouyaku_hanbai.html 

 

『農薬の購入』 ･････ 【別紙４－２】

 

http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/nouyaku_kounyuu.html 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

５ 非農耕地専用と称する除草剤の販売等について
背景

農薬取締法は、農業生産の安定と国民の健康の保護等を目的としており、農作物等を害する雑草や

病害虫の防除に用いられる薬剤等を「農薬」として定義し、効果と安全性を審査した上で登録している。

このため、農作物等を保護する目的以外で用いられる除草剤については、農作物に使用されないよ

う、農薬取締法では、

① 農薬以外の除草剤を販売する者に対し、農薬として使用できない旨の表示をする義務を課す
（法第 条の ）とともに、

② この表示に反して、農薬として使用した場合には、無登録農薬の使用として、罰則が科されることと
なっている（法第 条）。

農林水産省では、「非農耕地専用と称する除草剤の販売等について」（平成 年 月 日付け通

知）（別紙５）に基づき、農薬取締法の規制について周知するとともに、規制が確実に遵守されるよう、北

海道農政事務所、各地方農政局及び内閣府沖縄総合事務局が販売店を巡回し、農薬ではない旨の

表示を見やすく掲示すること、登録された農薬と区別して棚を分けて陳列することなどを指導している。

また、都道府県においては、農薬の販売者や使用者に対して、適正な販売や使用の指導を行って

いる。

対策

今般の農薬取締法の一部を改正する法律案に対する付帯決議として、「非農耕地用除草剤が農薬

として使用されないよう表示の徹底や販売店に対して十分な指導を行うこと」とされた。

また、近年、農薬以外の除草剤は、一般消費者が入手しやすいドラッグストアや

円ショップ等で取り扱いが増えており、チェーン店が全国的に展開されている。

こうした状況を踏まえ、

① ドラッグストアや 円ショップ等のチェーン店への指導の重点化

② 一般の消費者に広く、農薬以外の除草剤に対する規制内容を紹介するホームページの作成
③ 農薬危害防止運動等における農業者を中心とした農薬使用者への周知の徹底

を行うことにより、農薬以外の除草剤が農作物に使用されないよう指導の徹底に取り組むこととしている。

− 43−− 42−



 
・農薬取締法上の販売禁止農薬が出品された際の当該出品物の取り下げ

※これまで、以下のサイトに農薬の販売に関する取扱いが掲載。（別紙４－２）

・ヤフーオークション：（お知らせ）農薬の出品について

・ラクマ：禁止出品物

・メルカリ：（メルカリガイド）禁止されている出品物

インターネットオークション等における農薬出品者への販売届けに関する周知

インターネットオークションにおいては、個人で農薬を出品している事例が多く見られるが、このよう

な個人の出品者は、都道府県知事に販売を届け出ていない可能性がある。また、オークションサイ

ト上では農薬の出品者が販売を届け出ているかを確認することが出来ない。

このため、インターネットオークションにおける農薬の出品者に対して農薬の販売にかかる農薬

取締法の取扱いについて周知を行う必要があることから、北海道農政事務所、各地方農政局、内

閣府沖縄総合事務局及び消費・安全局農産安全管理課農薬対策室において、農薬の出品者に

周知を行っている。

今後は、都道府県と連携し、周知を行いたいと考えているので、ご協力をお願いしたい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『農薬の販売』 ･････ 【別紙４－１】 
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/nouyaku_hanbai.html 

 

『農薬の購入』 ･････ 【別紙４－２】

 

http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/nouyaku_kounyuu.html 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

５ 非農耕地専用と称する除草剤の販売等について
背景

農薬取締法は、農業生産の安定と国民の健康の保護等を目的としており、農作物等を害する雑草や

病害虫の防除に用いられる薬剤等を「農薬」として定義し、効果と安全性を審査した上で登録している。

このため、農作物等を保護する目的以外で用いられる除草剤については、農作物に使用されないよ

う、農薬取締法では、

① 農薬以外の除草剤を販売する者に対し、農薬として使用できない旨の表示をする義務を課す
（法第 条の ）とともに、

② この表示に反して、農薬として使用した場合には、無登録農薬の使用として、罰則が科されることと
なっている（法第 条）。

農林水産省では、「非農耕地専用と称する除草剤の販売等について」（平成 年 月 日付け通

知）（別紙５）に基づき、農薬取締法の規制について周知するとともに、規制が確実に遵守されるよう、北
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都道府県においては、農薬の販売者に対して、農薬以外の除草剤を販売する場合は、農薬として使

用できない旨の表示を行うことなどを周知するとともに、特に、農薬使用者に対して、農薬以外の除草剤

を農作物等の栽培・管理に使用しないよう、農薬危害防止運動や農薬使用者を対象とした講習会、啓発

活動等を通して、指導の徹底をお願いしたい。

６ 販売禁止農薬の回収について

 経緯
農薬の販売の禁止を定める省令（平成 年農林水産省令第 号）において定められている販売

禁止農薬は、農薬取締法により、使用も禁止（その人畜又は環境への影響から販売が禁止されている

ものであるので、無登録農薬の使用と同じく厳しく規制）。しかしながら、平成 年 月 日に販売禁

止農薬に指定されたケルセンを含む農薬が誤って使用された事例がこれまでに 件報告。

このため、「販売禁止農薬等の回収について」（平成 年 月 日付け 消安第 号農

林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）により、誤使用の判明したケルセンに加え、平成

年 月に販売禁止農薬に追加されたベンゾエピンについて、農家等の在庫として保有されている製品

の誤使用を未然に防止すべく、農薬販売店及び農協を拠点として農薬メーカーによる回収を強化する

こととし、都道府県に対しても、農家等に対する周知をお願いしてきたところ。

 今後の進め方
取組により、量は少ないが回収されている状況である。

都道府県及び関係者の皆様におかれては、今後も機会を捉えて販売禁止農薬の回収を呼びかけ

ていただき、農家在庫の一掃に御協力願いたい。

（参考：平成 農薬年度の回収量）

ゾエピンを含む農薬： ケルセンを含む農薬 ：

７ 生産・流通

平成 農薬年度（平成 年 月 日～平成 年 月 日）における農薬の出荷は、前

年度に比べ数量では、 ％減の 千ｔ又は ，金額では ％増の

億円となった。

平成 農薬年度農薬出荷状況 （単位：ｔ・ ，百万円，％）

用途
平成 年度出

荷

平成 農薬年度

出 荷 対前年比

殺 虫 剤 数量 金額

殺 菌 剤 数量金額

殺虫殺菌剤 数量金額

除 草 剤 数量金額

そ の 他 数量金額

合 計 数量 金額

注 出荷には輸出分は含まない。

 

８ 登録状況

平成 農薬年度（平成 年 月１日～平成 年 月 日）末現在の有効登録件数は

件、有効成分数は 種類で、同農薬年度中の新規登録件数は 件、

新たに登録された有効成分数は 種類 殺虫剤４、殺菌剤４、除草剤２）であった。

９ 特定農薬（特定防除資材）について

１．これまでの検討の経緯

無登録農薬の販売・使用が問題となったことを契機として、平成 年の臨時国会で農薬取締法が

改正され、農薬の製造・使用等の規制が強化された。しかしながら、これ以前から農家が自ら使用して

いる防除資材等で明らかに安全上の問題がないものにまでこのような規制を課すことは過剰規制となる

おそれがあることから、「原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないこ

とが明らかなもの」として、農林水産大臣及び環境大臣が特定農薬（通称「特定防除資材」という。）に指

定したものは、農薬登録を不要とする制度が新設された。

農林水産省及び環境省では、平成 年 月から 月にかけて、特定農薬の候補となる資材の

情報収集を行ったところ、 種の資材に関する情報が寄せられた。その情報を基に、農業資材審議

会及び中央環境審議会合同会合（以下「合同会合」という。）において審議を行い、平成 年３月に、

食酢、重曹及び使用場所の周辺で採取された天敵を特定農薬として指定した。

その他の資材については、安全性及び使用実態に関する情報をさらに収集しつつ、合同会合におい

て審議を続け、順次、特定農薬の指定の検討対象とすべきかどうか整理を行った。その結果、引き続き

特定農薬の指定の検討対象とする資材（以下、「検討対象資材」という。）を 種類（別添１）に絞り込

み、これら以外の資材については、検討対象から除外することを都道府県及び関係団体に周知してい

る。

現在のこれらの資材の取扱いは以下のとおり。

○特定防除資材（５資材）：登録を受けていなくとも農薬として製造、加工、輸入、販売又は使用が可

能。ただし、その指定対象の範囲、使用する際の注意点等については、別添２を参照。

○検討対象資材（ 資材）：使用者自らが農薬と同様の効能があると信じて使用することは可能。ただ

し、農薬としての効果を謳い、販売することはできない（別添１）。

○検討対象から除外された資材（ 資材の内、上記以外のもの）：農薬として使用する場合には登録

が必要又は農薬に該当しない。

２．新たな動きについて

（１） インドセンダン（ニーム）の実・樹皮・葉
インドセンダンの実・樹皮・葉に含まれる殺虫成分であるアザジラクチンについては、平成 年

３月 日に開催された厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品

部会において、食品衛生法第 条第３項の規定に基づき、人の健康を損なうおそれのないことが

明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質（以下「対象外物質」という。）から除外すること

が承認された。また、同じく対象外物質として暫定的に定められているニームオイル（インドセンダ

ンの実等を圧搾した油分）について、平成 年 月 日に開催された食品安全委員会にお

いて評価が行われ、人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らか（アザジラクチン参照）で

ある旨答申されたところ。

（２） その他の検討対象資材
（１）のインドセンダンの対応に合わせ、残りの９資材についても、合同会合において審議を行う予定。

        農薬年度 
区 分 

 有効登録件数 

    新規登録件数     

新規登録有効成分数         
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別添１ 

＜特定農薬の指定の検討対象とする資材一覧（ ～）＞ 

番号 資 材 資材の概要 

 インドセンダンの実・樹皮・葉 
インドセンダン（ニーム）の実等を圧搾した油分（ニームオイル）や絞

りかす（ニームケーキ）。野菜、果樹、花きの害虫防除目的で使用 

 
ウェスタン・レッド・シーダー

（ヒノキ科ネズコ属樹木）蒸留抽

出液 
カナダ杉のおが屑を高圧蒸留して得られた抽出液。イネや花きの病害防

除目的で使用 

 甘草（マメ科カンゾウ） 甘草の抽出物。トマトやキュウリの病害防除目的で使用 

 酵母エキス、クエン酸、塩化カリ

ウム混合液 
酵母エキスとクエン酸、塩化カリウムの混合液を水で希釈したもの。茶

やナス科野菜の病害抵抗性誘導の目的で使用 

 二酸化チタン 粉剤を水に希釈したもの。野菜の病害防除目的で使用 

 ヒノキチオール、ヒバ油 ヒバの木部や根部を水蒸気蒸留したもの。野菜、果樹、花きの病害防除

目的で使用 

 ヒノキの葉 乾燥し、粉砕したもの。定植型作物全般の除草目的で使用 

 ホソバヤマジソ（シソ科） 水蒸気蒸留して抽出したもの（精油）。野菜の病害防除目的で使用 

 酒類（焼酎） 水で希釈したもの。野菜、果樹、花きの病害虫防除目的で使用 

 木酢液、竹酢液 木材を乾留する際に出るガスを冷却して得られる液体を水で希釈したも

の。 

 

 

 
 

『緑の安全管理士』連絡先等変更届出書 
 
公益社団法人 緑の安全推進協会内 

緑の安全管理士会 事務局 御中 
 

住所、連絡先（勤務する事業所、所属会社等）等が変更になりましたので、お届けいたします。 
届 出 日 ２０ 年 月 日 認 定 番 号（№ ） 
 氏 名（ ） 

変更前の連絡先 （ ） 
※ 下記の変更事項に〇をつけてください。 
①会社名、②所属、③勤務先、④住所、⑤その他 
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１.勤務会社名等 
（ゴルフ場の方はゴルフ場名を記入） 

 ２.経営母体名 
（ゴルフ場の方のみ記入） 

 

３.所属部署及び支店名 
又は営業所名等 

 

勤務先の所在地 
（郵便の送付先を記入） 

〒（ ― ）必ずご記入ください。 
 

TEL ― ― FAX ― ― 

E-mail 

５.自宅住所等 〒（ ― ）必ずご記入ください。 
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E-mail 

☆ ゴルフ場に勤務の場合、1.にゴルフ場名、2.に経営母体名を書いてください。会社等に勤務

の方は 1.に勤務会社名等、3.の所属部署や支店名又は営業所名をも記入してください。 
☆ 勤務先がない場合(退職、自営等)は、5.に自宅住所等として、当協会と連絡が取れる連絡 

先を必ず書いてください（特に退職の場合は、１.勤務会社名等欄に「退職」と記入して、5 
の自宅住所等を必ず記入してください）。 

☆ ご届出いただいた内容の個人情報は、支部大会案内、更新研修会案内、認定証書の発送等の

場合以外には使用いたしません。 
●「緑の安全管理士」は個人の資格です。転勤、退社等により、「連絡先」に変更が生じた場合には、

速やかにこの届出書をご提出してください（FAX 可）。 
●当協会は本届出書に基づき貴殿の「緑の安全管理士」データの変更を行います。ご提出が遅れますと

支部大会案内、更新研修案内、認定証書の発送等に支障をきたす事になりますのでご注意ください。 

送付先：公益社団法人 緑の安全推進協会 FAX：03－5209－2513 
：   
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別添１ 

＜特定農薬の指定の検討対象とする資材一覧（ ～）＞ 

番号 資 材 資材の概要 

 インドセンダンの実・樹皮・葉 
インドセンダン（ニーム）の実等を圧搾した油分（ニームオイル）や絞

りかす（ニームケーキ）。野菜、果樹、花きの害虫防除目的で使用 

 
ウェスタン・レッド・シーダー

（ヒノキ科ネズコ属樹木）蒸留抽

出液 
カナダ杉のおが屑を高圧蒸留して得られた抽出液。イネや花きの病害防

除目的で使用 

 甘草（マメ科カンゾウ） 甘草の抽出物。トマトやキュウリの病害防除目的で使用 

 酵母エキス、クエン酸、塩化カリ

ウム混合液 
酵母エキスとクエン酸、塩化カリウムの混合液を水で希釈したもの。茶

やナス科野菜の病害抵抗性誘導の目的で使用 

 二酸化チタン 粉剤を水に希釈したもの。野菜の病害防除目的で使用 

 ヒノキチオール、ヒバ油 ヒバの木部や根部を水蒸気蒸留したもの。野菜、果樹、花きの病害防除

目的で使用 

 ヒノキの葉 乾燥し、粉砕したもの。定植型作物全般の除草目的で使用 

 ホソバヤマジソ（シソ科） 水蒸気蒸留して抽出したもの（精油）。野菜の病害防除目的で使用 

 酒類（焼酎） 水で希釈したもの。野菜、果樹、花きの病害虫防除目的で使用 

 木酢液、竹酢液 木材を乾留する際に出るガスを冷却して得られる液体を水で希釈したも

の。 

 

 

 
 

『緑の安全管理士』連絡先等変更届出書 
 
公益社団法人 緑の安全推進協会内 

緑の安全管理士会 事務局 御中 
 

住所、連絡先（勤務する事業所、所属会社等）等が変更になりましたので、お届けいたします。 
届 出 日 ２０ 年 月 日 認 定 番 号（№ ） 
 氏 名（ ） 

変更前の連絡先 （ ） 
※ 下記の変更事項に〇をつけてください。 
①会社名、②所属、③勤務先、④住所、⑤その他 

【変更後】変更があった事項についてのみご記入ください。 
１.勤務会社名等 
（ゴルフ場の方はゴルフ場名を記入） 

 ２.経営母体名 
（ゴルフ場の方のみ記入） 

 

３.所属部署及び支店名 
又は営業所名等 

 

勤務先の所在地 
（郵便の送付先を記入） 

〒（ ― ）必ずご記入ください。 
 

TEL ― ― FAX ― ― 

E-mail 

５.自宅住所等 〒（ ― ）必ずご記入ください。 
 

TEL ― ― FAX ― ― 

E-mail 

☆ ゴルフ場に勤務の場合、1.にゴルフ場名、2.に経営母体名を書いてください。会社等に勤務

の方は 1.に勤務会社名等、3.の所属部署や支店名又は営業所名をも記入してください。 
☆ 勤務先がない場合(退職、自営等)は、5.に自宅住所等として、当協会と連絡が取れる連絡 

先を必ず書いてください（特に退職の場合は、１.勤務会社名等欄に「退職」と記入して、5 
の自宅住所等を必ず記入してください）。 

☆ ご届出いただいた内容の個人情報は、支部大会案内、更新研修会案内、認定証書の発送等の

場合以外には使用いたしません。 
●「緑の安全管理士」は個人の資格です。転勤、退社等により、「連絡先」に変更が生じた場合には、

速やかにこの届出書をご提出してください（FAX 可）。 
●当協会は本届出書に基づき貴殿の「緑の安全管理士」データの変更を行います。ご提出が遅れますと

支部大会案内、更新研修案内、認定証書の発送等に支障をきたす事になりますのでご注意ください。 

送付先：公益社団法人 緑の安全推進協会 FAX：03－5209－2513 
：   
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(公社) 緑の安全推進協会

緑の安全推進協会 事務局 あて         FAX:03-5209-2513
･･････････････････････････････････････････････････････････

「 理 由 書 」

公益社団法人 緑の安全推進協会長 殿     
 

 
１．提出年月日 

：２０  年  月  日 
２．認定番号 

： ＮＯ.                  
    ３．氏 名 

： 1 
４．所 属 

  
 

５．出席できなかった理由(具体的に記載して下さい) 
 

 
 

６．資格継続の確認 (チェックにて) 
□ 資格の継続 を希望します。 
□ その他(                                     ) 

 
 

･･･[ 補足 ]･･･････････････････････････････････････････････････ 
・更新年次の更新研修会に出席できなかった場合の「理由書」です。  
・更新年次の更新研修会で出席が確認できなかった場合は、資格喪失者として 

管理士の有資格者名簿からは自動的に削除されます。 
・資格の継続(更新)を希望される方は、「理由書」を提出いただくことで、 

当協会長が認める場合は、次年度の更新研修会をご案内します(１年遅れ扱い)。 
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(公社) 緑の安全推進協会

緑の安全推進協会 事務局 あて         FAX:03-5209-2513
･･････････････････････････････････････････････････････････

「 理 由 書 」

公益社団法人 緑の安全推進協会長 殿     
 

 
１．提出年月日 

：２０  年  月  日 
２．認定番号 

： ＮＯ.                  
    ３．氏 名 

： 1 
４．所 属 

  
 

５．出席できなかった理由(具体的に記載して下さい) 
 

 
 

６．資格継続の確認 (チェックにて) 
□ 資格の継続 を希望します。 
□ その他(                                     ) 

 
 

･･･[ 補足 ]･･･････････････････････････････････････････････････ 
・更新年次の更新研修会に出席できなかった場合の「理由書」です。  
・更新年次の更新研修会で出席が確認できなかった場合は、資格喪失者として 

管理士の有資格者名簿からは自動的に削除されます。 
・資格の継続(更新)を希望される方は、「理由書」を提出いただくことで、 

当協会長が認める場合は、次年度の更新研修会をご案内します(１年遅れ扱い)。 
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◇．緑の安全管理士に係る届出書式等  

(1)「連絡先等変更届出書」  
http://midori-kyokai.com/pdf/henkoutodoke1605.pdf  

 
  (2)「認定証書および認定証  紛失等再発行願い」  

http://midori-kyokai.com/pdf/saihakko1605.pdf  
 

 (3)「理由書」（更新研修会・出席困難）  
 http://midori-kyokai.com/pdf/18riyusho.pdf 

・更新年次の更新研修会で出席の確認ができなかった場合は、資格喪失者とし

て管理士名簿からは自動的に削除されます。

・資格の継続 更新 を希望される方は､｢理由書｣を提出いただくことで、

・当協会長が認める場合は、次年度の更新研修会をご案内します １年遅れ扱い 。

・・提出はＦＡＸ、メールで結構です。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みどりのたより 

発行日 平成３０年１２月２０日
発 行 緑の安全管理士会 事務局

〒
東京都千代田区内神田 （全農薬ビル５階）

公益社団法人 緑の安全推進協会 内
ＴＥＬ ：０３－５２０９－２５１１
ＦＡＸ ：０３－５２０９－２５１３
ｈｔｔｐ：

メール：

 
第 号

− 50−


